
 －123－

           平成２８年第１回野洲市議会定例会会議録 

招集年月日      平成２８年３月３日 

招 集 場 所      野洲市役所議場 

応招 議員       １番 北村五十鈴     ２番 稲垣 誠亮 

            ３番 栢木  進     ４番 岩井智惠子 

            ５番 中塚 尚憲     ６番 山本  剛 

            ７番 太田 健一     ８番 野並 享子 

            ９番 東郷 正明    １０番 上杦 種雄 

           １１番 欠   員    １２番 市木 一郎 

           １３番 丸山 敬二    １４番 鈴木 市朗 

           １５番 矢野 隆行    １６番 梶山 幾世 

           １７番 河野  司    １８番 坂口 哲哉 

           １９番 髙橋 繁夫    ２０番 立入三千男 

不応招議員      なし 

出 席 議 員      応招議員に同じ 

欠 席 議 員      なし 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

   市 長  山仲  善彰     教 育 長  川端  敏男 

                      総 務 部 長    政策調整部長  遠藤 伊久也             川端  弘一 
                      選挙管理委員会書記長 

   市 民 部 長  上田  裕昌     健康福祉部長  玉田  善一 
 
   健康福祉部政策監            樋口   隆     都市建設部長  和田  勝行 
   （高齢者・子育て支援担当） 

   環境経済部長  立入  孝次     教 育 部 長  澤   嘉彦 

   政策調整部次長  瀬川  俊英     総 務 部 次 長  寺田  実好 

   広報秘書課長  服部  道和     総 務 課 長  赤坂  悦男 

 

出席した事務局職員の氏名 

   事 務 局 長  白井  芳治     事 務 局 次 長  野玉  義弘 

   書 記  吉川 加代子     書 記  佐々木美砂子 

 



 －124－

議事日程 

          諸般の報告 

       第１ 会議録署名議員の指名 

       第２ 代表質問 

       第３ 一般質問 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（再開） 

○議長（市木一郎君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

 出席議員は１９人全員であります。 

 次に、本日の議事日程は既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 

 また、本日説明員として出席通知のあった者の職氏名はお手元の文書のとおりです。 

 （日程第１） 

○議長（市木一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２７条の規定により、第１５番、矢野隆行議員、第１６

番、梶山幾世議員を指名いたします。 

 （日程第２） 

○議長（市木一郎君） 日程第２、昨日に引き続き、代表質問を行います。 

 野洲政風会、第２０番、立入三千男議員。 

○２０番（立入三千男君） それでは、野洲政風会を代表いたしまして、質問をいたした

いと思います。 

 今回の代表質問は、野洲市民の多くの方が関心を寄せておられる新病院整備について市

長に質問いたしたいと思います。この課題に関しましては、野洲政風会の会派内でも財政

の問題や運営の問題、そして場所の問題等々、議員の多様な考え方や意見があります。市

民の皆さんの中にも多種多様な考えや思いがあり、疑問点も多々あると思います。野洲市

の平成２８年度の市税収入を約８２億６，０００万円見込まれている中、病院整備のため

の総事業費は現時点で約８０億円を計画されており、このように年間の市税収入を超える
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事業は野洲市にとって市の将来にわたって市民生活に多大な影響を与える事業であること

から、新病院整備関係に絞って質問をいたしたいと思います。 

 質問に入るに先立ち、野洲駅南口市有地に市直営の市立病院を建設するということで申

し上げたいことは、誰も病院を要らないという人はいないと思いますし、市立病院という

医療サービスを受けることに対しては市民負担があるということを申し上げておきたいと

思います。納税とは各種住民サービスを受ける代償だと言われております。また、国の公

立病院改革プランの中で、公立病院の経営形態の見直しとして民間的経営手法の導入を図

る観点から、例えば、地方独立行政法人化、非公務員型でございますが、や指定管理者制

度の導入や民間譲渡という経営形態を、いわゆる官から民への転換を求められており、推

奨されているところでございます。そうした中、野洲市においては市直営の経営形態の市

立病院を提案されており、国の目指す方向に向いていないことを申し上げておきたいと思

います。 

 それでは、質問に入ります。 

 まず１点目として、市の財政状況について質問いたします。 

 平成２７年１１月に策定された平成２８年度から３２年度までの野洲市中期財政見通し

では、平成２８年度で約８億６，０００万円の財源不足、３２年度までの５年間で約２３

億円の累積財源不足を見込まれております。また、合併優遇措置であった地方交付税の算

定が一本算定に移行をし、段階的に縮減することから恒常的な財源不足が生じると課題分

析され、その額は平成２７年度から５年間で約５億円と見込まれているところです。 

 一方、財政の健全化に向けて、平成２６年８月に策定された行財政改革推進計画では平

成２６年度から平成３０年度の期間で約３億円程度の収支改善の目標を掲げていたものの、

結果的に８，８００万円の見直しにとどまったところであります。平成２２年度と２３年

度に実行された野洲市財政健全化集中改革プランについては、一定の成果があったことは

高い評価に値すると考えますが、野洲市は公債費や扶助費等の増加により、非常に財政の

硬直化が進んでいることは明らかです。その兆候は平成２８年度当初予算の基金からの繰

り入れに顕著に表れていて、財源不足を補うために財政調整基金から９億円、地域振興基

金から４億５，０００万円、さらに土地開発基金から２億６，０００万円を取り崩して対

応しておられ、平成２７年度と比較すると約７億８，０００万円の増となっております。

さらに、中期財政見通しでの普通会計の地方債残高は平成２８年度末で約２９０億円の見

込みであり、市民１人当たり約６０万円となり、増加傾向が見られるところであります。
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このような厳しい財政状況に対する市長の所見と今後の対応をお伺いいたします。 

 次に、２点目として、市立病院の整備について何点か質問いたします。 

 まず、建築費の高騰に関して、全国的に建築資材などが急騰しており、熊本市民病院、

浜松市民病院、岡谷市民病院などでは、病院建設計画を見直し、延期する団体が見受けら

れるところでございます。今後、東京オリンピックの影響などからますます建築単価が高

騰することが予想されます。このことは、野洲市の市民病院の建設計画に大きく影響する

ものと考えられます。病院の建築費の増加は必然的に病院事業会計の借入金の元利償還金

がふえ、経営を圧迫すると共に一般会計からの繰入金のルール分の増加につながるところ

でございます。具体的には、一般会計から元利償還金の２分の１を負担しなければならな

いことや、交付金措置の上限である１平方メートル当たり３６万円を上回る経費について

は、一般財源から補塡することになるからであります。この建築単価の上昇への対応と建

設計画の見直しについてのお考えをお伺いいたします。 

 なお、計画が延期となった場合は、昨年１２月２１日の本会議で可決した特定医療法人

社団御上会野洲病院に対する支援の充実を求める決議に基づき、野洲病院へのより一層の

支援が必要であることを申し添えます。 

 次に、３点目の質問をいたします。 

 昨年４月２８日に開催した予算常任委員会で基本設計などの補正予算とあわせて附帯決

議も可決されました。この附帯決議の２点目に、公立病院の開設の許可に向けて国、県の

協力が得られるよう努力することが明記されています。この補正予算は昨年５月２２日開

催の全員協議会で政策調整部から固定資産税の超過税率などの制度化、いわゆる税率の引

き上げの報告があったことから、５月２８日開催の第２回定例会の本会議で否決となった

ところでございます。しかし、この附帯決議は多くの議員の意思表示であり、現在でも議

員の間にはその履行を求める声がございます。国の公立病院改革の推進で、公立病院の新

設、建て替え等に対する地方交付税措置の見直しの中で、都道府県の役割が強化され、公

立病院の新設、建て替え等にあたっては、医療介護総合確保推進法に基づき地域の医療提

供体制の確保にこれまで以上に大きな役割、責任を有する都道府県の十分なチェックを踏

まえて、適当と認められるものに対して地方交付税措置を行うとされているところであり

ます。ついては、基本設計精査後の市民病院の開設許可や起債の同意を得るため、県との

協議をお伺いいたします。 

 次に、４点目の質問をいたします。 
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 市長は市直営の市立病院の立地場所を野洲駅南口とし、南口の市有地をパッケージとし

て整備を進めようとしておられます。しかし、この南口の市有地については、去る２月６

日に開催した駅前自治会との議会出前懇談会においても参加者から多くの問題提起があっ

たところであります。また、２月１８日には南口周辺の住民の皆さんなどから、当地で病

院整備を行うことに反対する署名が提出されたところであります。これらを総括いたしま

すと、野洲駅南口の市有地に市立病院を整備することについては、おおむね次のような課

題があると思います。 

 まず１つ目に、当地は敷地面積が狭く、加えて平成２４年１０月に策定された野洲市景

観計画との整合を図り、野洲駅周辺の景観に配慮する必要があるということです。 

 ２つ目に、立体駐車場に関しては相当のスペースの確保が必要となるところであります。

基本構想では病院の駐車場が３００台、文化ホールなどの公共施設との共用の駐車場２０

０台が必要とされていましたが、基本計画では２５０台収容となり、駐車台数が半分にな

っています。また、立体駐車場は４層の計画ですが、ドライバーには非常に危険が伴うも

のであり、これまでの都市基盤整備特別委員会の中でも議員からこれらの件について問題

提起する意見があったところです。 

 ３つ目に、野洲駅南口周辺においては雨天時に交通渋滞が発生している状況にあり、市

民病院への来院者の車両の増加や救急車の進入の問題などにより、渋滞の拡大が危惧され

ます。また、野洲駅南口には保育園と幼稚園があり、送迎時の安全確保も課題であります。

したがって、道路網の整備などの渋滞緩和策をセットで提示する必要があります。 

 ４つ目に、野洲駅南口周辺での商業施設の整備については、市民病院と商業施設をあわ

せ持つ施設の整備に期待をする声もありましたが、今後の商業施設の整備において駅前の

にぎわいの実現が困難になる可能性があります。 

 ５つ目に、災害対策上の大きな課題となっている南口周辺の排水対策については祇王井

川の上流部で流入負荷軽減のため友川への放流等、計画はされておりますが、病院建設と

並行して対応策を示す必要があります。 

 以上のような課題が挙げられますが、さらに駅前自治会の出前懇談会では、当地に自然

豊かな公園整備を強く要望する旨の発言もありました。これらの課題解決に向けた具体策

を示した上で、直接影響を受けられることとなる周辺住民皆さんに対して理解を求める真

摯な対応が必要であると考えますが、この点についても市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、５点目の質問をいたします。 
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 先に述べました本市の極めて厳しい財政状況の中、基本計画で市民病院の経営に関して

示された収支シミュレーションでは交付税算入分を除くと毎年２億５，０００万円程度の

繰り出しが必要になるとされています。現在、野洲病院に対して約１億２，０００万円の

補助を行っていることから、これを差し引くと毎年１億３，０００万円程度の税の投入が

新たに必要となります。２月の市の広報紙には市民病院による負担増は制度上認められる

プラス約１．３億円で済む積算と記載されていますが、１億３，０００万円という多額の

財源の捻出は決して容易ではありません。また、これは国が示す基準、いわゆるルール分

として一般会計から繰り入れられる金額でありますが、特に懸念することは赤字が累積し

た場合、さらに基準外の繰り入れが必要となる可能性があります。私たちが会派研修で総

務省よりいただいた資料によりますと、平成２６年度の１００床以上２００床未満の全国

自治体病院では、全病院２０２病院のうち１４９病院、約７３．８％が財源不足を補塡す

るための基準外繰り入れを行っているのが実態です。さらに収支シミュレーションでは医

療スタッフの給与費を固定化したシミュレーションとなっていますが、市の直営方式の経

営になるならば、人件費の増加を見込むのが自然ではないでしょうか。また、病床利用率

の想定が約９０％となっていますが、平成２６年度の病床数が、先ほども申し上げました

２００床未満の全国自治体病院では一般病床の平均利用率が６６．７％で、療養病床の平

均利用率が７９．９％であり、シミュレーションは楽観的過ぎるのではないでしょうか。 

 このような中、昨年５月に市の政策調整部から提示のあった固定資産税の超過税率の適

用、いわゆる増税は野洲市が市民病院を開設した場合に市民負担を求める方法の典型的な

事例であります。ちなみに、固定資産税の税率は県下１９市町全て標準課税率１．４％で、

本市も１．４％ですが、仮に引き上げたことになると都市間競争に負けることになると思

います。また、これを０．１％引き上げた場合は税額７万円を納税している家庭で約５，

０００円、１．２％引き上げた場合は約１万円の増税となるところであります。平成２３

年１０月、野洲市地域医療における中核的医療機関のあり方検討委員会の提言でも、市内

に必要とされる医療サービスを維持していくために、新しく病院を整備する場合には市民

が市税を投入する覚悟がなければ実現はできませんとされており、市民の相当の覚悟を求

められております。 

 以上のように、市民病院の整備にあたっては、固定資産税の増税をはじめとする市民負

担の増、あるいは市民サービスの削減の可能性をパッケージにして市民の理解を得るべき

だと考えますが、いかがお考えですか、市長の見解をお伺いいたします。 
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 また、あり方検討委員会の提言で、市民の相当の覚悟が必要と発言されていることは市

長をはじめ、我々議員の責任は非常に重く、将来の野洲市に対して責任を負わなければな

らないと考えるところです。市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、６点目として質問いたします。 

 平成２３年４月１１日に特定医療法人社団御上会野洲病院から新病院基本構想２０１０

が提案されて以来、４年１０カ月が経ちました。昨年には、賛否、僅差で基本計画精査支

援業務を含む予算が可決され、基本設計等の補正予算や野洲市立病院の整備及び運営に関

する基金条例が否決されていました。そもそも（仮称）野洲市立病院整備が検討されて４

年１０カ月を経ても計画が進まないのは計画自体に問題があるからではないでしょうか。

また、先にも申し上げましたが、１人の議員の賛否で議案が可決したり否決になったりす

るということは、新病院整備という大きな事業を進めるにはこれもまた問題があると思い

ます。 

 ここに至っては今までの計画では無理があると判断し、立地場所を駅前南口での計画と

市の直営での市立病院をパッケージとすることを一旦リセットして、新たに野洲市中核医

療機関の確保のためのよりよい方策を検討しては考えます。市長のお考えをお伺いし、質

問といたします。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 立入議員の野洲政風会を代表しての市民病院の整備についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 ようやく立入議員がこうやってまとまって、病院に関して代表質問でご発言をいただき

ましてありがとうございます。期待をしておりました。これは本当にすごいことでありま

して、既に示していますように、立入議員は平成４年から平成１４年まで町会議員である

と共に野洲病院の理事をしておられました。これは１０年、１年だけ抜けているようであ

ります。平成７年がリストで見ますと抜けています。ここにおられる方が理事をしておら

れた方も１人ぐらいはおられると思いますけども、１０年近く理事をしておられた、それ

は一番焦点の時期ですね、平成４年から平成１４年というので……。 

○２０番（立入三千男君） 途中で抜けています。 

○市長（山仲善彰君） だから、今言いました平成……。 
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○２０番（立入三千男君） それ以外にも抜けています。 

○市長（山仲善彰君） また、じゃ、後で反問でお聞きしますから、答えて。私も、示し

ているリストには、ここからずっとつながっておるんですけど、ここ、平成７年のときは

抜けていますけども。 

○２０番（立入三千男君） １１年から１２年は抜けています。 

○市長（山仲善彰君） １１年のときが抜けているのかもわからない。いずれにしたって、

１０年間ぐらいは理事をしておられたということで、これは貴重なことでして、これから

お答えいたしますけども、大いに楽しみのやりとりができることを期待しています。 

 それともう一つは、私、提案説明でかなり丁寧に今までご説明したのとまとめてお話を

いたしました。普通ですと、それを踏まえて、私がこう言ったけど、こうではないかとい

うご質問が私は本来の質問だと思います。国会でもそうしておられます。全くすれ違いで

私が示したことに対して一切触れないで、もっと前のこと、４年１０カ月前のことを聞い

ておられる。これも残念でありますね。本当ですと、先日、お話ししたことについてどう

だということを突っ込んでいただかないとだめだと思います。ですけども、だから、今回

のお答えはかなりまた先般の施政方針と提案説明のことを引用せざるを得ない、残念です

けども。 

 順番にお答えをいたします。もうちょっと迫力のある、そして自分の経験も踏まえたご

質問をいただけたらと思いますので、また後で、それは制度上の反問でまたお聞かせをい

ただこうと思っておりますので、今日は大いに楽しみに出てきました。 

 まず、財政状況でありますけども、本市の財政状況につきましては、実質公債比率では

平成２２年度の１５．９％から平成２６年度では１２．７％へと改善しておりますし、他

の財政指標についても改善が図られております。よくなってきています。また、財政調整

基金の保有高についても、平成２７年度末、今年度末で新市になってから初めて２０億円

を超えました。当面目標としたところ、設定した目標を達成しています。これまでも言っ

ていましたように、私が引き継いだときはバケツの底が抜けているような財政でした。誰

がやったかという。今回示した土地開発基金もそうですね。あるいは、びわこ学園の土地

の１０数億円、本当に抜けてきて、私は真摯にバケツの穴を埋めつつ、必要な学校の耐震

化とか、やれるものはやってきました、こども園も。先般も元、町の幹部に出会ったら、

「金のあるときにできてなかったことがなぜ今できるのか。市長、ようやってもうてる」

と言っていただきました。自慢しませんけど、稼いだ分だけでもかなり稼いでいますよ。
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竹生で私は５，０００万円をほんまに稼いだんです。消防署の土地でも稼いでいます。出

費になっていない。そういうことで、指標もよくなっているし、そこを評価しないで、「財

政、財政」とおっしゃる。 

 後で言いますけども、立入さんの平成４年から平成１４年の間、一部抜けていますけど

も、この間に野洲病院に２１億円の支援を議決していますね。さっき、ご質問でおっしゃ

いましたね。市民に財政状況をどういうふうに示して確認するのかと。その平成の１０年

前後というのはご承知だと思いますけども、実際、野洲町財政が一番厳しかった時期なん

ですよ。ＰＦＩの野洲小学校、なぜのＰＦＩをしたかといったら、町で起債もできない、

金がないから民間でしようということで倍のお金になっています。皆さん方は１０数年前

だから、忘れておられると思いますけどね。町は火の車だったときに２１億円を野洲病院

に借りさせてですよ、そこに損失補償ということで毎年１億円を超える元利保証をしよう

という決議をした。そのときの貸し手の有力議員であると共に受け手の有力理事だった方

から今のご質問というのは、私は全く不思議なので、後でこれは反問しようと思っていま

すから、財政についての立入議員の見解をきちっと今日お示しをいただきたい。財政指標

につきましては、こういうことになっています。今後の対応といたしましては、年度間の

調整ができる財政調整基金の保有高の一層の確保に努めようとしております。 

 また、中長期的には、これまでも述べておりますように、見えない借金、隠れた借金で

あります民間の施設整備、用地取得に係る負担、これ現在でも約６億円ですね。さっき言

いましたびわこ学園の用地のために毎年６，０００万円を出しています。その他慈恵会と

か、もう完済しましたけども、立入さんの自治会のところに１億３，４００万で空き地を

買っています。使えない空き地、下に下水道が入っていて建物も建たない。今回、博物館

の収蔵庫のことも考えました。あこを使おうと思ったら、やはり使えないと。基礎が打て

ない。そんなものに１億３，４００万。これがまだ６億円がしばらく続きます。でも、平

成３６年度には完全に完済できると思っています。私になってから一切こんな借金してい

ません。普通の起債で裏が打たれるものはやっていますけども。こういうことを認めてき

たのがあなたたちじゃないんですか。本当にさっき、ずっとじっと聞いていて、私に「財

政どうするか」とおっしゃったら、平成２０年の秋に就任して以来、本当に手がたくやっ

てきて、でも、子育て支援とか安全とかは一切省いていないつもりです。でも、今、財政

状況はよくなっています。１年、２年で言っているんだったら、わかりますけども、それ

をきのうは梶山議員は評価いただきましたけども、評価もしないで自分がやってきたこと
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を棚に上げて財政がどうかという、このご質問は私はいかがかと思いますけども、こうい

うことで財政を健全化しているし、基金も積み増しているし、今、隠れて市民の了解も得

ないでやってきた借金、この借金は今の野洲病院の１億数千万も入っていますけど、そう

いったことを順番に解消しようとしていっている状態でなっています。 

 それと、先般の行財政についてはもともとだめだけど、 大限やるということで、これ

は成果が出るか出ないかと別としてとりあえずしようとしたことで、実際の集中改革プラ

ンでは１０億のうち都市計画税以外は全部達成をしております。ですから、財政について

は、こういったことで健全化をしておるし、今後も公共施設等総合管理計画に基づく施設

の統廃合で一層のご理解を図っていきたいというふうに考えております。十分お答えにな

ったと私は思っています。 

 次に、市民病院整備の建築単価の上昇への対応と建設計画の見直しについてのご質問に

お答えをいたします。 

 現在は国の設定が１平米当たり３６万で見込んでおります。仮にこれが２割上がったと

きに、２割といったら、これすごい値上がりです。２割上がったと、そうしますと平米当

たりの単価が４３万２，０００円となります。かつ交付税の基準額が平米当たり３６万の

ままであったとする。基本的に総務省の単価というのはもともと私どもが構想でやったと

きは３０万でした。でも、市場価格が上がったので、見直されています。ですから、本来

は市場連動ですから、３６万であって、実際の市場価格が４０何万になるのはないんです

けども、今、ご懸念ですから、いっぱいあり得ないことばかり質問しておられるからあり

得ないことでお答えしますと、総務省の単価が３６万であって、実際が２割上がった倍を

想定いたします。 

 隔年にふえる一般会計からの繰入金の増加額は元金償還に対する部分で約１，７９１万

円です。１，７９１万。これ３０年の元金均等償還方式を前提にしています。利子分は数

十万円と見込まれます。これらの額は十分吸収できると考えております。２倍に上がって

も十分吸収。ご指摘の他病院のように、一定単価で計算している場合は交付税基準を上回

る部分の割合が大きくなることから、事業延期等の措置も必要になるかもしれませんが、

現計画の野洲市民病院は適正な基準で整備する方向ですので、計画の見直しは基本的には

考えておりません。また、建築単価が上昇するということは、これまでも言っていますよ

うに、経済が好循環するわけでして、税収、企業の収入はふえる、税収ふえる、いわゆる

波及効果、トリクルダウンが起こりますから、建築価格だけが上がることはあり得ません
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けども、万が一上がっても１，７００万の増になります。 

 ちなみに、１２月の補正でお示ししましたように、今年から制度化された障害を持って

いる方のデイサービス、預かりですね、当初予算２，６００万を想定していました。でも、

足らないというので、３，６００万増額しています。障害を持っている子どもさんの学童

保育、今年度だけでいきなり３，６００万ふやしています。もちろん国の裏打ちも若干あ

りますけども、これに耐えられているわけですね。ということは１，７００万ふえるとい

う。２割上がっても１，７００万のレベルです。これはちょっと計算したら、わざわざ代

表質問をいただかなくてもわかることですけども、皆さん方は何かオオカミ少年になって

おられますけども、そういった試算で対応できるというふうに考えております。 

 次に、市民病院の開設許可や起債同意の県との協議について、お答えをいたします。 

 予算をもう一回提案するということについては、昨年度末から本年度に決定をして、今

回に至っていますが、現在、県の担当者と協議をしながら総務省に必要な資料の作成を進

めております。あと、正式に作成された後は県意見が付された書類が総務省に提出される

ことになっていますが、日程は未定であります。 

 先ほど、昨年３月２４日の附帯意見を言われました。２つあって、もう一回収支を見直

してほしいと、これは精査して８年で回収できる、単年度黒字。そして、県との関係、こ

れは本当に不明でして、本当にごく 近ですけども、ある人が滋賀県知事に出会ったら、

「山仲市長、怒ってはらへんか」と聞いたらしいです。これ不思議な話で、私は何も怒っ

ていないですが。でも、心当たりがあるとしたら、昨年度、県職員が市職員に対してメー

ルで、まさに３月２４日ああいうふうになったことをおめでとうございますメールが来て

いました。これは今年度になってからわかったことですね。当時の職員の皆様方の頑張り

で 悪の事態が避けられたことはよかったみたいなメールがこれ公開していますけども。

これについては、県はどういう見解だったのかということで確認はしている。公文書を送

っています。まだ返答がありません。多分そんなことが気になっているのかなと思います。

まだこの関係はわからないんですよ。それとこれも既に委員会でお示ししていますように、

全協と勉強会でお示ししていますように、評価委員会で県から来た代表が自分の管轄でも

ないのに交付税が出るとか出ないとか言った、あの書類も市の職員とのやりとりの上でや

っているわけですね。その送付文を上げたら、知事答弁というファイル名で裏が付いてい

たわけです。これは滋賀県の関与がなかったら、ないことなんですよ。適正な関与だと思

いません。もう詳細は言いませんけども、なぜ県の職員がこういうふうに否定的な作用を
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しているのかと。これは市議会で結構否定、まさに立入議員が頑張っておられるように、

いわゆる保守会派の多人数が頑張っておられるから、野洲市民も否定的だということを受

けて県も否定的になっているということもあり得ないことはないんですけども、いずれに

してもなぜ滋賀県が客観的に見て、私も滋賀県に数十年、３０年以上仕事していましたけ

ど、この介入は普通ないですね。ないです。だから、それが解けないから、山仲氏は怒っ

ているん違うかというて、ある人に出会っている。ふっと言ったらしいんですが。私は怒

るとか。その人も言ってくれたらしいので、怒るとか怒らんという話と違います。ただ不

可解であることは確か。 

 今回の技術的助言もお示ししましたように、私の名前で知事に求めています。これは地

方自治制度に基づいてやれる技術的助言です。それをなぜ知事名で出せないのか。内容が

一緒だったら出したらいいんですよ。部長名でも出さないですね。課長名で出している。

差し替えますといって、結局、差し替えられないから、気の毒に、課長がわざわざ市役所

まで来て、私に断りを入れる。これは異常な事態なんですよ。ですから、その事態を受け

れば、県との関係がどうのこうのと何回もつっつかれること自体が私は納得できない。そ

れこそ調査権で調べられたらいいんじゃないですか。現に送られているんですよ。うまく

いかなかって、市が執行部として、市民に選ばれた市長が一生懸命になっている施策に裏

からはしごを外しておいて、そして市の職員におめでとうメールを送るという、これは前

代未聞ですね。京都新聞も書いてくれているし、公表しています。県との関係はそういう

ふうにゆがみがあるという前提でご判断をいただきたいと思います。ちょっと長くなりま

すけど、今日は大事だから、ゆっくり行きますね。 

 次に、課題解決に向けた具体策の提案について、ご説明いたします。 

 まず、敷地の問題です。そして、景観の問題です。まず、この新病院の建設予定地は隣

接する市民交流広場や駅前ロータリーなどを入れますと約４ヘクタールの土地です。こう

いった広大な空間の中にさまざまな構想で施設を中長期的に設置していこうということで

して、決して狭いということは言われていません。現に、民間から買った土地は約１ヘク

タールですし、病院に必要な土地はそれの半分ぐらいです。あと、これから文化ホールで

すとか駐車場ですとか、そこもきちっと対応していくと。それとロータリーもあれも大き

な空間です。決して狭いということはないと思っています。駅前に約４ヘクタールの土地

があるという、これを市民のために活用しようということで順番に構想を持ってきておる

ので、なぜ狭いのか、ここも言っておられることがわからないと思います。 
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 また、景観につきましては、これは私どもがもちろん市民のご意見を聞きながら、市と

して重点地区に定めて、そして景観の制度もつくりました。これも自慢するわけじゃない

ですけども、野洲市は私が就任するまで景観制度は一切なかったです。方針を決めて、条

例をつくって、重点地区を。私に結構、今、厳しく言っておられるから言いますけど、や

ろうじゃないかといって、いろんな方の協力を得て景観制度を築き上げてきました。そし

て、そこに設置しようということなので、当然さまざまなご意見を聞きながら基準を満た

して景観に対応するようにしようとしています。 

 きのうも河野議員に言いましたけども、平成１７年から８年、９年にかけて、マンショ

ンのために容積率と建蔽率を上げている、この経過を調べましたけども、すさまじいこと

ですね。あり得ないことなのに、駅前の方はなぜそれを了解されたのか。それもごく特定

の地域だけの容積率と建蔽率を上げているわけです。これは私が就任してすぐに野並議員

がご質問されました。覚えています。その前に鈴木議員だとか三和議員が駅前の北口の土

地の新築のことをご質問になりました。 

 それで、それが解決付いたと思ったら、次にマンションの土地の貸借のことでした。覚

えておられますね。今、地産地消の店がある。あの場所はマンションの開発計画と建築確

認の土地に供されていたわけですね。正式に供されていたわけですよ。でも手続はなかっ

た。でも市長印が押してあった。それによって、こんなことがあるのかと思いますね、市

有地に正式の賃貸も許可もないのに市長印があるペーパーを持って開発許可がおろされて

いる。開発許可はおります、市がやっていますから。建築許可も基本的には用地確認はし

ないんですね。昔だったら、川の上に家が建っていることがありました。だけども、今の

時代にあんな重要な場所で市有地にマンションが建つなんてことはあり得ませんね。でも、

その計画にしておきながら、あと一生懸命、本当にすさまじい努力で用途を見直して、建

蔽率、容積率を上げて、市有地を吐き出したわけです。そういう土地ですよ。こんなこと

がされている土地の市民の方が今、これだけの土地を公できちっと確保して、水害がどう

とか景観がどうとか、不思議で仕方がない。 

 前後で言いますけども、今回、反対の署名が出てきていました。私はぜひ話し合いをし

たいと、膝を詰めて話し合いをしたいと、提案を職員からしてもらいました。断られまし

た。今日の新聞に反対署名３００何十名書いています。食と音楽の広場って私は初めて聞

きました。ちょっとこれ後で立入さんから、６日に聞かれたからお聞きしようと思ってい

るんですけども。そういうことで、景観にもきちっと配慮しております。 
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 次に、立体駐車場です。これもこれまで説明していますように、当初は将来を考えて５

００台と計画していました。ＪＡときちっと話し合いをして、椅子交換ゲーム、椅子取り

ゲームじゃなしに用地を交換して５００台をしようと思って、本当に約束がしてあったん

ですけども、経営管理委員がかわったら、いきなり、「そんなことは前の人が勝手に決めた

ことや」と言われて覆されました。今は２５０台です。でも２５０台でも十分なわけです。

病院では１２０台から１３０台です。 

 前から言っていますように、病院は平日、昼です。文化ホールは夜間、土日、昼間です。

全く競合しません。ですから、使い合いということでいけば、病院には１２０台。今、文

化ホールの駐車場は９０台しかありません。この間も日本語のスピーチ大会をやられたら、

あそこの部分が満杯でした。だから、２５０台あるということは、これは今よりも格段に

よくなります。そして、今、野洲病院は待ち時間が長過ぎる。これは認めておられるよう

に、下手をすると１時間以上待ちます。今の新しい病院は大体１５分、 悪でも３０分で

す。これによって駐車場が半分から４分の１でいいわけです。今の野洲病院は本当やった

ら帰ってもらうべき人がまだ待っていて残っているから、そこにまた次の患者さんが来て

待つから２倍、３倍に車がふえていますけども、そういうことで駐車場は２５０台確保で

きれば十分です。スタッフについては、これ計画で示していますように、今、野洲病院が

使っている既存の民間駐車場を暫定的に使うとか、あるいは市が持っている土地を使うと

か、こういうことでいけますから。患者さん用は１２０台、文化ホールは今９０台を、そ

れも使い合って１２０台とか、だから、２５０台あれば相当のキャパがいけます。ＪＡさ

ん、今、またいろいろ考えるとおっしゃっていますから、ＪＡさんは耐震化もできていま

せんから、これからどうされるかによっては、土地は存在しますから、可能性はゼロでは

ないです。否定的に、否定的に考えるよりは、車についても、そういうふうに考えられる

というふうに思っています。 

 次に、南口の交通渋滞ですけども、これも従来から言っています。特に雨の日はひどい

ですけども、この時間というのは大体７時台です。８時前になったら、車どころじゃなし

に人も少なくなります。これは実感しておられると思いますし、私もさまざまな街頭啓発

でティッシュを配ったり、ビラを配っていてもわかります。病院のピークはそれよりもず

れてきます。ちなみに、これを職員がはかってくれました。野洲駅南口に入る交通量のピ

ークは７時過ぎから８時です。一方、病院へ来訪する車両のピークは８時４０分ごろから

１１時の間であります。ですから、双方の混雑は重複はしていません。駅前の交通混雑を
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今より悪化させることはないですし、逆ににぎわいが保てるんではないかなと、均等化さ

れ。いろんなスペースが有効に活用されます。 

 現に今、野洲病院は、ご存知だと思いますけども、９時過ぎには皆さんは早い目に来ら

れるから、駐車場が満車となって入れない車があそこの前で右折、左折、駐車したりして、

本当に大混乱を引き起こしています。むしろ今の野洲病院の場所を移す方が市民にとって

プラスではないかと、あえて言えば。あそこの変則５差路と野洲病院の交差点で本当にそ

の時間帯を見られたら、危険な状態です。向かい側の駐車場に入られたお年寄りなんかが

横断歩道まで来ないで横断しておられる姿も結構見かけます。だから、どちらが悪いのか。

交通渋滞については、本当に競合しないと私は思っています。子どもでもわかります。１

足す１の話で。そんな９時ぐらいに野洲駅に入れる方はいませんよ。これも提案していま

すけど、野洲病院、もしか新病院ができたら、場合によって本当に混雑するんだったら、

もう１５分か３０分、開館時間を遅らせて夕方に振るということもこれも検討しています

から、ここについては、今の現状でも大丈夫だと思いますけども、開館時間の調整でも対

応できるんではないかと思っています。 

 次に、商業施設を整備してにぎわいを実現するべきだというご意見で、これもちょっと

言っておられることがわからないんですけど、病院と一体といいますか、病院というのも

１つの健康とかさまざまな機能があって、そこに合わせて、コミュニティーとか商業スペ

ースをやろうということで、これは何も否定はされていません。ただ、きのうの河野議員

のご質問にもお答えしましたように、大規模小売店というのはそもそも想定をされていま

せん。土地を買うときも約１ヘクタールは市民のために使いましょうという了解で買って

います。だから、そこに大規模小売店はあり得ません。そして、きのうも言いましたよう

に、２０年余り前に野洲の駅前近くの大規模小売店は駅の近くにあって、今、まだ駐車場

で放置されているところにあった大規模小売店が逆に国道近くに行っているわけでしょう。

これは町の方針で行っています。今さら、だから、私が言ったように、長年、町政、市政

に携わっておられて野洲のことをよくわかっておられる立入議員から、今さら商業、商業

と言われることの意味がわからない。ですから、核施設があって、そこにさまざまなお店、

だから、今回の食と音楽の公園というのは、これは私たちに公正に出しています。文化ホ

ールも再編しようじゃないかとかコミュニティー施設もやろうじゃないかとか、そこにい

ろんなお店も、張り付くと言うと言葉が悪いですけども、人の動きに着目して出店される。

これが、話し合いをされたらいいのに、なぜこれが反対理由になっているのか、よくわか
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りません。言葉を悪く言えば、何か犬の遠ぼえみたいなもので、私はどなたとも出会って

います。反対の署名をされるんだったら、お出会いして、お話しをすればいいわけです。

それを今拒絶されています。 

 先般の反対署名をされて方を私は全部見ましたから、たまたまああいう会合でお出会い

したら、「市長、頑張って病院をつくってや」とおっしゃるから、「悪いけど、あなた、反

対署名されたん違いますか」と言うたら、「いやいや、ちょっと持ってきはったので、書き

ました」ということでした。一番表紙のある方の名前を言ったんですけども、その方の名

前はきょとんとしておられて、持ってこられた方が何かお知り合いだったから書かれたみ

たいで、本当にうそじゃないんですよ。「名前に消しに行くわ」とおっしゃったんですけど、

「今さら名前は消せませんよ」と、これ、笑い話です。もちろん、賛成署名の中にもそう

いう方があるかもわかりませんから、同じなんですけども、反対するんだったらきちっと、

やっぱり膝を詰めて、話し合いをして、そこが小さいまちのいいとこだと思うんですよ。

本当にたくさん私の顔見知りの方がいて、私は言っていないです。向こうから、「病院を頑

張ってつくってや」と言われて、反対署名してきた。私は冗談で「あなた、こんなんでい

いんですか」と、これ実態だと思います。商業というのは全然ご心配いただかなくても私

は整理ができると思います。 

 それと、５つ目の排水対策ですけども、これも提案説明でるる説明いたしました。私は

なったときに、祇王井川は当然、川は前の仕事で５年以上、合わせたら８年ぐらい河川行

政はやっていまして、ここは時間雨量が３０ミリで冠水しますよと、何とかしようじゃな

いかということで、県へ行ったら、これも不思議な話で、平成１０年に童子川の先線はも

うほっといてくれと、野洲でやるからと。童子川の先線を野洲でやるということは祇王井

川も野洲でやるということなので、頑として、 初、職員に行ってもらったんですけども、

野洲がやると言っているのに何で今さら要望してくれるんやということやったから、解き

ほぐしていったら、平成１２年に野洲でやりますと、童子川の先線は入りませんと。童子

川の先線の法線まで変えているわけですよ。これ、不可解、不可解。これ、町が正式に言

っているわけですよ。文書も出ているんですよ、確認書も。これはお示ししています。議

会にもお示ししているし、野洲学区の自治連合会にも全部説明しています。当然、今の野

洲駅前の現自治会長もその場所にいました。そんな厳しい中からもう一回全部掘り起こし

ていって、これも議会で説明しましたけども、あり得ないじゃないかと。県が責任を持つ

べき１級河川祇王井川の改修を野洲がやるからといって認めるのはおかしいと。認めたか
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知らないけども、認めるのが制度的におかしいという論理で切り崩していって、今、祇王

井川の改修は大きな課題にはなっています。 

 それと、それとは別個に私は友川を就任してすぐに見に行きました。きのうもちょっと

部長が触れましたように、今のオムロンの入り口のところから上流だけが広くなってきて

いる。あれは開発のときに準用河川にして、こんなまち、ようわかりませんね、川の途中

だけ広げるってあり得ないんですよ。私はずっと野洲で育って、野洲で住んでいますけど

も、あこがああなっているのを現場を見に行って、これは危ないと、物すごく危ないんで

すよ、真ん中だけ広げるというのは。 

 この間の大阪の梅田の事故みたいに、動脈剥離みたいになってしまうんですね。危ない。

途中だけがあると血管のあれで余計危ないんですよ。狭い方がまだ。だから、友川の改修

を雨水幹線でやろうということで始めました。それがひいては祇王井川へあわせわざでい

けるだろうということで。これも前から言っていますように、都市計画税ももらわないで

下水道をやるまちもこれもだめなんですけど、ましてや雨水幹線をやったらだめなんです

けども、危ないということで、これ大工事です。野洲にとってみたら、スエズ運河をつく

っているようなものです、野洲のレベルから見たら。でも、それを延々とやろうとしてい

る。それを時間を合わせとか、これは無理です。雨も、これは２０年とか１００年確率と

いうのはあしたあるかもわからないけども、１０年先か２０年先かわからないので、その

病院の時期と治水対策を合わせというのは、これはないです。 

 この発想はもともと政治をされた地産と治水というのは政治の根幹です、中国の古代か

ら。それを病院にかこつけて、治水の時期を合わせ、これはあり得ません。着々ときちっ

と国の支援を受けながら野洲市で初めて雨水幹線をやっています。これは物すごいきいて

くる。市三宅、四ツ家、土地区画整理も調整池も要らなくなって、物すごく恩恵ですよ。

億単位の恩恵だと。治水が安全度を上がるところに土地活用の恩恵が大きい。野洲駅まで

きいてきます。ですから、治水に関しては、着々とやっていくし、一方、祇王井川につい

てもきちっとやってもらおうと思っています。 

 もう一つ、それをさまよっていた時期に今の市の二次路線から真っすぐ線路を行くとい

う、なべおしの計画が書かれています。それがあるのに不思議にも野洲市はアサヒビール

が売りに来た。今、マンションが建っている土地は要りません。商業の絵が描いてあった。

雨水幹線の絵も描いてあった。なのに、民間に売ってもうて構いませんと言う。密室で言

っておるわけですね。これ不思議です。だから、あこにマンションが建っているから、本



 －140－

当だったら、あの下へ行くことも一つの案としてはあり得ますけども、だめになっていま

す。だから、ほかの絵を考えないとだめ、これ、立入さん、全部回答の話では私のあれだ

と思うんですけどね。 

○２０番（立入三千男君） いや、私はそのとき、今、議員していますという。 

○市長（山仲善彰君） また後で答えていただきたいんですけどね。 

 長期構想でいえば。ですから、治水に関してもきちっと対応をしていくと思っています。

ただ、時期は合いません。 

 次に、市民負担の増加についての、種々ご心配いただいているについて、まとめてお答

えをいたします。 

 １億３，０００万円の、これは多額で捻出できないとおっしゃいますけども、この金額

は市の一般会計の０．６％、一般財源の額といたしましては、学校給食費の市の実質的な

負担額よりも低く、これは提案説明で言いましたけど、踏まえていただいていないので、

もう一回言います。学童保育所運営事業費負担分とほぼ同額、福祉医療費助成事業の半分

程度です。財政運営は慎重であるべきですけども、なぜこれだけにこれだけ気にかけてい

ただいているのか。先ほど言いましたように、びわこ学園の土地の返済だけで６，０００

万を超えています。そういったことで十分対応可能と考えています。 

 また、今後、国がいろんな制度化ができてきます。今、野洲市では障害児の加配とか学

童保育、こういった本来もっと国の支援があってもいいものを先進的にやっています。こ

ういったことは、万が一国の制度に乗ってくればその財源に余裕が出てきます。ですから、

悪い方向には向かわないだろうと思っています。 

 むしろ今、厳しくなっているのは、冒頭にも言いましたように、過去のツケを今払って

います。土地開発基金でも、あるいは耐震が遅れていたのを一挙にやっています。ですか

ら、表面的には厳しいですけども、これも一段落付けば、野洲市にとっては、もちろん維

持管理とか、さまざまな福祉、子育て支援のサービスは要りますけれども、決して病院を

持てない状況ではない。これも言っていますように、大津から長浜までの皆さんは市民病

院を持っています。野洲が持てないという心配をするんだったら、どこに問題があるのか、

過去の財政運営のツケがきいてきているからです。でも、今、それとは全く反対のことを

やっているつもりをしています。いっぱい用意してあったんですけど、そういうことで十

分いけると思っています。 

 次に、給与ですけども、これも提案説明で説明いたしました。数人の個人商店であれば、
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採用して順番に年齢が上がっていかれれば給与費はふえます。でも、野洲市みたいに約５

００人の人を抱えているところですと新任の職員から定年前の職員まで階層ごとにありま

すから、その方たちが入れ替わるわけでして、基本的に大きな制度変更とかがない限り、

給与は安定しています。ですから、一定の給与でとっています。これは当然のことです。

これにつきましては、提案説明でも数値を示してお示しをしております。その上で何か反

論があるんであれば、お問いかけをいただきたいと思います。 

 次に、病院の稼働率の問題ですけども、稼働率についての推計につきましては、野洲病

院から平成２６年度の全レセプト数値を入手しまして、疾患構造や重篤度で分類し、患者

数の基点データとして把握することから始めております。患者数、伸び率については厚生

労働省の平成２３年度疾病別患者推計データと社会保障人口問題研究所の将来人口推計デ

ータに基づいており、さらに野洲市民のみではなく、湖南圏域からも患者が来られること

から、基点データにおける野洲市と湖南圏域、他市からの患者の構成割合を疾病ごと、病

床機能ごとに把握して案文して再設定までしております。そして、この疾病ごと、病床機

能ごとの患者伸び率を基点データにおける当該疾病ごと、病床機能ごとの患者数に乗じて

推計患者数を得たということで出しております。 

 なお、一般急性期と地域包括ケア病床の推計患者数については、これに新病院効果を乗

じることで平均在院日数の減少を考慮することも怠っておらず、楽観的にも悲観的にもな

らずに客観的に見て申し上げております。決して、稼働率を故意に、高目に読んでいませ

ん。 

 本当に隠さないで、悪かったら全部指摘していただこうということでやっています。そ

れが裏をかかれて、昨年の２０年赤字みたいなデータが出てしまったわけです。忘れもし

ない、去年の１月９日、私が出張で帰ってきたら、予定も入っていないのに職員が協議を

したいと、疲れて大津から、多分帰ってきたときに、何かといったら、１月にやる評価委

員会の資料を協議したいと言うから、予告もなしに２０年間赤字と。だから、それを見て、

もう一回精査をしようと思いましたけども、まずは職員とコンサルが出したデータは公開

しようじゃないかということで公開したわけです。ごまかしていません、不利益データで

も。ただ、そういうときに、これはまだ、いわゆる生データであって、これから精査をし

ますということで出しています。でも、それがひとり歩きをして、それが知らない間に県

庁を通じて総務省に行っている。不思議で仕方がない。このなぞがまだ解けていないんで

す。だから、当初から私は絶対ごまかしていない。だから、これ、私のやり方の裏をかい
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たやり方ですね。隠さないだろうから、今まで。もちろん全てが計算間違えがあるという

わけではないので、そこは公開していますから、チェックをいただいたらいいんですけど

も、過剰に稼働数を伸ばしたりとか、そんなことはしていません。 

 後に、一旦リセットして考えたらどうか。これはちょっと不思議なんですけど、そも

そもこの問題はどこから始まっているのか。野洲病院の白旗から始まっているんです。早

く救命具を投げかけないといけない。私はここが不思議で仕方がない。４年１０カ月です

けども、これも何回も言っていますけども、あれが出せる前に内々協議がありました。私

だけで出会っていません。職員とも出会って、４０１０を出そうとおっしゃいました。で

も、これを出したら、患者さんは心配される。経営状況を知らないお医者さん、医療職が

心配される。野洲市が損失補償して、民間から多額のお金を借りている。金融機関も心配

されて取り付け騒ぎが起こる。だから、これを出されるのと受けて、きちっとバックアッ

プをしようということで事前に滋賀医大の学長とか京大の福山教授とか、さまざまな方に

依頼をしておいて、春から検討委員会を立ち上げました。そういうときに私としてはこれ

を受けて、野洲病院がこれまでも医療の貢献は大きいし、今もモラルが高くて頑張ってい

るというメッセージを出した上で進めていきます。一刻も早く、浮き輪を投げてやらない

とだめなわけですよ。耐震ができていない、医療機器はがたがたしている、士気は低下し

てきている。それを４年半もかけているわけです。 

 確かに１回、私は立入議員とか、４、５人の議員が何か強硬に反対されたので、私は余

りにも不自然なので、半年、本当にもう一回どうなんかというので、凍結しました。でも、

何回も凍結するのと違います。あれもできるだけ早くと思ったんですけども、結果的には

半年後凍結となりました。これをリセットという、もう一人も何か同じような質問を予告

しておられる方がいますけども、私はこの時間感覚、私は常々職員に言っているんです、

いろんな許認可で来られて、こちらは座ってチェックしていたらいいけども、事業者とか

個人は生活が大変だから申請に来られている、相談に来ておられる、それをこちらの時間

感覚でやったらだめですよと、足を見れる人は足を踏まれている人の痛みがわからない。

これ、リセットというのが私はわかりません。 

 さっき申し上げたように、この提案というのは市民から選ばれた市長としての私が責任

を持って出している提案ですから、リセットせえとか、そういうことを言うのをおかしく

て、提案されたら、議長のもとに審査、審議をして採決するのが仕事なのに、これやった

ら、議員やめるというような話だと私は思うんですけども、地方自治法の本旨をわきまえ
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ておらないと違いますか。二元代表制で、予算の提案というのは私にあるんです。その提

案を議案の出る前だったら、これも言うのはおかしいんです、議案の出る前だったらいい

んですけども、施政方針を言って、提案説明して、審議の途中に議案を撤回せえと、この

ニュアンスは議案を撤回せえという話になりますね。これは不思議なので、私の責任を持

って提案をしておりますから、徹底的にご審議いただいて、逃げも隠れもしないで資料は

全て出しますから、おまけに１回目の審査会を開いてその結果もお示しをしています。お

願いしている先生方は自分の実績もあるし、自分の社会的な責任もあるので、いいかげん

な審査はしていただいていません。これまでも全てそうです。 

 それと、細かいから省きましたけど、市税の覚悟というのは、これは佐古先生が検討会

で言っていただいていた話です。それは増税をせえとか、そういうことじゃなしに、やは

り今まで病院を持っていない、市民病院を持つということであれば、それなりの思いが要

りますよと。でも、それは税負担とかサービスを切るというんじゃなしに、みんながいい

病院にせえと、市民病院でありながら、けがしてよその病院へ行っているようなことでは

だめで、けなすんじゃなしに自分も参画していい病院にした上で自分の健康と医療のサー

ビスを受けようと、そういうことであります。 

 それと、もう一つ申し添えておきますと、総務省の公立病院改革というのは公立病院を

なくそうという話とは全く違いますよ。公立病院の役割はきちっと維持されています。全

く誤解で立入議員の話を聞いていたら公立病院のガイドラインとか公立病院改革は公立病

院を全て民間病院にせよというふうに受け取っておられますけども、要は冒頭にそう言わ

れました。国の流れと違うとおっしゃった。健全な公立病院にしようということでガイド

ラインがあるわけです。野洲市民、野洲町はずっと勘違いをしてきています。きたの保育

園、あれは制度が変わりました。公立保育園を民間保育園にしようとしたわけじゃなくて、

公立の保育園は存在するけれども、単独の補助金をなくして、交付税算入で見ようという

制度になったのに、町立病院にしようと思ってやってきたけども、表向きの補助金が受け

られないので、偽装保育園をつくっているわけです。何回も言いましたように、用地の取

得費は、これも隠れた借金が入っていますけども、野洲町が払って、野洲市が今、受け継

いで、まだ土地代を払っています。そして、建物の元利償還も全部しています。だから、

まさに偽装公立保育園なんですけども、国は決してそんなことは考えていません。ですか

ら、今、野洲市はきちっと交付税算入はされるという前提で保育園と一体となったこども

園をやって、きちっと運営できています。 



 －144－

 まず、基本的なところの認識を改めて申し上げますけども、国、総務省は決して公立病

院を廃止しようとか民間病院に移行させようとはしていません。健全な運営の公立病院を

たくさんつくろうと、あるいは健全でないところに健全化を図ろうというのが方針であっ

て、野洲市はこれまでお示ししたように、きちっとデータも開示し、第一線の専門家と市

民に参画いただいた計画をつくって、ここまで進めてきております。撤回せよとか、とん

でもないことを言わないで、きちっと受け取ってご審議いただくことをお願いして、私か

らの答弁といたします。 

 議長、反問します。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 先ほどもちょっと質問で言いましたように、財政について物すご

くご心配をいただいています。立入議員は平成４年から平成１４年までの間、一部抜けて

いますけども、野洲町で町会議員をしておられました。ある時期まで野洲は大企業があっ

て、法人市民税が豊かだったんですけども、いわゆる不交付団体ということもあって、財

政チェックが甘くて、かなり放漫財政でいろんな施設をつくったりして、平成の１０年ぐ

らいからは財政が結構逼迫しています。 

 こういうことがあって、野洲の小学校は、あれは平成１２年ぐらいの議論だと思います

けども、ＰＦＩでいこうということで、その理由ははっきり、これは議会でも私、無駄が

５，０００万を切ったときに説明しましたけども、民間資金でいこうということで全国初

のＰＦＩの小学校をされています。 

 そのときに野洲病院に２１億円を借りさせて、借りてもらったんじゃない、借りさせて、

丸々補塡をしようという議決をしているんですけども、そのときの立入議員の認識、それ

はきちっと町民にそういった不利益情報を開示されたのかどうか。いや、むしろ逆にＰＦ

Ｉは全国でモデルケースだと、実際、あれは建設費が倍かかっています。 

 おまけに私になってから切りましたけども、２０年契約の４，８００万の掃除代があっ

た。これ随分苦労して、職員も苦労しているようだし、弁護士さんも随分アドバイスして

おりました。損害補償だけで約１億円も払っています。５，０００万として、２０年間で

１０億円の掃除代まで付いていました。建物代はまた別です、約２９億円。こういうこと

の議決をした方ですね。かつ野洲病院に合わせて２１億円、当時大きなお金。このときの

見解、今、先ほど冒頭に財政でいろいろ私に言っていただいた。立入さんとしてはどうい

うふうに財政規律なり、町民説明をされたのかどうか、これが１点です。 
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 もう一点は、先ほど駅前の自治会と議会の話し合いをされたとおっしゃいました。もう

少しそのときの何が反対だったのかとか、食と音楽の公園とか、そういう話も出てきてい

たのか。 

 それと、反対団体が署名を３００人余り持ってきておられます。その方たちと立入議員

は話し合いをされたのかどうか。まず、駅前の自治会との話し合いについてどういうこと

が出てきて、どういう問題がこの病院問題でするような問題だと思われたのか。今、私が

ご説明した以外にあるのかないのか。 

 今回、提案説明とか、今，お答えしたことは従来からも議会にも何回も説明してきてい

ますし、市の広報にも書いています。それを立入議員たちは市から聞いてるとおっしゃっ

たのかどうか。でも、ないからこういう質問がまた出てきているんだと思うんですけども、

要するに、２月６日の話し合いで駅前の方たちの総意はどういうふうに受け取られたのか

というのを要点としてお答えいただきたいのと、反対署名をしておられるグループ、代表

の名前が書いていますから、その方と話し合いをされて、どういう説明をされておられる

のか。 

 ＰＦＩ、野洲病院への支援についても立入議員の財政的な当時の責任ある町会議員、野

洲病院理事としての考え方、対応、何を果たされて何をどうされたのかというのと、今の

２月６日の駅前自治会との話し合い、あるいは反対をしていた。私も反対も大歓迎なんで

す。きちっと反対していただいてチェックをすれば、逆こそ進路を定めるのに一番いいわ

けですから、どういうのが論点なのか、そのあたりについて、お聞かせをいただきたいと

思います。 

○議長（市木一郎君） 立入議員。 

○２０番（立入三千男君） ただいま市長の反問なんですけども、まず順序は逆になるか

もわかりませんねんけど、まず２月６日駅前の住民さんとの出前懇談会については、病院

という話はございませんでした。駅前のまちづくりというような観点からあったという中

で、役員さんという、進行役の方でしたか、議員が来ているんやさかいに、病院について

の考えを言えという話でしたから、そういうふうなことでそれぞれの議員が意見を言った

という程度でございます。 

 それと、今、反対署名何や３００何人というようなことを今お話しですけども、牧上さ

んという方は野洲学区の体育振興委員をされていまして、私も昔、２０年ほど前にしてい

ましたから、その方との面識はありますけども、今、反対署名では一切何もお話しさせて
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もらっていませんし、今は名前が載っているんやなという話で、代表でされているんだな

という話ぐらいしか答えられません。 

 それと、ＰＦＩ方式ということは野洲小学校、あの当時国会の衆議院議員会館を民間資

金を活用しようという中で、ＰＦＩ方式というようなことでされているという中で、野洲

も同じように一度に事業費を投入しなくて、ＰＦＩというような方式を使って、民間の資

金を使って建てて、そして一度に多額の財源が必要でございませんから、年次的にずっと

ローン的なもので返していったらいいという中で、ＰＦＩ方式をやっていこうというよう

なことで、私はそれに対して賛成した。あわせて、引き続いて、私はそれぐらいで議員を

やめているんですけども、野洲幼稚園も同じようなＰＦＩ方式で建てられたということを

承知しております。 

 それと、野洲病院、理事をしている中で、全て何や私に質問されているんですけど、２

１億円というお金ですねんけれども、銀行から借りさせようとして、病院が貸してほしい

やなしに、借りさそうと思ってしたと、とてもそのような話を私は初めて聞きました。お

金が要るというような話は議会でももちろん同意案件でしたし、議案提案もされています

し、一金融機関から借りさすんやと、そんなことは今初めて聞いたことで、全然その点に

ついては知りません。しかし、２１億というお金が要るというようなことは議会にも問い

かけられていますし、議決もしているということでございます。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） いや、今、毎年１億円が厳しいとおっしゃった……。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

            （午前１０時１７分 休憩） 

            （午前１０時１８分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 立入議員。 

○２０番（立入三千男君） 今、市長の方から野洲病院の借り入れ２５億円について私と

して市民に説明したのかという話ですけども、もちろん理事長以下、理事会としては財源

が必要やというようなことでの話でございましたし、もちろん私は執行部、市長や町長で

ございませんから、そのような提案権もございませんし、議会の中の一員としても加わっ

ていますし、いや、答えがなっていないと言われても、その程度しかお答えすることはで

きません。 
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 それでは、市長に再質問をいたしたいと思います。 

 先ほどの市民に対して病院を建てるということは相当の覚悟が必要やという中で、市長

はそのような話はない、覚悟を求められるような話はないというお話でございましたが、

私がずっと市の広報、そして今のあり方検討委員会の議事録をずっと見せてもらいました。

平成２３年１０月５日に開催された野洲地域医療における中核的医療機関のあり方検討委

員会の提言書を市長が受けておられます。市長はその中でのお礼のご挨拶という中で、市

の覚悟、市民の覚悟が第一ということを発言されております。ということで、そのような

市民に覚悟するようなことを求めておられないという答弁ですから、あえて言わせてもら

っておきます。それに対して答弁をお願いします。 

 それと、先ほど私は会派の代表として、会派の皆さんの声を発言させてもらっています。

やっぱり駅前での商業での活性化ということで、うちのメンバーの中でもそのような意見

を言う方がおられますから、にぎわいのあるまちづくりということで質問をさせてもらっ

たということでございます。これは答えはよろしいねんけど。 

 先ほど来、昨日、河野議員の答弁で政策決定後、要するに議会で議決後、周辺住民の皆

さんに説明をし、理解を得るというような話だったんですけども、私は物事は、やはり議

会へ提案もそうですし、進めようとする段階には迷惑施設ばかりやなしに、迷惑施設なら

ば、直近では大篠原のごみの焼却場、クリーンセンターですけども、これは議会へ提案さ

れるのと同時進行で地元に説明もし、そして理解を得られているという中で、私は迷惑施

設であるとかいうようやなしに、このような施設をご当地に持っていくときにはその周辺

の住民の皆さんに説明もし、理解をしてもらうのは、やはり提案するということと同時に

並行してこのような物事を進めていくのが行政の常道だと思っていますから、こういうふ

うな、私が認識がそうではないんだということでしたら、また説明をいただきいと思いま

す。 

 それと、駅前で私は一番懸念しているんですけども、市長は、敷地面積は十分だと言わ

れているんですけども、まちのど真ん中、野洲だけじゃないんですけども、京都とか守山

にしてもそうですねんけど、駅近のところで、やはりショッピングに行こうとか、そして

ＪＲを利用しようと、そういうような方たちが立体駐車場を利用されるのはそれはその方

のあれですねんけど、病院という性格上、このような高層の駐車場は危なないやないか、

見舞いに来た人がそういう、例えば事故を起こして入院とか、そういうふうなことになら

なければいいんがなと、こういうふうなことで、私は、やはり病院の、駅前としては敷地
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面積が狭いという中で駐車場は平面でとれない、上に上がる、当初は７層という計画でし

た。そんな中で余りにも、やはり高層ということは危険だということで、私は３層ないし

４層に、今現在、４層に下げられたと。そして、今までの説明でも、そういう上の分、削

った分は、今言うように、市役所の駐車場に置いたり、野洲病院を更地にして、野洲病院

から新病院の方に来てもらったらいいんだと、その駐車場の台数の少ないのはという説明

もされておりますし、その点について、答弁をお願いいたします。 

 それと、病床の利用率、９０％というようなことは計画で示されているんですけども、

先ほどもお話しさせてもらいましたように、全国の自治体病院、あの自治体病院、やっぱ

り僻地とか離島とか全ての病院が民営化とか市直営から離せ、公立を離せという意味でな

いというのは承知していますよ。民間から、今のを申し上げましたように、離島とか僻地、

そういうふうなときには民間はとても経営に乗り出していきません、経営に。そういうふ

うなとことか、やはり今も言うてるように、医療空白というようなとこには公立の病院を

設置しなければならないという思いをしていますから、しかし、病院の経営という中で、

親方日の丸といいますか、民間経営感覚がないという中で民間経営のノウハウを導入して、

そのような公立から民への方へというようなことが、私は、今言うように、国の公立病院

の改革プランが示されている方向だと理解をしているんですけども。 

 以上です。 

 以上、何点かについて答弁をお願いします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 立入議員の再質問にお答えをします。 

 今回、私の言っていることをはぐらかしながら、また質問しておられる気がするんです

けど、私は覚悟が要らないと言っているわけじゃなくて、覚悟というのは私もその場にい

たときに、具体的に言いましたように、佐古先生、これは静岡県立の病院の総長をしたり、

全国自治体病院の理事長をしておられて、私がわざわざ頼みに行って入ってもらった大権

威であります。もともと京大におられた、若いころは野洲病院にアルバイトに来ていたと

いう縁もあったので、先生、忙しいけど、協力して下さいと。佐古先生は静岡県内の複数

の市民病院の統廃合とか、そして今話題になっている三重県桑名市の病院計画にも関わっ

ておられて、決して公立病院反対の方ではありません。 

 ただ、覚悟というのはさっき言いましたように、市民でつくるんだったら、市民が支え

て市民が使うと、そういったことで、やはりサービスをする限りは健全経営が要るから、



 －149－

万が一何かがあったときには優先度として病院だというようなぐらい、増税とか、そうい

うことで言っておられるんじゃないですよという意味で、そういう覚悟が要りますと。自

分たちの病院をつくると、そういった総合的な覚悟を言っておられるということであって、

私は覚悟は要らないとは言っていませんし、覚悟という発言があったし、きちっと記録に

残してもらっています。何を聞いておられるのか、私は覚悟が要らないと言っていません

よ。覚悟の意味はこういうことですと答えたわけで、何を言っておられるのか、全くわか

らない。ただ、そういうふうにお答えはしておきます。 

 それと、駅前の説明は何回でも説明します。私も説明していますし、説明し過ぎなぐら

いです。さっき矛盾しているじゃないですか。今、こんな焦点になっていて、さっき名前

を挙げられた方は駅前の方なわけですね。その方が反対署名をしてきておられる。知り合

いだという。でも、話し合いはあんまりしていないとおっしゃっている。２月６日にまち

づくりで話し合いをしたいといって行かれたときに、余り議論が出てこなかったと言って

おられる。 

 私どもは逃げも隠れもしないで、いろんな会合を開いていますし、駅前自治会にも過去

に何回でも説明に行っています。ワークショップのときにも、きのうも言いましたように、

駅前自治会から、もちろんたくさん来られていましたけども、駅前自治会の思いを発表さ

せてほしいとおっしゃったので、ワークショップの時間にわざわざ駅前のプレゼンテーシ

ョンの時間までとって、病院を前提にした駅前の広場だとか、いろんな施設配置の場も持

っています。そして、昨年の夏には駅前の文化小劇場で病院の話し合いもして、たくさん

駅前の方も来ておられるので、それが説明というのであって、きのうは河野さんが答えら

れなかったけども、何かの法律に基づいてやるような手続だったらやりますけども、クリ

ーンセンターの場合はアセスも要りますし、土地も地元の土地を実際は重なっているわけ

ですからね。森林組合というのはほとんどが自治会員でありますから、地権者でもあるか

ら、そしておまけに慣例として３０年以上前もきちっと説明しながら、いわゆる環境対策

としての補償もしながらやっているから、やっていますけども、病院は通常の公共施設で

す。ですから、公に、これだけオープンにやっているのは、私はないと思うんですけど、

何を説明せよとおっしゃるのか。きのうは河野さんが答えられなかったじゃないですか。

もう結構とおっしゃったのに、また代表が代表質問で説明をせよって、十分説明していま

す。もう一回厳密に、もう一回再質問で言って下さい。私は反問、この辺はもったいない

から使いませんからね。この説明の意味がわからない。説明は十分しています。 
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 そして、さっきも言ったように、反対の署名を持ってこられた方に「ぜひ膝を詰めて話

し合いをしたい」と言ったら、「もういい」と。そしたら、文書でもというふうに担当が言

って、私どもは話し合いのつもりにしていたんですけども、文章はお渡しをしているはず

です。それから反応はありません。私に、いろんな方から説明し過ぎやとか、時間をかけ

過ぎやと言われているぐらいなのに、まだこれから説明せよとおっしゃっているのは逃げ

も隠れもしていませんよ。私の部屋に来られる方にもそうですし、私は自治会とか老人ク

ラブとか、いろいろ声がかかったら、いろんなまちづくり、全部 先端を話していってま

す。 

 野洲市議会の方々は物すごくご理解がいいから、市議会で話していないこともその場所

で政策的に議論していたら、お話をしています。よそのまちみたいに市議会に話していな

いから、しゃべったらだめということはないから、私も職員もいろんな場で政策課題を直

近の情報でお話をしています。もう一度きちっと説明というのは何を求めておられるのか。

野洲駅前自治会ならず、野洲学区とも全自治連合会ともお話をしています。だから、今回、

自治連合会からも、市が提案している病院で早く整備してほしいというのが自治連合会か

ら出ていっているわけですよ。当然、いろんな意見はあると思いますけども、じゃ、小島

自治会長がそこに野洲駅前に説明してほしいというような要望を入れられたらいいじゃな

いですか。 

 この間、防災訓練を土曜日にやりました。皆さん方も来ていただきました。あそこでも

私は野洲駅前の小島自治会長ともお話をしました。何もそんなことを言っておられません

よ、私の前では。話し合いをしてくれとか、了解を得ることをしてくれとか、何にもおっ

しゃっていない。変なんじゃないですか、これ。私がどこかの市長みたいに逃げて、一切

答弁もせんと、誰か副市長にやらせたり、専決をやっておりますだったら別ですけど、何

かそういうイメージじゃないですか。 

 それと、もう一つおかしいのは、総務省、国は決して公立病院をなくそうとしていませ

ん。健全な病院、それなのにまた今、同じことをおっしゃいました。公から民へと。全然

そんなことない。必要な民間病院もあるし、必要な公立病院もあります。そして、これも

何回も言っているように、野洲病院というのは実際公立病院ですよ。土地を無償で貸して、

施設の元利償還を全部税金でやって、赤字補塡までしていたら、これは何か、民間病院で

すよ。いや、これの恐ろしさ、これゆでガエルだから、皆さん方が気が付いていないわけ

であって、こんな恐ろしいことはないですよ。民間の皮をかぶった公立病院ですよ。 悪
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です。 

 これを私は４年前に言ったじゃないですか。民間病院の悪い点と公立病院の悪い点をあ

わせ持った病院です。民間病院の悪い点というのは密室性、恣意性、オーナーの独断専行

ができると。そのかわり、民間病院のいい点はあります。オーナーは責任を負う、リスク

を負いますから、きちっと責任を持って経営します。でも、その部分はないわけです。密

室性だけが存在する。理事会は公開されていません。そして、公立病院の悪い点というの

は親方日の丸ですね。チェックがない。そのかわり、透明性が保たれます。議会に説明し

ないといけない。でも、今、野洲病院は民間の秘密性と実際、元利償還から用地から無償

で、かつ赤字があれば全部補塡しているんです、実際はずっと赤字があれば。親方日の丸

以上に品が悪い。これをいつまでも続けるんですかということです。耐震ができていない

からとか、そういう話じゃなしに、この仕組みを切らないとだめなんです。 

 だから、前も議会で報告しましたように、平成１０年、２１億円を貸し付けるときには、

庁内ではやってはいけないというチームの報告書が出ています。その後も、そのときに携

わった人に職員が聞いてくれたら、町の幹部が、町長以下が何か深刻なことでこんなこと

をしたら怖いと、だけどもというような話をしていたという話まで聞いています。普通、

やりませんよ、こんな民間病院に９億を貸して返ってきていない、そこに２１億円を、私

は借りたのは野洲病院ですよ、でも、実際、借りさせたという比喩を使ったのは何かとい

ったら、こちらにいた２つの町の首長さんとか助役さんとか町会議員さんたちが両方で同

じ人がやっているから、実際借りさせたということになるんではないですかと。きちっと

した病院の計画とか病院の組織から上がってきたプランじゃなしに、巨大な再整備計画が

町の方と病院の方と同じ人ですから、実際やっているのは。町長さん、助役さんはこっち

にいて、有力議員が５人も６人もこっちにいて、有力議員しかあれなっていませんよ、理

事には。そして、まだ向こうに同じ人が理事に座っているんですよ。そして、いわゆる民

間の人は発言権がないに決まっているじゃないですか。土地は町に借りて、元利償還は町

に持ってもらって、おまけに赤字やったら出してくれる、そんな人に誰が刃向かえますか、

院長も理事長も。この構造にチェックを入れない限りは。 

 先ほど、昨年１２月の決議のとおりにせよとおっしゃった。あのときに議論がうやむや

でしたね。提案をされた岩井議員は質問に対して、これは新病院を前提にしてその間の充

実支援なのか、いや、新病院をやめて、野洲病院の支援の充実に特化する決議だとおっし

ゃった。そこの答えが曖昧だったんですけども、反対討論をされた方が賛成もされたので、
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私どもそれは新病院を前提にした決議と理解をして、これまで進めてきています。 

 その見解もはっきり、さっき病院をとめて決議のとおりとかおっしゃったので、反問す

るのはもったいないので、お答えの中で、今、そこをどう思っておられるかも含めて、ぜ

ひご質問をいただいたらと思います。 

 以上、お答えとします。 

 もう一つ、駐車場がありましたね。これは何回も説明しましたように、２５０台あれば

当面十分です。それと、立体駐車場がだめだとおっしゃる。これは不思議でして、市役所

を見ていましても、あそこの、幾らとめても近いところにとめられるんですよ。そんな広

大な駐車場、大体１．５ヘクタールぐらい、本当にこの規模で要るわけですね。遠いとこ

ろに行く、寒いのに雨が降って車をとめに行かないといけない。ショッピングセンターで

も入りやすい、今考えていますのは、そんな昔風のがたがたする狭い立体駐車場じゃなく

て、ゆったりと入れる駐車場を考えています。今、京都大学の敷地が狭いから新しい立体

駐車場を病院の中につくっています。かなり使いやすいです。そういったもんだったら、

雨にもぬれない、寒さも当たらない、病院に直近、多分使われると思います。立体駐車場

だったらだめだという、これは私、全くわからない。そんなもん、３分も４分も歩くぐら

いだったら、皆さんがさまよって一番近いとこにとめるぐらいだったら、立体駐車場で問

題は私はないと思っています。 

 それともう一つ、さっきも言いましたように、あそこは建蔽率、容積率を上げて、高度

利用をしようと意思決定がされている地域ですよ。高度利用を。そんなとこに広場をつく

れとか平面とか、さっき何か自然の森とかおっしゃって、それも紹介されましたけど、そ

れに対して立入議員は納得されたから、今言われたのか。前からもワークショップのとき

にも全部森にせよとおっしゃっていた方があったけども、結果的にそんな高度利用の駅前

に高い土地を買って、森を再現するというのはナンセンスということで、今に至っていま

すけども、さっき立入議員は自然の森みたいな公園にせよとおっしゃった、声もあったと

おっしゃった。それは立入議員がおっしゃったのは説得されたのか、立入議員が納得され

たから、今おっしゃったのか、そのあたりも含めて、ご質問でご発言をいただけるという

ことを期待しております。 

 反対の方への、だから文書で回答とおっしゃったので、私は話し合いですけど、これは

拒絶されています。ただ、回答がまだ事務手続上、あしたに文書をお渡しするみたいです

ね。きちっと反対で書いてあった治水対策をどうするかというのは、文書にまとめて、あ
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したお渡しする予定になっているみたいですので、渡したというのはちょっと訂正をいた

しておきます。私はできるだけ早くと言っていましたので、渡っていると思っていたんで

すけど。 

 以上、お答えとします。 

○議長（市木一郎君） 立入議員。 

○２０番（立入三千男君） 私の先ほどの発言で、駅前に広場というようなことはあった。

それは、今言うように、駅前の市民の皆さん方からそのような要望するといいますか、ご

提案があったということで披露していただけでございます。私も賛同するとかしないとか、

そんなことは何にも考えておりません。 

 それと、これ順序いろいろなると思うんですけども、駐車場を立体、多少は、今言うよ

うに、敷地面積が足らないさかいに、今言うようにあえて敷地面積があったら、何も上へ

上がる必要がない、高層にする必要ない、平面駐車場でいいと思うんですけども、私の認

識が市長とちょっと違う。市長は今の言うてるように、私の思いが今も言っているように、

全体、野洲駅の今の病院予定地としての面積が足らんさかいに立体駐車場にならざるを得

ん。それは７層であったのが、今、４層という提案になっているというような理解をして

いますから、全然ちょっと歯車が合っていないんですけど、立体駐車場というのはそれな

ら、今言うように、まちの中心やない、離れたとこにわざわざ構想する必要ないし、例え

ば、草津駅前の今言う近鉄とか、いろんなところでも、やっぱり面積が足らんさかいに上

に上げている、立体駐車場になっていると、私はそういうような理解で。駐車場用地を確

保するのに面積が足らんさかいに高層になっているという理解をしているということでご

ざいます。 

 それと、先ほども申し上げましたが、河野議員と同じような話になるんですけども、市

民にはワークショップなり、市民懇談会等々を通じて説明されていると、いろんな予算の

説明とかでも同じですけども、私は、今言うように、このような箱物を建てる、施設を建

てるというような段階には少なくとも地元の住民の皆さんに説明が必要なないかというこ

とで、もう議会で議決して決定してから、今言うように、政策決定してから話を持ってい

っていては、あれは過去にはこれは迷惑施設やさかいに、そういうようなことは言うのか

もしれませんけど、野洲川斎苑の斎場、比江区では大々的に反対されました。というよう

なことで、私は政策決定までに提案ということと並行して、やはり当地の地元の住民の皆

さんに説明もし、理解を得ていく、このような進め方は私は、やっぱりそれは常識じゃな
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いかという思いをしていますから、そのような発言をしております。再度お願いします。 

 それと、野洲病院への支援ということで、今、直近では１億２，０００万前後になって

いるんですけども、それまでちょっと少し前は１億５，０００万等々というような中で、

もちろん市長が就任されてからでも１億５，０００万、５、６，０００万か、それ時分も

あったと思うんです、平成２０年からか。市長が就任されてから。そんなときから今も言

うように、民間の医療機関へこのような財政支援をしているのはおかしいと言われるんや

ったら、今になって、なぜ言われるんやなと。当時からそんなことを意識されて、やめる

なり、もっと補助金とか、そんなことを出せるんやったら、やっぱりいろんな経理内容と

か、そういう補助金のそのようなことでの野洲病院に対して、計数的なことを求められる

のは本来だと思うんですけども。それについては、今までなぜされていないかということ

で、お尋ねします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） まず、説明ですけども、本当に説明は何回でもしていますし、逃

げも隠れもしていません。政策決定するんだったらと言うんだったら、基本計画も議決予

算でやっています。次は設計にかかるというだけのことであって、そもそも普通だったら

おかしいんですよ。これ市民の方がおかしいと思っておられるとおり、構想をつくって、

計画をつくっています。その前に何回も言うように、あり方があって、可能性があって、

もう可能性のあたりでこれは滋賀医大の当時の病院長をチーフにして皆さん方に決めてい

ただいて、場所とセットで可能性ありになっているわけです。それ以外だったら厳しいよ

と。私は本当に慎重にやってきたつもりなんですよ。あり方では野洲病院の案は受け入れ

られないと、これははっきりされているわけですよ。それなのにまだ立入議員たちは野洲

病院への支援をせよという提案をして、決議をしておられる。あり方までさかのぼるんで

すよ。私が期待した答えを言っておられません。あの決議の中身は新病院を前提にして、

それまでの間、野洲病院を支援するという決議なのか。新病院は前提にしないで、つくら

ないで、ずっと野洲病院を現状のままで支援を続けるという決議なのか。ここが肝心なん

ですよ。逃げておられる。説明は私はこれまでも十分していますし、だから、制度に基づ

く了解とかがあるわけではなくて、クリーンセンターの場合は土地所有者でもあったから

なのと正式のアセスが要ります、法アセスが。だから、きちっとやってきているわけで、

ここはアセスも要らないし、あとは建築確認でいけます。でも、そんないきなりやらない

で、これまでの野洲のまちのやり方というたら、給食センターの場所なんて１回決めてか
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ら、もう一回変わって、そのまま設計でやっているから、使いにくいんですよ、裏の出入

り口もなくて。いろんなものがみんな密室で決まっています。ここまで丁寧に説明してい

るのに何を説明せよとおっしゃるのか。 

 現に、先週の土曜日に野洲駅前の自治会の自治会長に出会ったけど、説明を求めるとい

う話は一切聞いていません。十分説明してあるんですよ。むしろ私は議会で慎重審議をし

ていただいて決めていただく代表民主主義の制度でやろうと言ってきているわけで、議員

が説明不足だとまずおっしゃるか、おっしゃらないかですよ。胸張って、何か人のせいに

して逃げているじゃないですか。私もあきれますね。駅前自治会で説明足らんて、駅前の

自治会の方は説明足らんとおっしゃっていない。先ほども、２月６日に出会いられて、「何

かあったんですか」と言うたら、「何もなかった」とおっしゃった。でも、さっき質問の中

に言われたか、言われていないか、ちょっと私は聞き逃したけど、通告の中にはさまざま

な問題が提示されたとおっしゃって、順番に言われたんじゃないんですか。 

 こんな、ちょっと時間がかかっていますけど、ずっと９時から始まって、立入議員の言

っておられることが全く矛盾しています。これ議事録を分析したら、自分が言っているこ

とが自分で覆しておられます。その程度の反対なんです。駅前自治会と何を話されて、ど

ういう問題が出てきたのか。足らなかったら、伝えていただいたら説明する。私どもは駅

前自治会とはきちっと話をしています。ただ、協定にするとか了解にするというのはない

でしょう。そんなのを言い出したら学校とか他の施設でも全部要りますよ。 

 だから、きのうお聞きしたら、おたくの会派の元代表であった河野議員はもうそこで質

問はわかったとおっしゃったじゃないですか。制度に基づく説明なのか、制度に基づく了

解なのか。これまで野洲市は制度に基づかない説明とか協議とか意見をお聞きする場を徹

底して持ってきています。説明については、逃げも隠れもしていない。これで納得されな

いんだったら、理解しかねますね。納得しようとしない人には納得はあり得ないと思いま

すね。納得しようと思って説明を聞いて初めて納得できるんであって、いわゆる聞く耳を

持たない人には幾ら説明してもだめだと思いますから、これについてはこの程度にしてお

きます。 

 駐車場については、用地がないから立体にするのと違うんですよ。都市集積のところは

上で稼ぐ、だから、容積率、建蔽率が高くなるわけであって、あの場所はわざわざ容積率、

建蔽率を上げてある場所なんですよ。だから、高いんですよ。だから、私はアサヒビール

に値切りに行ったのは、あのために何もマンションがなかったら、もう少し地価が低かっ



 －156－

たのに容積率、建蔽率を上げてマンションを建てたから地価が上がった。だから、野洲市

民の税金でもともとより高い土地を買いに行ったから、私はその分は差額でというので、

値切りに行ったわけですよ。でも、鑑定しかだめや言われたから。でも、私は鑑定が出て

からでも値切りましょうとやったから、頑張ったんだけど、だめだったんですよ。だから、

土地が足らないじゃなくて、土地は十分あるけれども、高度利用をする。安全な立体駐車

場をつくろうということで、万が一、あそこがもう少し広くて、商業者が魅力を感じて、

大規模小売店をつくったら、立体駐車場をつくりますよ。だから、きのうも聞いたら、そ

この新幹線向こう側の立体駐車場をつくったんですけども、平面駐車場をつくるつもりは

なかったけども、野洲商工会が向かい側に店舗を出すと言うから、仕方がないから、不必

要な平面駐車場を持っているわけであって、一定のところには立体駐車場でやるべきです

よ。何回言ってもわからないんですかね。用地がないからじゃなくて、用地の可能性が高

い、ポテンシャルが高いから立体駐車場でやるということであって、そういうことです。

便利な場所につくろうと思ったら、立体駐車場になります。 

 ましてや、今、野洲文化ホール１，０００人、小劇場約３００、もう駐車場は足らない

んですよ。駐車場計画があって、反対があって頓挫しているわけですよ。その当時は割合

簡易な駐車場だったから音がするというので、とめられたということですけども、野洲文

化ホールを考えても、食事と音楽のまちをつくろうと思うと駐車場は要りますよ。あこへ

平面駐車場をつくるんですか。論理が破綻していると思います。 

○２０番（立入三千男君） 病院という性格から違います。 

○市長（山仲善彰君） 反対を頭からしようと思っている方に幾ら言ってもだめだと思う

んですけども。 

 それと、駐車場はそういうことで高度利用で便利にしようと思ったら、安全な立体駐車

場。 

 あと、民間でやるべきだとおっしゃるんですけども、野洲病院への支援というのは公的

支援を言っておられて、民間だったら民間で自立すべきなんです。あの決議は全く矛盾し

ています。民間病院のままで支援をしていく。私が引き継いだときに１億数千万でした。

医師確保で２，０００万があったから１億５、６，０００万と。だから、ピーク時は１億

６，７００万を支援しています。その後、集中改革プランを機縁にして元利償還の部分を

丸投げにしなかったから、だから、今、減っていて、１億２、３，０００万になっていま

す。だから、危機認識は持っています。何か変ですね。何かそういうときやっておいて、
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今、要るからとか、こんないきなりかじは切れませんよ。いきなり削減したら悪くなる。

だから、集中改革プランで全く元利償還を持つのはおかしいからというので、削減したら、

そこで数千万減っているわけです。 

 それと、滋賀医大に私は頭を下げに行って、これとは別ですよ、医師確保に学長とか院

長にお出会いに行きました。そしたら、何を言われたかといったら、前も言っていますよ

うに、野洲病院と滋賀医大は関係が切れているんだと、医師の派遣とかも切れていると。

そこをもう一回つないだからなっていますし、今回、新病院をつくるにあたっては、ぜひ

滋賀医大、京大の協力を得たいということで改めてやって、当初から学長までが座長で入

ってくれているわけですよ。こんな小さい町の市会議員さんが反対してできるかどうかも

わからない、信用されるため学長の名前を連ねているわけですよ。これ異例ですよ。普通

だったら、何も滋賀医大は野洲市とは全く関係ない。野洲病院とは縁が切れた。切られた

んですよ。滋賀医大から送っていたドクターを外して、自分とこのお手盛りでドクターの

配置をし出したんですよ。これは本当です。多分、理事のときにもそういう傾向があった

から知っておられたと思いますけど。 

 それを今、ここまで持ってきて、いろんな方が支援をしてくれている。なぜ立入さんた

ちが反対しているのか。立入さんの案は決議を履行せよでしょう。先がないじゃないです

か。これで、だから、私は何もしていないわけじゃない。そして、野洲病院からいただい

た土地も正式にお返しに行っています。でも、今さら返してもらったら困るというので、

まず野洲市と野洲病院との関係を正常化に戻してからこの作業に取りかかっています。 

 市長になってから、１億数千万をあったのをほったらかしたんじゃなしに、 初からそ

れは健全化をしようと思って、支援の一定の枠をはめながらやってきています。何か知っ

ていて質問しているのか、説明したことも聞かないで説明しておられるのか、全くわかり

ません。 

 ちょっと反問します。 

○議長（市木一郎君） 反問権の行使は質問者１人に付き２回以内ですので、はい、よろ

しく。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） 大事に残していますから。 

 いや、もう一回答えるチャンスで、しゃべるチャンスでお願いしますよ。 

○議長（市木一郎君） どうぞ。 
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○市長（山仲善彰君） さっき言いましたように、町会議員として理事をしておられたそ

の当時野洲病院に対して立入議員は経営状況とか将来展望はどういう認識をお持ちであっ

たのかという、１点。なぜこれを聞くかといいますと、さっきの決議の問題です。提案代

表は岩井議員でした。でも、そこに名前を連ねておられるし、採決では賛成しておられる。

あの提案の真意を今日、明らかにしていただきたい。あれは新病院を前提にした野洲病院

への支援の充実という意味なのか。病院は整備しないで、今後も野洲病院支援をしていく、

充実していくということなのか。はたまた、どちらもあるような決議、いいかげんな決議

だったのか。間はないと思いますから、あったとしたら。選択肢は３つですから、それの

うちのどれかというのをはっきり明言いただきたい。もやもやしていますから。 

 新病院がなくて野洲病院への支援ということだったら、どういう構想をお持ちなのか。

言っていますように、耐震はできていない、機器は古い。それこそ平面駐車場どころと違

って、平面の駐車場もないような病院です。平面駐車場がないんですよ。自前の土地が限

られていて。じゃ、駐車場とかも、どうするのか。そして、財政をどうするのか。将来的

に野洲側の支援、民間病院の悪い点と公立病院の悪い点を持ったような仕組みを継続して

いくのか。どこかで縁が切れるのか。いわゆる代替案ですね。継続をするというんだった

ら、どういう形で野洲病院のビジョンを描いてやっていくのか。私はないと思っています。

これは私がないんじゃなしに、４年半前のあり方検討ではっきり公開の上でされているわ

けです。そこで関わってこられた市民の方もそうですし、議員の方もそういうふうに理解

しておられるから、請願で元市議会議員の超党派で、今の計画を速やかに進めてきてほし

いと、自分たちも参画してつくってきた計画だという趣旨を言っておられるわけです。そ

して、医師会も当初から入っていただいています。あり方からずっと入っていただいてい

ます。 

 だから、この計画は私がつくった計画じゃなしに、市民の方、そして医療関係者、そし

て今は引退しておられる市議会議員も含めてがつくってこられた計画ですよ。それなのに

明確な対案もなくて、１枚の決議で野洲病院への支援を充実しなさいというご提案です。

あの決議がされるのは、私はここで初めて知ったんですよ。議案でしょう。議案を市長が

招集している議会でこの場に座って 終に議案が出るというのも、これも不思議な話で、

よっぽど情報管制が、統制、管制がしかれていて、議運の情報も入ってこなかって、私は

ここに座ったんですから、１２月の 終日は。そういった決議が、今、整理しますと、あ

の決議の意味、そしてそれが新病院がないという前提で野洲病院の支援を継続していって
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充実するということであれば、今、私が幾つか上げました点を含めて、どういうことを考

えておられるのか、 後のチャンスですから、ぜひ明確にお答えいただきたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 立入議員。 

○２０番（立入三千男君） 野洲病院の理事をしているときの話になるんですけども、今、

市長からご披露いただいたように何億としています。しかし、あの当時、平成先ほど言わ

れる５、６年以降ぐらいかな、それぐらいまでは不交付団体という中で、野洲市は１社か

ら１０数億、そして１億、要は納税をいただいている法人市民税の企業は１０社近くあっ

たという中で、野洲市の財政規模、ちょっと全体は忘れたんですけど、４０億近い、３０

数億の法人市民税をいただいていたという背景がございました。そうした中で、野洲病院

というような民間の医療機関ですねんけども、やはり当時の野洲町の中核医療機関を行政

として支えていこうではないかという中で、３億の３年間、合わせて９億、そして債務保

証というようなことを議会に諮って、野洲病院を支援してきたというようなことでござい

まして、そのときの話、いろんな財源が必要なときには、もちろん収支のシミュレーショ

ンも提案いただいております。収支、あくまでも、やっぱりシミュレーションですから、

そうしたちょっと何年間で返済というようなことを忘れたんですけども、そういうふうな

ことはシミュレーション段階に野洲病院として、当時の町に対しての返済というようなこ

とも記載されていたというような中で、そのシミュレーションを信じて貸し付けたり、債

務保証してきたということでございまして、今のシミュレーション、あくまでシミュレー

ションですから、今回もこれはいろいろシミュレーションを出されている中で、私は、今

言うように、地域の中核医療機関は要らないというような思いはしていません。 

 しかし、先ほども質問した段階で、起債して元利償還というような基準繰り入れは、今

言うように、当初から予想できますし、返済というようなことでわかるんですけども、や

はり経営というような観点から、赤字というようなことを一番懸念するんですけども、そ

ういうふうな中で基準外繰り入れというようなことをせなければならない、それはずっと

続いていって、累積赤字になって、今言うように、県下１０、今、公立病院ですか、蒲生

病院がもう病院をやめられましたから、１０公立病院で大半は赤字という中で、毎年基準

外繰り入れをしているという背景がありますから、そういうふうな観点からシミュレーシ

ョンということを当時はそのシミュレーションを信じて、そのような貸し付けなり保証を

やってきたという思いでございます。 

 それと、決議書でございますが、決議案の岩井議員が提案された決議案、私も賛成した
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１人でございますが、それぞれ皆さんの思いはいろいろ違うと思うんです。引き続いてず

っと野洲病院を支援していけというようなこともあれば、やっぱり新病院の設立までを支

援をすべきだということでありますから、私は、今言うように、地域の中核医療機関を支

援すべきということで、私はそれに対して賛成しています。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

            （午前１１時０１分 休憩） 

            （午前１１時０３分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 立入議員。 

○２０番（立入三千男君） 理事をしているときに、理事としての責任とかの発言をとい

うことでございますが、理事として責任ということは十分承知をするんですけども、議会

の、やっぱり議決があって貸し付けたり債務保証できますから、私の一存で、今言うてる

ように、理事として、いや、同じことを言うてるんですけども、議会での町長提案でそれ

に対して議決して皆さんが認められているから、そのようなことになっているということ

で、私１人が今、賛成やさかい通る話じゃございません。 

○市長（山仲善彰君） それだったら、認めたらいいじゃないですか。市長提案やから。

説明を聞いているんですよ。ちょっと待って。答えになっていない。絶対、ここは譲れま

せん。それと決議の……。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

            （午前１１時０４分 休憩） 

            （午前１１時０５分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 立入議員。 

○２０番（立入三千男君） 理事という立場で、やはり先ほども申し上げましたように地

域の医療機関という位置付けをしていますから、財政出動というようなことで、支援しよ

うというようなことで、私自体も賛成してきたし、もちろん議員という立場でも賛成して

います。 

 それともう一つ、決議案の話で、私は、やはり中核医療機関は野洲病院という以外で、

もちろん市が建設して、それがやな、独法なり指定管理者等々での経営形態で新病院の整

備というとこで反対するとこはない。そういうようなことで、私は市直営というようなこ
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とで、市長は飛石、市立というようなことで運営していく、経営していって、何年か先に

経営形態を独法なりというようなことですけど、私は、今言うように、まだ理解できない

んですけども、当初から、市立病院としたら職員さんは公務員化して、その方が独法とか

いうような、指定管理とかいうような段階で職員の身分を剥奪するようなことで、その個々

の職員さんが理解されるのか、応じてもらえるのか。それやったら、初めから今の言う、

独法というような経営形態で、やっぱり取り組むべきということで私はお話しさせてもら

っているとこです。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

            （午前１１時０７分 休憩） 

            （午前１１時０９分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 立入議員。 

○２０番（立入三千男君） 先ほど来、市長より決議に対しての私の考えを言えというこ

とでございます。私はあくまで野洲駅南口の市有地、そして市直営の市立病院、これに対

して私は反対しているところでございまして、やはり地域の中核医療機関というのは必要

性は十分承知していますから、新病院を違う場所なり、もちろん違う場所で経営形態は市

直営やないということで、経営していくということで、それまでの期間の野洲病院への支

援ということで申し上げております。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩をいたします。 

            （午前１１時１０分 休憩） 

            （午前１１時２５分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 申し上げます。質問、答弁とも簡潔にお願いをいたします。 

 それでは、次に、野洲ネット、第１３番、丸山敬二議員。 

○１３番（丸山敬二君） 第１３番、丸山敬二です。 

 それでは、野洲ネットを代表いたしまして、質問をいたします。 

 まず 初に、市立病院整備について。 

 今、ここに来て、市立病院といいますか、もう市民病院と呼ぶ方が適切かもしれません

が、この病院整備につきましては、市民の関心の高さを反映し、大きな反響を呼んでいま
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す。それというのも昨年１１月臨時会において、まずは基本設計に入るべき予算を反対理

由も明確にしないまま否決してしまい、そのことについて市民からも大きな反感を買い、

議会不信という感を与えてしまいました。このことについては、我々推進派である議員に

とっては遺憾であり、このような結果になる前の努力が少し足りなかったのではないかと

反省もしております。理由を明確にしないまま反対した議員の方々は、推薦を受けた団体

や、あるいは支持者の意見を聞いた上での判断だったのか、議員としてそれでよかったの

か、私は疑問を感じています。 

 さて、平成２８年度施政方針で、安心を伸ばす主な取り組みとして、市民病院整備に向

けて基本設計と基金設立を行うとされ、それぞれ今議会に提案がなされています。いよい

よ 終局面に達したものと認識をしております。昨年１１月の市議会臨時会において、基

本設計に必要な予算案と基金条例案が否決となり、市長は守山野洲医師会と野洲病院に対

し、市立病院整備計画を断念する旨を伝え、さらには「広報やす」１２月１日号でも市立

病院は断念せざるを得ない事態となったとの記事を掲載しています。 

 しかし、昨年１２月１８日に行われた自治連合会との出前懇談会後に報道陣の取材に応

じて、確信を持って新病院の事業を進めるべきだと判断したとの内容の記事が載りました。

市民病院整備を推進する立場からはこの決意を歓迎すべきで、病院整備を進める 後のチ

ャンスと認識をしております。これまで、ある意味強引ともとれるようなところも見受け

られましたが、慎重に審査を進めるにあたり、以下、質問を行います。 

 今回、昨年１１月と同じ内容で２議案提案するということになった真の理由をお伺いい

たします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 野洲ネットを代表しての丸山議員の市立病院整備に関するご質問

にお答えをいたします。 

 今回、２議案を昨年１１月５日の提案議案と同じ内容で提案をいたしましたのは、そも

そも昨年秋の提案というのは、平成２３年４月に野洲病院の提案を受けて、あり方検討、

可能性検討、構想、そして基本計画と、市民代表、そして各団体代表、そして専門家のご

意見をいただきながら作成してきたものです。 

 昨年の３月の提案は作業の課題もあって、状況は悪かったんですが、成果は悪かったん

ですが、その後、もう一回精査をいたしまして、現時点では 新、 善の提案となってお

りますので、変更する理由が全くありませんので、同一の提案を提案させていただいた次
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第です。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 私はそれもそうだと思いますけど、本当に聞きたかったのは、

そのときに市長は自治連合会の懇談会の後、何か根拠のない財政問題、それから駅前の商

店ですか、そういったことのお話をされたので、その辺のところをもう一度確認したかっ

たということなんですけど、それ、やはり今言われたような、 初からの強い信念でこれ

は行くんやと、こういう解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） いや、なぜ同じ議案になっているのかということでしたので、こ

れまでの検討を積み上げてきたということですし、１１月５日、２議案は否決されました。

このときに私は自分が諦めるというんじゃなしに、ここの議会で決めていただこうと、そ

していろんな検討、説明を尽くした上で２つの議案を否決されたので、もう動けないとい

うことなので、進められないということで、言葉を変えれば断念と。これを中途半端にや

っておくとかなり関心を受けている課題で誤解が生じるので、明確に断念せざるを得ない

ということを速やかに関係機関に申し上げたわけです。 

 それを、思い出しましたけども、長くならないように言いますけども、この場のことを

滋賀医大とか京都大学とか、いろんな医師会とか野洲病院とかにご説明した。それが報道

されて、何か私が断念した、説明を議会でせよとおっしゃったんですけど、それは逆でし

ょうということです。 

 その後、再提案に至ったのは、今も触れていただきましたように、昨年１２月１８日、

自治連合会と市議会の話し合いがありました。その場で全ての議員が発言されて、そもそ

も病院が必要でないと言っている議員さんがおられない。主な反対理由が財政の不安だと

いうことでしたので、財政の不安ということであれば、もちろん財政豊かではないですけ

ども、先ほど立入議員に説明していましたように、健全化に向かってきていますし、野洲

の展望が見れば問題はないので、そういうことであれば何も懸念することはないと。反対

討論がなかったけど、反対理由は心底そういうことであれば、もう一度再提案はさせてい

ただくべきだということで、今回、同じ議案が提案されていっているということでありま

す。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 
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○１３番（丸山敬二君） はい、わかりました。 

 それでは、次に行きます。 

 今もお話がありましたけども、去る２月６日に、今というか、先ほどの質問ですね、代

表質問の中でありましたけど、駅前自治会と出前懇談会を行いました。これまでも一部議

員には駅前自治会が病院整備に否定的であるというような認識をしていたようですが、決

してそうではなく、この日は病院も含め、駅南口をもっとよくするためにまちづくり委員

会の中で検討していくとのことも聞いております。しかし、この懇談の場において、病院

整備に関し、情報がないとか事前に地元に情報提供することが欠けているとの声がありま

した。「広報やす」などで、随時掲載を行っており、情報提供は十分と思っておりますが、

このような声があるということは内容に不足があるのではないでしょうか。この辺の市長

の認識についてお伺いをいたします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 丸山議員からの駅前自治会への情報提供、説明についてのご質問

にお答えします。 

 これまでもさまざまな機会を通じて情報提供、説明はしてきているつもりです。ですか

ら、それはこちらで十分と思っていても、受け手からどう受け取られるか、これはありま

すけど、こちらとしては 大限公開、あるいはご意見を聞く機会を得ています。 

 私はその２月６日は参加していませんが、職員は参加してくれていまして、何か聞くと

ころによっては、議員との話し合いで議会からの情報提供が不十分だというふうに職員は

受け取ったと聞いておりますので、参考までに申し上げておきます。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） いずれにしてもあのときは多分１人は発言あって、１人は会議

に出られないからというて、文書で出していたようなんですね。その文書の中にそう書い

てあるので、なるほどととり方は２つはあるのかなと。 

 私も今まで会議の中やとか、そういうとこでしっかり細かい情報をたくさんいただいて

いるので、そういうことはないなと思っていたんですけど、その発言があって、ようよう

聞いてみますと、これは加賀市が今、総合病院やっています。間もなくオープンになるん

ですかね。そこのを見ますと、基本構想から始まって、段階ごとにこういった資料をつく

っているんですね。ちょっと野洲市ではそういうところがちょっとそういうわかりやすい

のがなかったのではないかなと。これ、例えば、基本計画の概要版とかいうてありました
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けど、こちらの加賀市でつくっとるやつですね。結構、中がわかりやすく書いてあるんで

すね。やっぱり、こういう情報提供が必要なんではないかなと思いますので、過去に戻る

のはあれですけど、基本設計に入るにあたりまして、この基本計画と今後の基本設計のと

ころはもう少し市民にわかりやすいのを出していただけたらと思うんですけども、その辺

は市長、いかがでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 大賛成です。ただ、予算をどう使うのかとか、どういう手段とい

うこともありますし、実のところ、なかなか仕事量はかなり厳しいです。これだけもたも

たしています。ちょっと加賀市の情報は知りませんけども、普通すんなりいくものが本当

に、本来病院を整備するのも大変で大きな仕事なのに、いろいろ市議会の議論も前後して

いますし、だから、私も含めて職員の仕事量が膨大になっていますから、そこがもう少し

余力が出てきて、健全にこの事業が進めばもう少しそのあたりも充実していけると思って

います。もちろんお金をかけて人を雇ってやればいいんですけども、そういう話じゃない。 

 多分、加賀市の場合はこんな変な状態で４年半も原点にいつまでも戻るような議論は多

分されていないと思います。これ、全国では珍しいです。これ、ゆでガエルだから、皆さ

ん方は当たり前に思っておられますけども、なぜ原因不明の、先ほどの立入議員のご発言

も決議のことがきちっと回答がされませんでした。でも、直近にされています。こういう

ことも言いわけをするわけじゃないんですけども、仕事量の問題なので、決して隠して、

あるいは説明を省いてやるつもりはございませんので、今の点については大賛成です。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 市長に大賛成と言っていただいたので、非常にありがたく思っ

ています。今、これ思い出しましたが、加賀市の総合新病院というのは、合併して２つの

病院があるやつをどうしようということで、ＪＲの加賀温泉という駅前にやるということ

で、やはり駅前反対と言う方がおられますけど、こういったところもあるので、駅前はす

ばらしいとこではないかなと私自身は思っております。じゃ、今のところはひとつよろし

くお願いしたいと思います。 

 それでは、次に、野洲市地域医療における中核的医療機関のあり方検討会からの提言で

は、市内に一定の役割を担う病院は必要であり、市が新病院を整備、運営するとすれば、

市民が市税等を投入する覚悟が必要であるとされておりますけれども、この点について市

民へのどういう形で説明されたのか、お伺いをいたします。 
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○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 市税を投入する覚悟が必要だというご質問ですけども、これは先

ほどもお答えしましたように、あり方検討会で佐古先生が市立病院をやるならば、事業の

優先度を見極めて、財政規律を保って行政運営をしていくことが必要だと発言であって、

税の投入とか、そういうことは言っておられないと私は記憶しています。 

 それと、その背景は、先ほども申し上げましたように、市民が市民病院としてつくるん

だったら、自らが育てていく、自分が安心してかかれる病院になると。市民病院でありな

がらよその病院がいいとかいって出かけるようでは困る。だから、そういった病院である

べきだという趣旨、これはうそではなくて、事前に私が京都でお出会いしてお話ししたと

きとか、その前後にお話ししたときに言っておられまして、市民病院の意味というのはそ

ういうものですよということを込めての覚悟であって、決して増税をしなさいとか、そう

いう話とは一切違います。 

 現に、これも言いましたように、桑名市の病院とか静岡県内の市の病院の計画にもアド

バイスをしておられましたし、もともと静岡県の公立病院の総長でもありましたし、全国

自治体病院の協議会の理事長でもあったので、よく自治体病院のことをご存知の方が、市

民病院をつくるんだったら増税せよとおっしゃるはずはないですから、そういう趣旨とは

全く異なっております。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） いや、それはそれでいいです。どこも増税をせえとは多分書い

てなかったと思いますし、私もほとんどのああいう検討委員会とかに出させてもらってい

ますので、そういうことはなかったんですけど、恐らく、今、市長の言われるような、全

体的なとこをうまく運営上調整してやってもらわなあかんよということだと思います。 

 じゃ、そういう形として、市民が今言われたようなことで、いわゆる覚悟をしていると

いうんですか、そういうことを納得されているのかと判断できるのかどうか、そこをお伺

いしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） これはまちの政策権というのを仕組みでして、２年前からここの

市議会の皆さん方の議を尽くして、そしてできるだけ情報は全て開示をしてやっているの

で、一人ひとりの意思の確認というのをこれはできませんから、それは市議会議員の皆さ

ん方に託されているわけですから、確認できているかとおっしゃったら、今、確認の手続
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をこの場でしているということがお答えになっています。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） もちろん、確認とかいうことでなくて、これまで説明とか、い

ろんな懇談会とかをやられた中で、市長は市民の雰囲気としてもうこれは覚悟していると、

市民はオーケーしているというふうに感じているかどうかというのをちょっとお聞きした

んです。一人ひとりに確認なんて、これは無理な話で、そういう市長はこれまでやってき

た中で、市民はその辺は覚悟しているというのか、了解しているというふうに判断をされ

るのかどうか、されているのかどうかをお伺いしています。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） ちょっと意味がわからない。覚悟というのは、いい病院ができた

ら自分たちも使おうと、参画しようということであって、覚悟の問題ではないわけでして、

覚悟を確認するという行為を言っている意味がわからなくて、賛同しておられるかといえ

ば賛同しておられます。私もさっきも言ったようにいろんな会合に出て、病院の話は丁寧

にしています。まちづくりの 新の話を、踏切をどうしますかとか学校をどうしますかと

か、その中に病院のことも含めますけども、皆さんは早く病院をやってほしいと。そうい

う意味では、賛同は言えますけど、覚悟と言われると、それは覚悟をとるものでもないし、

覚悟を求めるものでも私はないと思うんですが、丸山議員が言っておられる覚悟が確認で

きているかという意味をもう少しはっきり言っていただかないと。覚悟は、覚悟して市会

議員さんを選んでおられる。覚悟をして市長を選んでおられるので、そこに託されている

わけですから。だから、覚悟で市会議員になっているかというのと、確認と一緒だと思う

んですけど。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） いやいや、先ほど言いました、委員会からの提言の中で市民が

市税等を投入する覚悟が必要であると言うから、ここのところで言われているので、いや、

市長がこれは覚悟じゃなくて、賛同しているのを確認できたらそれでいいやんというんや

ったら、それでいいんです。何も私は難しいことを言うてるんでないです。こういうふう

に委員会で言うてきたから、私はそれを変えるつもりはないです。そのとおり聞いただけ

なんです。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

            （午前１１時４３分 休憩） 
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            （午前１１時４４分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 平成２７年４月の予算常任委員会において、市民の期待に沿え

るよう必要に応じて基本計画の精査及び見直しを行うこと、市立病院の開設に向けて国、

県の協力を得られるよう努力することという附帯決議が付いたことに対し、これまで真摯

に対応していただいたことについては、まず感謝をいたします。しかし、内容的には必ず

しも全てが満足できるものではないと思っております。 

 そこで、基本計画の精査、見直しでは病床数や建設コスト、人件費、医療機器整備費な

どの見直しを行い、シミュレーションした結果、８年目から黒字としました。昨年１０月

に市長はこの見直し結果は市民の期待に応えられると判断すると発言をされていたように

思うのですが、もう一度お伺いをいたします。要は、市民の期待に沿えるよう見直しでき

たかどうかということをお伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） できたと考えております。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） ありがとうございました。これは１０月２７日の都市基盤特別

委員会でそういうふうに市長が発言されておりますので、今、再確認をさせていただきま

した。 

 それでは、次に、国や県の協力が得られるということについて、まずは県に対しては同

意、または内諾を得ているのかをお伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） まだ同意とか内諾を得るというものではなくて、同意とか内諾と

いうのは起債の同意とか、そういうことですから、これは設計情報がなかったら手続がで

きませんから、これからの話です。 

 ただ、市が病院をつくるということについては、これは従来から県と話し合いをしてき

ています。ただ、さっきも言いましたように、昨年の１年の動きは、私は全く不可解です。

知事が「山仲氏を怒っているん違うか」と知り合いに言うあたりが変ですので、本当に数

日前に聞いたんですけど。よほど気にしているんでしょうか。ですから、私が、実のとこ

ろを言いますと、附帯決議に懸念をしたのは、県とうまくとおっしゃっても、県が本当に
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正面に向かって前向きになっているかどうかが昨年３月のあの出来事、そしてから、４月、

５月、調べたことから疑問だったので、あの附帯決議、相手が引いていっているところに

すり寄っていきなさいみたいな決議になってしまうので、気になっていました。 

 シミュレーションについては、これも言いましたように、去年の１月は、私は本当に納

得できない、薬剤師とか駐車場とか。１台８，０００円、そんな要らないわけですよ、使

い合いをしようと思っていたのに。野洲病院の今借りているところも４，０００円なのに

８，０００円で積算していました。中間では医師代が１人平均２，０００万円。大分、で

も、それは根拠がないから、私は落とせと言えないから、当初はそういうものを出したわ

けですけども、それが県に知らない間に行っていて、できない、できないと。そういうこ

となので、今は正常化になっていますから、県とは通常の手続で。ただ、同意とか何とか

言われたら、皆さん方が設計予算まで認めていただかない限り、同意手続には入れません。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） それは今まで、今言われるように、県とのデータを出したり、

やっておる中で、同意まではいかなくても内諾というんですかね、おおむね良好だとか、

そういうところの確認はとれているんでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） いや、向こうはまだそこまで言えません。手続を進めますという

ことは言えますけども、もう少し詳細情報がなかったら、これで起債同意できますとか言

えないじゃないですか。物がないのに言えないですね。商品を見ないで買うというのはで

きないと同じことです。それ以上、求められても次の債務ができていません。反対はない。

従来から、特に健康福祉部は野洲の病院がなかったら困るとはっきり言っています。総務

が私はちょっと信用していないんです、本当は。私はきちっとその都度その都度、担当部

長に話をしていましたけども、担当者レベルとのやりとりを後で記録を見ればですし、さ

っき言ったメールはかなりショックなんですよ。こちらから１年半先に、当時ですけど、

市長選があるから、それまでは作業を進めません。そして、うまく継続審査になったら、

皆さん方の頑張りで 悪の事態を避けられた。だから、丸山議員にとっては 悪の事態が

あったのか、 良の事態だったのか、わかりたいところですけども。こんな変な関係は普

通ないと思いますから。だから、県との関係については、淡々と制度にのっとってやって

いっているということで、制度上、全く問題はないと断言いたします。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 
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○１３番（丸山敬二君） 別に次の段階に入らなくても、基本計画はできておるんですね、

基本計画は。だったら、それで説明すればいいんではないかな。そこで、内諾的なものが

得られるのであれば、他の方もすんなり基本設計はオーケーやと思います。 

 それと、今、私が継続に持っていったと言いますけど、あの時点では基本計画はできて

なかったじゃないですか。そんなものを認められるわけないですよ。だから、きちっとで

きるまで継続しようということになって、それと調査するということがありましたから、

それで継続したんであって、それは市長、ちょっとおかしいですよ。あのときも、継続し

たときも、ちゃんと言っているはずですから、何でもかんでもそうやって継続したんでは

なしに、それはやっていますから、それはちょっとおかしいです。今、市長の何か反問の

誘導に乗ってしまいましたけども。 

 それと、県の話は先ほどの先回との話の中でも、これからスケジュール的なものやとか

日程とかはまだ未定で、これからやということですので、ぜひとも基本計画でもって、そ

の辺は進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） いや、県の内諾とかに何回もこだわられたから言ったわけで、な

ぜ制度が悪かったといったら、１月あたりから作業が本当にもたついていました。振り返

れば、おととしの年末ぐらいから何か変な状況になっていました。だから、基本計画はう

まく仕上がらなかったわけです。遠因はそこです。言いわけじゃなしに、本当にこれも今

検証していますけども、不思議なんです。なぜ途中までうまくいっていたのがどんどん悪

いデータばかりを集めに行ったのか。前、言ったと思いますけども、自動車をつくるのに

Ａ社のヘッド、フロント、そしてからＢ社のギアみたいなの継ぎ足しで、悪いとこ、悪い

とこを集めて、シミュレーションができていたのが実態です。 

 だから、現に、今回、直近の野洲病院のデータを入れましたけども、その他も制度的に

おかしい。だから、今回８年というふうな数字になってきたわけであって、これが立証し

ています。だから、今回、一団の専門家を入れて、京都大学の先生も入れてやっています

けど、これでいいとおっしゃっている。ということは、昨年のシミュレーションは何だっ

たかになります。 

 だから、私が精度が悪いとおっしゃったけども、それは言いわけじゃないけども、私の

責任もあるけども、もたもたさされた。結果的には 悪の事態にならなくてよかったです

ねというこのメッセージのトーンがあったということで、だから、あんまりこだわってい
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ただかなくて、県とは手続上は良好な関係でやっていますよと。今の８年で収支が合うと、

単年度赤字にならないと、法定内繰り入れしかないというシミュレーションでいけば、誰

もこれがだめだと言えません。ただ、「内諾を得られているのか」言うので、「誰が内諾を

出すんです」と言うたら、内諾みたい出せないわけであって、病院の具体的な像がないと

起債の計画なんてつくれませんから。これがないから申し上げているとおりです。 

 さっき言ったのは継続審査のことを言ったわけと違いますよ。継続審査になったことに

ついて、県の判断がどうだったのかということを申し上げたわけで、ちょっと丸山議員、

反応のし過ぎだと私は思いますけども。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） もう後ろ向きの話はいいとして、次、行きます。 

 これは平成２７年１２月１４日付の市立病院計画の可否を受けてという文章、これがあ

るんですけど、これの 下段に「再検証、民間病院を支援、①他の病院を誘致、②野洲病

院を支援」というのがあるんですけども、この辺の再検証というところはこれはされたん

でしょうか。されたのであれば結果はどうであったのか、お伺いします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 再検証を受けた結果ですけども、まず調査については、一部、取

得情報はありますけども、結果はお示しをしています。そして、野洲病院への支援は耐え

がたいということであります。これは何回も言っていますように、４年前のあり方検討で

出されている、検討されている結果であります。 

 民間病院の誘致ということは誰が誘致する、これはフローは数年前の一番 初の検討の

ときのを言っていますから、今回、改めて民間病院を誘致するというのは検討していませ

んけども、野洲病院としては、市民病院に移行したいという意思表明がされていますから、

自ずから他の民間病院を誘致するという選択肢は当初どおりありません。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 当初どおりありませんでいいんですかね。 

○市長（山仲善彰君） ありません。 

○１３番（丸山敬二君） ありませんね。はい、わかりました。 

 いや、このフローは、今言われていたように、市立病院整備に向けた基本設計予算が市

議会で否決となって、その下に民間病院を支援の中に２つあったので、ここのところをど

うなったのかを確認したかったということですから、他の病院の誘致というのはあり得な
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いということです。野洲病院も難しいよということでいいですかね。野洲病院を支援とい

うのがあるんですけど、それも難しいと。 

○市長（山仲善彰君） そうです。 

○１３番（丸山敬二君） ですね。はい。わかりました。 

 それでは、次に、新病院の診療科に産科はありません。これからの時代には少子化が進

む中、安心して子どもを産める産科及び小児科、泌尿器科は 低必要と考えております。

個人病院が開業したからといって、また野洲病院がやめたからといって、公立病院が診療

科から外すのは不条理ではないかと思っています。分娩時の万一の事故の対応にも総合病

院であれば安心できるし、必要な診療のうち不採算部門があってもそれを引き受けるのも

公立病院が果たす役割であると思いますが、この辺はいかがでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 産科を設置しないことについてのご質問ですけど、これも提案説

明で丁寧に説明させていただいたと思いますけども、改めてもう一回説明をさせていただ

きます。 

 産科を計画していない理由は、今もご指摘がありましたように、市内に１９床の民間有

床の診療所があります。野洲病院の場合、これが１０床でした。ですから、市民ニーズは

十分対応ができております。 

 また、今、個人病院が開業してもさらにやるべきだということをおっしゃっていますけ

ども、もともとこの個人病院自体の、機能は野洲病院の機能が移転しているわけです。野

洲病院で働いておられたお医者さんが市内の近隣に開業されたということになっています

から、あえて野洲病院に機能を残す必要はないと思っています。 

 それと当然、野洲病院に新たに設置をすれば、その機能を侵すこと、もう機能が提供さ

れているのにあえて機能は要らないですし、逆に言えば、機能を本当にやるんであれば、

機能を侵すことになります。 

 それと、不採算部門だからとおっしゃいますけども、産科は不採算部門ではないんです。

これは基本的にご存知のように自由診療ですから、野洲病院の場合はかなり安い値段で、

大体５０万少しぐらいでいけました。かなり厳しかった。ドクターもおられないし。今、

通常、民間病院の出産は、聞いているところでは、やはり７０万とか、もっと高いと言わ

れています。ですから、そこへサービスを特化していったら、採算がすごく合います。で

すけども、そこはもう今、野洲で提供されているわけです。不採算でもやるという場合も
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あるんですけども、それは民間でサービス供給がされなくて、市民ニーズがある場合に不

採算でも頑張るわけであって、民間で十分採算が合ってサービスが供給されているのにあ

えて、皆さん方は財政が心配だと、経営が心配だと言っておられて、サービスが全く問題

がないのにあえて不採算だから取り組まないといけないというご提案がちょっと私はわか

らないんですけどね。説明は尽くしているつもりです。どこに説明が欠けているのか。な

ぜ何回説明してもわかっていただけないのか。これは今回に始まったことじゃなくて、も

う去年から出ていまして、端的な話なんです。 

 野洲病院は産科がかなりあって、助産師さんも２２人おられました。そのシフトだった

んですけども、そこの主任の医師が開業されたから、ある時期からは経営がすごく厳しく

なってきて、だから、それも野洲病院の厳しさの原因です。それなのにもう一度新しい病

院でせっかくあるサービスをもう一回野洲病院で確保せよと、これはちょっと私としては

納得できませんので、今、説明したとおりで、これは私の判断というよりは専門家の意見

で、私は個人的には産科もあってもいいかなと思っていたんですけども、これは厳しい。

そして、民間病院を圧迫するということがあって、十分検討した上での結果であります。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 何か、私は市長がそういう言い方されるから、野洲病院を公立

化しようとしているという誤解を生むんではないかなと。やっぱり、野洲病院は野洲病院、

民間やから、公立病院としてはこうやというのを私はやるべきやと思いますよ。野洲病院

はそのまま公立化するんやったら、そういうふうな話はあってもいいかもしれませんけど、

そこはちょっとおかしいと思います。 

 それと、私らは別に財政が厳しいからどうこうというのは言っていませんよ、私は。他

の議員さんはおられるかもしれませんけど、私は財政が厳しいからやめとけとか、そうい

うことは言っていません。やはり、市民の、いわゆる安心、安全、安心からいうと、やっ

ぱりそういうのは要るん違うかと、これから少子化に向かう中で、安心して産める場所、

野洲病院の産科は物すごく人気がよかったというのはよく聞いています。だから、そうい

う意味で言っているんであって、いやいや、そんなもの、やっぱりもうやらへんのやとい

うんやったら、やらへんで結構ですけど、後々出てきたときに、じゃ、どう対応されるの

か、お伺いします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 後々、本当になぜこだわっておられるのか、素直な検討で野洲病
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院ももともと市内の病院ができたときから産科はやめようと思っておられたわけです。現

に、私も産科はある限りは残してほしいというので、滋賀医大から医師を派遣してもらっ

ていました。でも、その医師は滋賀医大から来ていた医師なんですけども、すごく使命感

の高い医師で、 大限頑張ったんですけども、いわゆる燃え尽き症候群で、もうだめにな

られて、その後が派遣できない。滋賀医大のローテーションを切ってでも頑張っておられ

たわけです。本当にきちっと産科をやろうと思ったら、複数体制でないとだめです。 

 そして、今、議員がおっしゃっている課題のある出産の場合、通常部門の場合は、今、

民間施設で十分です。具体的に言えば、野洲にある産科と草津にある産科で十分です。守

山に今、産科がないんです、実質は。でも、周産期医療で厳しい場合は、これは新病院で

もだめであって、滋賀医大とか、特定の病院に集中するというのが、これが今、国の方針

です。ですから、機能分化が起こっています。ただ、今、野洲市内にある民間の産科も、

私も院長とも話しています。当然、新病院に産科を通常分娩をつくってもらったら、競合

するわけで困りますけども、通常分娩であっても、急性の疾患が出てきたり、総合的な医

療が対応できる場合は、いわゆる後方支援機能が欲しいので、その産科というよりは、通

常の総合病院としての支援機能として、医師会の一員として新病院を期待しておられます。 

 ですから、あえて産科を標榜、診療科に掲げる必要というのは、私はないと思っていま

すし、丸山議員は幾らでも赤字でもいいとおっしゃいますけども、もともと否決をされて

いる対案、そして、さっき言いました１２月１８日の市議会議員さんの大方の意見は「財

政を心配する」とおっしゃっているので、できるだけ健全経営を目指すべきであって、親

方日の丸だからといって、湯水のように不採算部門を持つのでは、私はないと思っていま

す。 

 でも、本当になければ、それはつくりますけども、民間でサービスが供給できているわ

けですから、現状に問題がないのになぜあえて市民病院で産科を提供しないといけないの

かと言われたら、ない、なくてよいというのが、私というよりはさっき申し上げたように、

検討、経過の中で要らないということになっています。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 将来そういうニーズが出てきたらどうするんですかというのを。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 将来というか、今、市内にある病院が健全に運営されているので、

将来出てきたら、それは市民ニーズがあれば、不採算であってももう一回検討すべきだと
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考えていますけども、当面の間は、今、問題ないわけですから。だから、じゃ、今、問題

ないのに、今、標榜するかといったら、今はやらないけども、将来は当然、市民ニーズに

応える病院ですから、当然、市内産科の機能がなくなったら、それは当然、機能は組み込

まれると思っています。 

 病院というのは、いろんな状況が変わってきますから、当然、その時点、その時点で、

それは右から左へ簡単に切り替えられませんけど、市民ニーズに合った医療サービスを提

供していくというのが市民病院の機能ですから、産科に限らず、今回、検討して 終的に

市内で開業されたので、やめましたけども、耳鼻咽喉科とかも全く同じことですね。だか

ら、そういう位置付けになると思っています。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） じゃ、ニーズが出たらやるということであれば、産科は結構設

備費というんですか、分娩室やとか、いろんなものが必要やというのは聞いていますので、

その辺はどう対応されるおつもりですか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 病院をつくって、１年、２年で出てきませんから、一定の時期に、

やはり改築と改装が出てきますし、一定の柔軟度、病院という限りは産科というのはそん

なに特殊やないですから、病室なり治療室の改編で対応できるレベルのことやと思ってい

ます。だから、そこを担保、捉えないとだめと、ちょっとそれを言い出したら、他の科目

も全く同じことで、今、市民の一番の 大のニーズと民間で提供されていないサービスで

市民でどうしても必要としておられるものを今回、組み込んでいるわけで、ここまで来て

いて産科にこだわっていただくというのは、私はちょっと理解をしがたいんですけども、

賛成とおっしゃっていながら、産科にこだわられるというのは、私は理解できないと思い

ますけど。 

 今、さっき言いましたように、１１月５日も、今もいろんな専門家のご意見をいただき

ながら、野洲病院の岡田院長も入っていただいていますから。いただきながら出してきた

案だと思っていますので、そこは私、説明は尽くしたと思っていますので、後はご審議を

いただければというふうに思います。お答えはこれに尽きると思います。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 賛成しているからどうやこうやというのは、関係ないと思うん

ですけどね。 
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 次、行きます。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

 再開を午後１時とします。 

            （午後１２時０６分 休憩） 

            （午後 １時００分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） それでは、次の質問に行きます。 

 平成２８年１月１８日付（仮称）野洲市民病院の立地等に係る論点の整理、確認につい

てという文書がありますが、この中で、現野洲病院の設置場所での市立病院化を図るべき

という項の検討で代替案が３案検討されておりまして、いずれも不可能と見込むというこ

とになっておりますが、この際ですので、ちょっと私の思っているとこでの提案をしたい

と思います。 

 現野洲病院に隣接しております野洲郵便局を駅の南口に移転をしていただき、その跡地

に市民病院を建設するという案は検討には値するとは思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 丸山議員の現野洲病院を駅前に移転して、今の郵便局を解体して、

跡地に新病院をつくるのは検討するのに値する案だと思うけれどもというお問いかけです

けども、ご提案ですので、検討してもいいんですけども、まずちょっとこれ所見なんです

けども、病院をつくるだけでも大変な仕事です。郵便局を誰が動かされるのか、郵便局の

移転ということだけでも気が遠くなるような話でして、新病院についてはこれまで４年半

公開で議論しています。駅前に病院が行くということについて、先ほどの立入議員とか丸

山議員は説明は云々とおっしゃいました。これから、郵便局の移転ということを説明して

いかないといけない。ということから考えると、検討を頭から否定しませんけども、いや、

病院をつくるだけでも気の遠くなる作業なのに郵便局を動かして、そこの跡地とか、ちょ

っと今、即断はできません。 

 それと、一番話が早いので、郵便局にはこの質問通告があってから職員に確認をしても

らいました。公式で出してもいいということなので、郵便局の答えは、平成２８年度に大

規模修繕工事を実施することが決まっており移転の計画は全くないということでありまし

た。 
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 私もちょっと別途郵便局長とか郵政の幹部にも確認をしております。職員から正式に表

に出せるということがこれでしたので申し上げますので、郵便局を動かす大変なこと、ま

してや郵便局はその意向を持っておられないということでありますので、お答えとしては

そういうことであります。 

 議長、反問します。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 今、丸山議員は検討に値する案だとおっしゃったので、丸山議員

が立てられた案なのか、その案なるものがどこに存在して、誰から相談を受けられたり提

案されたのか、ちょっと事実、私見にも及びますから、そこをご説明いただきたい。そう

いううわさがあるからというんだったらいいんですけど、検討するに値する案と言われる

根拠を具体的にお示しをいただいて、丸山議員が評価をしておられますから。全体に冒頭

で賛成とおっしゃっていたら、今、ここへ来て、郵便局を動かしてとか、これはないと思

うんですけど、ちょっと私はびっくりしています。 

 それともう一つ、職員に確認しましたら、これ反問なんですけど、情報提供で申し上げ

ます。昨年１２月に市内の不動産開発会社が来られました。私は直接出会っていません。

報告を受けていることでいうと、そういう案を持ってこられたらしいです。今回、この質

問、答弁にあたって、職員に確認してもらいました。どういうことかといいますと……。

出してもいいとおっしゃった分だけ出しま。野洲郵便局を移転できないかと、これ名前を

出せませんので、○○さんに言われて動いていると。某金融機関の○○さんにも相談して

いる。野洲病院は何とかなるという提案を昨年１２月に市の幹部に持ってきたということ

を報告を受けています。ここまで提供しておきますので、検討するに値する案だとおっし

ゃってあって、私に今問いかけでございますので、検討するに値するという評価をされた

根拠についてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） まず、昨年１２月に不動産会社とか銀行とか、そういう話は、

私は全く知りません。私が言ったのは、郵便局は非常に駐車場も狭いとこで、事務所の中

も結構混雑するときもあると。それから、建物も恐らく３０年ぐらいになるのではないか

なと、そういう思いがありまして、それであれば、そういったところの時期的な問題とか

駐車場の話とかを含めてであれば、逆に駅に近いとこに郵便局があるというのは便利でい

いのではないかなと。ある意味、手法としては、これから検討していかなければいけない



 －178－

と思いますけども、場合によったら、その使用料なりが入ってくるのかなということも考

えられるということで、全く私の提案です。どこからも聞いたとか、もちろんさっき言い

ましたようにそんな不動産会社とか銀行がどうのこうという話は全く知りません。 

○議長（市木一郎君） 続いて、丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） それで、今、話を聞くところによりますと、郵便局側が大規模

改修とかもあることなので、非常に難しいというところはわかりました。 

 それでは、 後の質問に行きます。 

 素案のときの賛否では、反対議員が約３分の１ありました。このときには病院整備の議

論を約８カ月凍結しております。そして、その後いろんな議論を、前向きに議論を進めて

きましたけれども、昨年１１月の臨時会での関連予算案は反対９、賛成８で否決となりま

した。今月に入りまして、新病院を望む女性の会、それから市民病院を実現する会がそれ

ぞれ署名を、市民病院を実現する会はまた後で出されるんですかね、そういう書面を出さ

れると、署名をしたものを出されるということを聞いております。 

 そこで、やはり議会と執行部が１つになるためにも反対理由となっている財政問題やと

か病院形態について反対議員の言い分をよく聞き、議論を深めるべきだと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） ですから、反対の方のご意見を聞いて何回もご説明をしています

し、丸山議員はまだそこに冒頭、賛成だとおっしゃいました。自治連合会も今の案で早く

と言っておられます。これまでお聞きしていますと、３階をつくってはどうかとか駅前に

郵便局を持っていってとか、私はもう少し検討に値する案とおっしゃったので、誰かがそ

れなりの案を持っておられるかと思ったら、丸山議員の単なる思いの案をこの時点で出し

ておられるわけですね。 

 私はこれ通告があってから本当に検討しました。それは難しいです。今、郵便局という

のは草津管内の一帯ですから、トラックで郵便物が来ています。鉄道で来ているじゃあり

ません。だから、駅前である必要はありません。郵便は配達してもらいます。ポストはあ

ります、各地域へと。病院は患者さんが、弱者が行かないといけません、だから、駅なん

ですけども。もちろん郵便局が駅前にあっても悪くないんですけども、随分機能が違いま

す。そういったことを今議論するようなものかどうか。まして、反対の方は堂々と言って

いただいたら結構なんですけども、聞いていないという評価をいただくのは私、残念なん
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ですね。今回の提案説明、 初、物すごい簡略化だったんですけども、もう一回徹底的に

過去のを調べたり、補強データとか、そして、今日もお答えしたように、建設費が万が一

国の基準が上がらないで実勢が上がって２割でシミュレーションしたりとか、そこまでや

っているんですけども、今、これ、 後の通告でいけば 後のご質問ですけども、反対議

員の声にもう少し耳をかしてはと、私は幾らでも耳をかします。 

 でも、先ほど反対派の中心の方だと思いますけども、立入議員は病院が必要だとおっし

ゃいました。今のとこに建てよとおっしゃいませんでした、駅前でなくて、かつ運営形態

が直営でなければいいとおっしゃいました。じゃ、どことはおっしゃいませんでした、も

う私は反問もできませんでしたから。だから、反対派の議員は今、何を言っておられるの

か。さっき、昼休みに職員ともしゃべっていても、立入議員の論旨が全く変わってきてい

ると、財政が心配だったから、病院をどこかにつくってはだめですというのは、ある時期

までは野洲病院への支援だったのが今日明らかになったのは新病院はオーケー、でも駅前

ではないところ、運営は直営でないと。だから、こういう状況の中で、反対派の議員のご

意見に耳を傾けるというのはどういうことを想定していただいているのか。 

 ですから、私は反対派の議員の方の、あるいは市民も含めて、本当に 大限お聞きしま

す。でも、残念なことに反対署名を持ってこられた代表の方に「ぜひ膝を交えて皆さん話

しましょう」と言ったら、それは要らないと、文書で回答と。これはおかしいですね。「出

会う」と言っているのに。「 大限時間をとります」と言っているのに。議員にはきちっと

お示しもします。 

 それと、さっきメモが来ました。これ３月５日に医師会と議会で懇談されます。私にも

来賓と。「こんな来賓という名前は結構です」と言ったんですけど、出席してもらいたいと。

けさなどは市長も必要に応じて、市長にも問いかけるから答えてもらってもいいというの

が医師会長らの依頼でした。そしたら、医師会に対して、事務局からなのか議長からか直

接知りませんけども、市長に発言してもらったら困るということがあったので、医師会の

事務局は随分「それはおかしい」と言ったらしいけども、たってのことだというので、医

師会長もそこまで言われるんだったら、市長の発言はしてもらわないでおこうと。私も何

もそんな発言したくて、私のやった会議じゃないから、医師会の方から３月５日、私は当

初予定が入ってなかったんですけども、あいてるので、何なら同席させていただいて、医

師会がコメントとおっしゃるんだったら、市側のと、それが一番いいわけですからね。こ

れ議長の判断で朝消えたんです。 
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 それなのに耳を傾け……。耳を傾けるというのは対話ということですよ。単に、耳で聞

いているだけと違って。この事実は、議会が対話を拒絶されておるんですよ。これは丸山

議員もご承知の上で、これ今日、朝、聞いたんですね。これ反問じゃなしに。変でしょう。

何も医師会がぜひ市長も入れて、必要であったら、議員さんとも会議の中で市長にもコメ

ントを求めると、私もそのつもりになっていた。 

 そういう状態ですから、私がどうかとおっしゃったら大歓迎で、幾らでも耳を傾けます。

ただ、決めるときには決めない限りだめですと。立入議員に言いました。４年半前から白

旗掲げて、今、大変な状態になっている。いつまで耳を傾けるのか。傾けていってもふら

ふらしておられるわけですから。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 今日の出来事はよく知りませんけど、いずれにしても主催者が

どこになるかによって、そういった話は変わってくるんではないかなと思います。 

 郵便局の話はそういうことがあるんであれば困難やなというのがわかりました。 

 それから、やはり話し合いとか、そういうんじゃなくて、聞き合いをするというんです

か、今、市長は耳をかすとおっしゃっていましたから、ぜひともこういう議場とかではな

くて、都市基盤整備の特別委員会もありますから、そういう委員会を開いてやっていくと

か、そういう手法でできればやっていけたらなと、いきたいなと、いただきたいなと、こ

のように思っています。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

            （午後１時１４分 休憩） 

            （午後１時１５分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） これまで４年半、本当に繰り返しで専門家、市民の議論を全て事

前事後で議会には全協とか特別委員会をつくっていただいてから全部報告しています。去

年の継続審査になってから、これは若干異常な状態になっています。作業が本当に都市基

盤でやる作業なのかどうかわからない。去年の１１月から予算はもう医療の整備というこ

とでなっていますから、都市基盤の問題ではないです。都市基盤は駅前の、構想は都市基

盤だと私は思いますけども。それと、委員会は議長、委員長権限で開いていただけますか
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ら、私としては幾らでも応じるつもりはあります。課題を明確にして、議会で課題を設定

されて、付託をされたらいいと思うんですけども、いや、それを説明が足らない、都市基

盤を開いたらいいとかおっしゃっていますけど、そのあたりは議会で自主的に開けると思

います。 

 それと、今の３月５日のことですけども、主催者があるからとおっしゃるんですけど、

主催者は議会か医師会かだと思います。それ以外の方はない。医師会はオープンでいい、

市長も入れていいとおっしゃっている。議会が拒むということだと思うんですけども、そ

れを何か第三者が主催者の意向によりましたということは、議会が私の発言は要らないと

いうことを言っておられるというふうに理解できるんですけども、そのあたりの見解をお

示しいただきたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） まず、その５日の会議のことでいきますと、出前懇談会という

形をとるのであれば、議会が主催で、傍聴は可能ですけども、発言はお認めしていないと、

こういうことだと私は思っております。 

 都市基盤整備の中には病院問題も都市基盤やということで位置付けて南口の関係、それ

から病院もその中でやってきているので、都市基盤整備で私はやるべきだと思います。議

場では先ほど聞いていても、時間に限りもありますし、議論がなかなかかみ合ってないと

いいますか、いつまでも平行線をたどっておるので、やっぱりそれは特別委員会の中で議

論をしていくべきやと。議会はあと聞けるということであれば、そういった反対されてい

る議員さんがそれを望んでいるのであれば、委員長に言って、招集をしてもらいますし、

私は別に無理やりせえとは言っていないです。冒頭にも言いましたように、私たちは賛成

で、推進派の方ですから、今日の質問もそういったことで疑問に思っておるとこを確認さ

せてもらったと、こういうことです。 

○議長（市木一郎君） 引き続き、丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） それでは、消防団の災害時における機動強化について、質問を

いたします。 

 平成２８年度施政方針の中で、平成２８年度当初予算概要についての第１次野洲市総合

計画のうち、人と人とが支え合う安心なまちで、野洲駅前をはじめ、治水安全度を高める

対策と共に消防団の災害時における機動強化として、湖南４市共通の無線機を導入するこ

とで災害への対応能力を目指した環境を整えますとありますが、消防団が災害時の活動に
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おいて４市が無線機を共通で持たなければならないような出来事というのは何があったの

かをお伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 丸山議員の消防団の災害時における機動強化について、無線

機の導入についてなんですけど、お答えいたします。 

 国におきまして、消防団の装備品に関する基準が改正されまして、現在使用しているア

ナログ無線についてはデジタルへ移行するように総務省より示されているところでござい

ます。これに対応いたしまして、各市とも消防団の装備を更新、あるいは拡充に着手した

ところでございます。無線機をデジタル化するにあたりましては、湖南４市で規格を統一

して、同時性、機動性と安全性を向上しようとするものでございますので、したがって、

今、何か問題が発生してそれに対応しなければならないというようなことではありません。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） そうすると、４市で規格を統一したというか、そういうことで

は、例えば、４市で草津の方に野洲から応援へ行くとか、そういうことではないですね。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） はい、その可能性もなくはないので、対応できるようにして

おこうということです。実際、災害時は起こっていませんけど、４市合同で訓練等も行っ

ておりますので、そういう想定も念頭に置いております。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 訓練はいいとしまして、確か消防団の設置条例でいけば活動範

囲は市内と、野洲市内になっていたと思うんですけど、実際のときにはその辺はどうなる

んですか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 市内は基本なんですけれども、当然、湖南４市でございます

ので、そういう要請があれば、市、町なりの判断で出かけていくことは想定できます。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） じゃ、湖南広域行政組合、湖南消防との関係は、じゃ、どうな

るんですか。あれは広域ですね。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 直接湖南広域の指揮下のもとにあるというわけではございま
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せんで、広域は常備でございますし、消防団の方は非常備でございますので、組織は違い

ますけれども、協力して事に当たるということになります。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 何かその辺が協力してというのは、言葉ではそうですけど、ち

ょっと理解しにくいんですけど、市の消防団というのは初動というんですか、そういうと

ころなんですかね。じゃ、湖南広域との基本的なすみ分けというのはどういうふうになっ

ているんですか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） すみ分けといいますか、基本的に常備の方が直接当たるんで

すけども、非常備の方はその支援といいますか、側面の協力といいますか、ボランティア

ですので、直接、枠の持ち分に分かれて、災害のときには当たるということになります。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） ちょっと何かわかりにくいんですけど、先ほど言いましたよう

に、湖南４市共通の無線機を導入することで、災害への対応能力を目指した環境を整える

といいますから、何かが問題あって、４市共通にせないかんかなと思ったんですけど、こ

れは単に使用の問題で、４市ばらばらだったら何かぐあい悪いんですか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） ばらばらであったらぐあいが悪いというよりは、統一で行動

するようになったときに対応できるようにしておこうというものです。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 今までだって、それぞれの市の消防団が無線、アナログを持っ

ていたかもしれませんけど、周波数は一緒じゃなかったんですか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 違いますね。そもそも団で持っている装備は今のところは各

市でそれぞれちょっとずつ違うんですけど、今、先に申しましたように、基準が改正され

ましたので、更新していくことになるわけですから、統一できるものは統一して、協力で

きるところは協力していこうという、こういう共通認識のもとで各市がやっているわけで

ございます。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） もう一つはっきりしたところはわかりませんけど、今度、細か
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いことを聞いたら、何か予算の議案審議みたいになるんですけど、ＭＣＡを採用するとい

うことでいけば、これ、今言われたのとどうかなという気はするんです。 

 それは、じゃ、あくまでも４市で共通やということなので、じゃ、これによって、災害

への対応能力というのはどのように向上されるんですか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 広域災害が発生したときに対応能力の向上が期待できるもの

と考えています。広域災害が発生したときに被害状況でありますとか支援要請、あるいは

相互の情報交換、広域で情報の共有をすることで、消防団が効率化、安全的に活動できる

というふうに考えています。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） これ以上聞いても多分同じようなことしかないので、結構です

けど、あとはそれぞれの予算の中でいろいろと聞いてもらうということで、次に行きます。 

 平成２８年度の教育方針について、お伺いをいたします。 

 ２８年度の教育方針ですけども、まず平成２７年度教育方針による実施結果から新年度

へさらなる向上される意味での方針が示されております。まず、小中学校における情報通

信教育について、お伺いをいたします。 

 情報能力を高めるため、三上小学校、野洲中学校をＩＣＴ研究推進校に指定し、電子黒

板やタブレットを使った授業に取り組んだとありますが、以下、お伺いをいたします。 

 この辺につきまして、具体的にどのような実施内容であったのかをお伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） それでは、平成２８年度の教育方針についてのご質問にお答え

をいたします。 

 まず、１点目のＩＣＴの活用についての具体的な実施内容でございますけれども、三上

小学校と野洲中学校の２校を研究推進校として、児童・生徒用のタブレット、教師用のタ

ブレット、電子黒板並びに大型モニター等を配置いたしました。これは１学級の子どもら

が全員使える、もう少し具体的に言いますと、４０台の児童のタブレット、大型テレビ１

台、電子黒板１台を１学級で活用できる、そういうようなものを整備したところでござい

ます。 

 それに加えまして、三上小学校、あるいは野洲中学校と同じではございますけれども、

教師１台のタブレットを使った場合とか、グループに１台タブレットを使うとか、各児童・
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生徒にタブレットを全員に渡して活用するといった、いろんな使い方を分けながら、国語

とか社会科、数学科、理科、生活科、音楽科、図画工作科、体育科の授業で実践をしてい

るところです。中学校も大体同様の活用をしております。ただ、中学校では生徒用のタブ

レットからインターネットを検察いたしまして、授業で使用します資料収集や調査等の活

動も行ったりもしております。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） ありがとうございました。昨日の梶山議員の中でこれと同じよ

うな質問がありました。梶山議員でしたっけ。入った時期がちょっと遅かったので、あん

まり使えていないでしたか、何かそういうことがあったんですけど、じゃ、ここでそれま

での、去年度の成果といいますか、効果をお伺いしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 今申し上げましたような機器等につきましては、昨年の２学期

から導入をしまして、各学校におきましては、それの効果的な活用につきまして教員の研

修等を進めてまいりました。したがいまして、まだ６カ月ぐらいしか実際のところは活用

できていない。しかも、各教室に１セットといいましょうか、そういう状況でございます

ので、全ての学級の先生方が何度も使われるといったような状況ではないということはご

理解いただきたいと思います。 

 そういった中で、ＩＣＴの活用による授業ですけれども、効果の１つ目としましては、

映像やデータ等で記録をしたり、あるいは保存ができますので、それを再度、可視化、見

えるようにすれば、それをもとにしながら話し合ったり、あるいは自分の考えを述べたり

といったようなことができて思考力を深める、そういう効果が１つは考えられると思いま

す。 

 ２つ目としましては、子どもの学習の足跡をスクリーン、あるいはテレビに映し出しま

すので、友達の考え、あるいは意見を短時間の中で共有することができます。そして、そ

れを見て、誰々君の考えはこういう考えだなとか、私とは少し違うなとかいったような、

そういう多角的な見方とか考え方に触れ合うことができまして、お互いに教え合ったり、

学び合ったりすることができるという効果があります。 

 ３つ目としましては、特にこれは算数、数学科、あるいは技術・家庭等の教科に限定さ

れるかもわかりませんけれども、グラフとか図形等を作成しまして、それを回転させたり、
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あるいは視点を変えて見たりというようなことができますので、そこから、例えば三角柱

の形はこんな形、上から見るとこういうふうになるとか、横から見るとこういうふうにな

るとか、あるいは円の面積を求めるときなんかは普通定規なんかを使いますと、１６分の

１から３２分の１ぐらいの、もうそれ以上は細かくできませんけれども、こういった教材

を使いますと、１２６分の１ぐらいで、ほとんど長方形ぐらいの形が見られるとか、そう

いったことがございます。それをもとにしながら考えを深めるということができます。 

 ４つ目の効果としましては、個々の子どもの理解度、能力等に合わせながら、学びを推

進することができるといったような効果も考えられます。 

 今申し上げましたように、これらの特徴を生かした授業をした後ですけれども、子ども

たちに感想を聞きましたところ、授業がとてもわかりやすいとか、あるいは友達の意見が

わかって、自分の考えが深められたとかといったような感想もいただいているところです。 

 一方、授業をしました教員に聞きますと、 近の若い先生はそんなのに非常にたけてお

られますので、ベテランの先生と一緒に交流ができて、ＯＪＴの研修が深められたとか、

あるいはこれまでですと、学習の教材をつくるのに随分と時間がかかったわけですけれど

も、今はデジタル教材とか、そういったものが入っておりますので、そういった手間が省

けるといいましょうか、時間的な余裕ができてまいりますので、そんなものを見せて、そ

してしかも効果的な学習ができるというふうな、そんな意見も聞いているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） かなり効果はあるようで、私も技術のタブレットの使い方で学

校の先生と話していましたら、今言われるように、四角形やとか直角三角形を回したらど

んな格好になるというのはこれがあれば一目瞭然、すぐわかるというようなことを先生も

話していましたので、ぜひとも効果は大きいかなと。ただ言われますように、全員に当た

っていないというとこがありますので、しっかりと実施をしていてやって、いい結果を出

して、全員に当たるように持っていっていただければなと思います。 

 それでは、今年度は、じゃ、具体的にどのようなことを取り組みされるのか、お伺いい

たします。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 今年度につきましては、平成２８年度のことだと思うんですけ
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れども、研究推進校が２校ございますので、その学校でさらに研究、実践を深めていただ

こうと、そんなふうに思っております。そこでの効果的な取り組み、あるいは課題等を整

理しながら、今現在、市の方で設置をしておりますＩＣＴの活用検討委員会の中で、さら

に議論を深めていただきながら、あるいは評価をしていただきながら、ＩＣＴの活用の熟

度を高めていきたいと、そして他の学校での取り組みができるように進めていこうと、そ

のように考えております。 

 あわせまして、これは２８年度でございますけれども、県の総合教育センターで新たに

子どもの確かな学ぶ力を育むためのＩＣＴ活用プロジェクト研究事業というのが実施され

てるというふうに聞いておりまして、昨日開催をいたしました校長会でもそれに積極的に

応募をして、そして各校の研究といいましょうか、あるいはすぐにＩＣＴの環境が導入さ

れた時点ですぐに活用できるような、そういう研究をさらに深めてほしいといったような

ことは校長会の方で呼びかけたところでございます。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 今、 後にお話がありましたその県のＩＣＴの運用プロジェク

トというんですか、これは抽せんで何校かが決まるんですか。全校では、応募したのは全

部じゃなくて。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ちょっと確かな情報ではないんですけれども、県内から応募を

した小学校、中学校、各校種別だったように思うんですけれども、１０から１２校と、こ

れは数は確かだと思うんですけれども、応募した中から選ばれると。地域性やらを考慮し

た上でのことだと思うんですけれども、そういうふうに聞いております。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） はい、わかりました。ぜひとも選ばれるといいなと思います。 

 それでは、２番目の核家族化の進行や地域社会の人間関係の希薄化、情報通信環境の急

激な進捗により子どもを取り巻く環境が大きく変化する中で、子どもの育ちを懸念してい

ますという表現があるんですけど、この子どもの育ちを懸念するというのは何か、どうい

う懸念を言われるんでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） いろいろと現場、あるいはＰＴＡの方、いろんな方と話をした
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りしている中で、私が懸念しているのは、１つは規範意識や社会性などの低下、それから

２つ目としましては、コミュニケーション能力の低下、３つ目が忍耐力の低下、４つ目が

学ぶ意欲の低下、そのあたりをちょっと気にしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） ありがとうございました。そう言われてみると、そういう感じ

しますね、今の時代、何か。じゃ、こういうものを解決というんですか、対応していくに

は学校、または家庭でどのようなことが必要とお考えでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） こういった懸念を解決するのには、私は、やはり子どもの育ち

を支えるのは私たち大人の責任であると、そのように考えております。私たち大人は、や

はり子どもの現状にしっかりと目を向け、子どもの成長を阻害している要因が一体何かと

か、あるいは適切な支援ができているか。また、子どもの手本となるような行動がとれて

いるかどうか。こういったようなことを確固たる信念を持って子どもを導いているかどう

か、いま一度私たち大人が真摯に振り返り、改めて考え直す必要があろうかと、そんなふ

うに思っております。 

 その上で、家庭は、やはり全ての教育の出発点であると、そのように捉えております。

家庭は家族の愛情によって結ばれた安らぎの場でもあり、団らん、ふれあいを通して人間

性の基礎を形成することではないかと、このように思っております。 

 また、子どもが日々の生活を通して、基本的な生活習慣や豊かな情操、他人に対する思

いやり、善悪の判断などの基本的な倫理感、そういったものを身に付け、当たり前のこと

が当たり前にできる、そういう基礎づくりをする場でもあろうかと、そのように思います。

学校は仲間との関わりを通して生きる力を育み、一人ひとりの特性に応じた心身の育ちを

促し伸ばす場だと、そのように考えております。すなわち自立した社会人となるために確

かな学力や豊かな人間性、健やかな体をバランスよく育てることだと思います。そのため

には学校は子どもたちが人と支え合って生きる大切さを知ることができるよう、教育活動

を工夫すると共に学ぶ喜びを実感できる、そういう豊かな学習機会を提供することが大切

ではないかなと、そんなふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 
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○１３番（丸山敬二君） なかなかこの辺は難しい問題かと思うんですね。先日も、昨日

教育長からちょっとご紹介ありましたけど、野洲小学校の評議委員会がありまして、いろ

いろ話をしていましたら、やっぱりこういうことで家庭の教育というんですか、家庭との

関わりはどうなんやろうという話が出まして、確かに極論をすれば、朝は、親というか、

集団で登校していって、帰りは地域のお年寄りが待っているという、こんなのはどうやろ

うとか、そういう話も出て、やっぱり家庭で、先ほど言われたように教育の原点は家庭や

とか、おっしゃったと思うんですけど、この辺の家庭のところが大事やと思うんですね。

この辺は非常に難しいとは思いますけど、そういったところを教育委員会としてはどのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 家庭教育にどう入り込むかという部分は非常に難しい問題がご

ざいまして、教育委員会でもいろいろと議論はしているところでございますけれども、Ｐ

ＴＡと主体となって、やはり家庭は子どもを育てる場なんだということをもう一度保護者

の方にしっかりと認識をしていただいて、そしてそのためには保護者としてこういうこと

をやらないといけないんじゃないかなというようなことをＰＴＡの連絡協議会なんですけ

れども、そのあたりで議論をしていこうという動きが今ございますので、その動きに合わ

せながら、教育委員会もその動きを支援していきたいなと、そんなふうに考えているとこ

ろです。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） 学校のアンケートを毎年とっているんですけど、その中には、

今、教育委員長がおっしゃったようなことが入っていますし、１つは、やっぱり気になる

のはＰＴＡの活動が多過ぎて負担に思うとかいう声もありまして、なかなかこれ難しいと

ころがあるのかなと、このように思っております。 

 次に行きます。 

 平成２７年度は文化遺産の継承と豊かな文化の創造が大きい項目として上がっておりま

したけれども、２８年度は教育振興基本計画の中で、体系が変わったということもあるの

かな、簡単な文言で済まされているような気がします。小中学校でこそ文化遺産や伝統文

化の教育は必要かと思いますが、この点いかがお考えでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 
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○教育長（川端敏男君） 伝統文化の教育に関するお尋ねでございますけれども、野洲市

教育振興基本計画第２期の中の目標９のところに、文化・歴史資源の保存・活用を取り上

げておりまして、具体的な施策につきましては、これまでと同様に扱うこととしておりま

すので、ご理解をいただきたいと、そのように思っております。 

 伝統文化の教育に対する考え方でございますが、国際社会のグローバル化が進行する中、

さまざまな国、あるいはさまざまな地域の人と協調しながら主体的、創造的に生きていく

ためには、やはりきのうも申し上げましたけれども、日本人としてのアイデンティティー

をしっかりと持つことが私は重要だと、このように考えております。そのためには、やは

り我が国のすぐれた伝統と文化につきましてしっかりと理解をし、先人のつくり出した文

化財や文化遺産に対して誇りを持ち、それらを継承、発展させていこうとする意欲と態度

を育てていかなければならないと思います。 

 現在、小中学校での伝統と文化教育につきましては、教育活動全体の中で推進するとい

うふうになっております。各学校では、それぞれの学校の教育計画に基づきまして、教科

等の学習指導の中で計画的に実施をしているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） きのうの質問の中でも、今、要は英語の教育のあの中でも、今、

教育委員長はそういうことをおっしゃられていました。英語よりか先にこういった日本独

特の国語やとか、こういった日本独特の文化、古来のものを、やっぱりそれを学んで外国

人に接するのが先と違うかというようなことやったと思うんですけど、全くまさにそのと

おりだと私も思います。 

 過去に中学校に着物の寄附があって、授業の中で着付けの指導もあったように伺ってお

ります。こういった着物とかいう日本古来の伝統文化、この教育をどのように考えている

のかをお伺いしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 寄附をしていただいた中学校にお尋ねをしたんですけれども、

現在も学校行事等でその着物は活用をしているということでございました。 

 なお、着付け教室等につきましては、これは費用がかかるということで実施をしていな

いと、そういう報告は受けております。 

 以上です。 
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○議長（市木一郎君） 丸山議員。 

○１３番（丸山敬二君） はい、わかりました。そしたら、これに限らず、日本古来の伝

統文化といいますか、それは子どもたちにもぜひとも教えてやっていただきたいなと、こ

のように思います。 

 終わります。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 先ほど丸山議員の産科のご質問で、私は「産科は野洲と草津」と

言いましたけども、守山にも民間で１４床の分娩と入院ができる病院があるということで

すので、訂正をさせていただきます。市民病院ではないです。民間病院であるということ

です。 

○議長（市木一郎君） 以上で、通告による代表質問は終結します。 

 （日程第３） 

○議長（市木一郎君） 日程第３、次に、一般質問を行います。 

 一般質問通告書が提出されておりますので、順次、発言を許します。 

 その順位は一般質問一覧表のとおりであります。 

 なお、質問にあたっては簡単明瞭にされるよう、希望します。 

 それでは、通告第１号、第１４番、鈴木市朗議員。 

○１４番（鈴木市朗君） それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 今までの代表質問を聞いておりますと、特に今回提案されています病院の関連予算に関

しまして、さまざまな議員諸子のご意見等がございました。私も今回、今現在の野洲病院

の診療体制等について、若干の質問をしてまいりたいと思いますが、その前に今日、いろ

いろと野洲病院の役職、理事の関係の資料を上げてきたんですが、昭和６０年から６２年

までの間に３億、３億、３億で、合計９億円の貸し付けが行われているということでござ

いますが、この９億円の貸し付けに対する今現在までの未償還額、金額は定かではないん

ですが、これが今まだ約３億か４億ぐらい未償還として残っているのかなというような、

思いをしておるわけです。そしてまた、なおかつ平成１０年１１月には２１億円というよ

うな損失補償を野洲病院の方にされておるというような現状がございます。こうした中で、

そのときの、やっぱり病院の経営者である理事の方がこの中におられたという中での今日

のこの病院に関する質問で、その辺のところが私はちょっと合点がいかなくて憤慨してい

るような感じで聞いておりました。 
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 平成６０年、６２年の９億円というのは、これは当然、宇野勝の時代、また助役が山崎

甚右衛門さんという形になっております。私が今思い出しますのは、私が初当選させてい

ただきましたのが昭和６３年２月でございます。ですから、もう既にこの９億という貸し

付けは既に実行されていたというような中で、私は議員生活をずっと送ってきたわけでご

ざいます。そうした中で、この当時、宇野勝町長の言い分、また山崎甚右衛門助役の言い

分としては、聞きなれない、若干、今、市長もちょっとこういう言葉を触れられたことが

あると思いますが、公設民営という言葉がこのときに出てきた言葉です。いったい公設民

営って一体何だろうなというような思いを私も抱いて、いろいろな部分で勉強してまいっ

たわけでございますが、早い話が公設民営ということは、この９億に対して公設で経営実

態は民営にさせていくんやというような、うまくかわしていくような言葉だったなという

ようなことを今思っております。 

 それはそれとして、平成１０年の２１億円のこの損失補償もこれはまた大きな問題とな

って、今後取り組んでいってもらわなければならん問題やと私も思っております。 

 それでは、私の本旨の質問に入らさせていただきます。 

 市立病院整備については、平成２５年、２６年度に基本構想、基本計画により整備する

ことで市議会において議決された。しかしながら、平成２７年１１月５日の臨時議会で関

連する予算が否決されました。野洲病院は、予算議決の影響を受け、２８年度の医師確保

が困難な状況となり、小児２次救急の輪番体制の中止、また土曜日の一般外来診療が休診

となっております。 

 このような中、地域医療の貢献を果たす目的で、土曜日の診療は内科、外科、小児科の

み救急医療体制が強化され、一部の専門外来（呼吸器疾患、脳腫瘍疾患、胃、股関節疾患）

は完全予約制で継続している状況となっております。 

 このように予算否決による影響は極めて重大で、診療体制の低下、新病院整備に尽力願

った多方面にわたる関係者への信用の失墜、さらに市民に大きな不安を強いる結果を招き、

市民のよりどころであった中核医療環境は激変いたしました。 

 この中で、特に私が申し上げたいのは、小児科の２次救急の輪番体制の中止ですね。私

どもの市、どこの市でもそうなんですが、４名の湖南広域の議員が所属しております。こ

の４名の湖南広域の議員さんは野洲が小児救急ができないというような事態を本当にどの

ように受けとめておられるのか。４名の議員にこれを深く反省してもらいたいですよ。小

児救急がないのは野洲だけですがな。この中に４名の議員さんがおられるでしょう。こん



 －193－

な恥ずかしい話はありますか。どこの市でもきちっとした輪番体制で臨んでいるんですよ。

うちの湖南広域に出ておる議員４名は何をしているんですか。 

 それから、過去の例をとってみますと、今現在、平成２８年、これは済生会病院が２２

８日、守山市民病院が８１日、近江草津徳洲会が５６日、空白日なし。野洲だけが入って

おりません。平成２７年では済生会病院が１６２日、守山市民病院が８７日、野洲病院が

６４、草津徳洲会５３、野洲病院が２７年度では６４日も受けているんですよ。２６年も

７２日、２５年も７４日。７４受けています。２５年も６８日、２３年も７１受けていま

すね。そうした中で、私が先ほど申し上げましたこの予算否決によって小児科の先生が引

き上げていったというような、情けないような状況になっておるということは、本当に残

念でなりません。 

 今、いろいろなことを申し上げましたが、こういう状況の中で、私が質問していきたい

ということについて、まず１点目、予算否決を受け、滋賀医科大学との信頼関係が薄れて

きたと聞くが、市民の安心安全を守る上でこのような状況にあってはならない。信頼回復

を得る手だてはどういうようにされますか、お尋ねいたします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 鈴木議員の野洲病院に絡んでの滋賀医科大学との信頼関係を確保

ですけども、前から申し上げていますように、もともとの信頼関係は消えていました。小

児救急ができないという状態は潜在的にあったわけです。今の新病院問題とは別に私は何

度も滋賀医大に行って主任教授にお願いして、女医さんで２人を３人ということで確保し

てきました。ここに新病院の計画が出てきたので、当然、滋賀医大との連携強化は必要だ

というので、その背景に一番ある京大と含めてお願いをして、あり方検討から始めていま

す。その信頼関係の中で、お医者さんも派遣しようということで、本来ですと信頼関係が

なかったものをもう一度掘り起こしてここまで来ているということで、失われているんじ

ゃなしに、もとに戻りつつあるという状態です。他の議員さんにも説明しましたように、

その都度きちっと説明に行っています。 

 医大の学長とか病院長が自ら野洲の議会では賛否が競合しているような検討会に出てき

ていただくというのは、これは本当にすごくありがたいし、普通だったらあり得ない。そ

れほどあり、野洲の医療、あるいは野洲だけじゃなしに、ある程度広域的な観点からも必

要だというふうに考えていただいているかというと、職員を含めて、私たちが説明してい

るからだというふうに思っていますので、何とか信頼関係は築けていると思いますけども、
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一番はここで、何が何でも賛成して下さいと言いません。大いに議論していただいた上で

透明性を保って結論を出していただく。丸を出していただくのが一番の採決をしていただ

くことが一番の信頼関係の実行になるというふうに思っています。 

 今回も何回も同じ議論が出ていて、私は本当にこれネットで出ています。経過も出てい

ます。産科が必要だとか要らないとか郵便局を移したらどうかとか鈴木さんの会派からの

代表質問、これも私は、やはり信頼関係がプラスにならないと思っています。プロセスが

大事ですから。信頼関係というのは、やはり誠実に建設的な議論をして、そして結果を出

すということが信頼関係の構築に一番重要なことだというふうに思っております。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） えらい私の会派のことで、ごえんさんの説教を受けたようなこ

とで、えらいありがたい説教、身に染みて承っております。 

 小児科の場合、潜在的な要素が含まれていたという、小児科ね、小児科の先生が引き上

げたというのは。潜在的な要素が含まれた上での否決を受けて、こういう状態という。ま

あ 後まで聞いて下さいな。私が気にし出しているのかもわかりませんけど、私はまだ時

間ありますので、というように受けとめました。 

 あり方検討委員会等、全ての委員会に私も出られる範囲内に傍聴に出て、また馬場学長

さんというのは、非常に温厚な紳士の学長さんで、傍聴者に対しても何か意見があれば発

言して下さいというような、発言も求められて、私も２度ほど発言させていただいた経緯

がございます。こうして、滋賀医大の学長がその座長になって、県下広しいえども、座長

になって、そこまで進めてきていただいたというのは、滋賀県でもどこの京都府下へ行っ

ても、医大の学長がそこまでやっていくというようなことは私も聞いたことがないし、滋

賀医大が野洲市民病院に対して力を入れてくれているというその姿勢を見ると、これは普

通じゃないなと、これはほんまに滋賀医大イコール野洲市民病院やなという思いを持って、

病院建設に関しては非常に期待もしておりました。 

 そういうようなことからいたしましても、全ての診療科において、やはり優秀なドクタ

ーを派遣していただいているという経緯がありまして、平成２６年、平成２７年度の単年

度、単年度の収支なんですが、これ、黒字に転換していますわね。お医者さんというより、

病院とか開業医の先生方というのは、本当にドクターの腕次第で患者さんが来るんですよ。

いいドクターが来ればお客さんも一緒に来てくれるというような、そういう昔からの古い

ジンクスがあるようなことがうかがえますので、やはり２６年、２７年度、２年間、単年



 －195－

度、単年度で黒字になったという経緯は、滋賀医大がそこまで力を入れてくれたらそうい

うような結果につながっていったという思いをしております。ですから、やはり医大との

信頼関係を構築していくには、これは絶対必要やというような思いを持っております。 

 今、信頼関係が失われたことは、市長、ないんですか。信頼関係が回復しているという

ような捉え方でいいんですか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 信頼関係は維持できているというふうに思っています。 

 それと、もともとなかったのは新病院への期待で信頼関係が再構築できてきているので、

新病院の先行きが昨年の秋に不透明になったがために今回の現象が起こってきたというこ

とを先ほど申し上げておるわけです。 

 それと、今の学長は塩田学長ですけども、これもすごいことで、学長が替わられても継

続的に、個人の意思じゃなしに、大学として応援しようということなので、馬場学長のこ

とを言っていただきましたけども、昨年に学長が替わっていますけども、引き続いて、京

大から来られた学長も同じように座長になっていただきます。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） では、２８年度についての医師確保、小児科の実態は２７年度

と比較してどのように変わっていきますか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 実数で申し上げますと、これは野洲病院のことですので、確認を

した限りでは２７年度常勤医師数２３人、平成２８年度、来年度この４月からも、現時点

では同数で確保できるというふうに考えております。 

 また、小児科医師の配置実態は、平成２７年度常勤医師３名で、うち２名が女性の医師

でしたが、２８年度は前年比１名減になって常勤２名で、うち１名が女性医師と、現時点

ですけども、ということで動くというふうに聞いております。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） そうすると、２７年と比較してドクター２３名というのは変わ

らない数字、小児科の先生が１名減というようでいいわけですね。 

 次に、２７年度の一般外来者数、これ土曜日、２８年度は一般外来がなくなるというこ

とですので、２７年度の土曜日の外来者は何名ぐらい来ておられましたか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 
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○市長（山仲善彰君） 平成２７年１２月末現在の土曜日の一般外来受診者の総数は１万

５０人です。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） とすると、土曜日の一般外来休診による、この１万５０人とい

う方の影響というのはどのように分析していけばいいわけですか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 影響というところまでは言えませんが、まず、土曜日については、

潜在的に課題がありました。今回の新病院では土曜日は診療しないことになっています。

その理由はこれも公の検討委員会ではっきりしているように、野洲病院も閉じようとして

おられるし、医師会は医師会で土曜日については開業医できちっと対応できるというふう

に確認いただいていますから、そうなっています。 

 ただ、平成２８年度４月からの土曜日の一般外来の休診後の体制ですけども、内科、外

科、小児科においては、土曜日に各１名の医師が配置されて救急の対応はできる体制が整

えられています。 

 それと、市内の３５診療所のほとんどが土曜日の午前中診療されており、また内科診療

所の２カ所は午後も診療されているので、影響は少ないというふうに。ただ、冒頭申し上

げたように、厳密にはわかりませんけども、こういった医療の供給が見込まれるので、大

きな 悪の影響とかいうのはないと考えています。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） ただいま、市長からまず説明を受けましたが、いずれにしたか

て、１次の開業医の先生にお願いしていかんならん部分も出てくる。そうしてまた、緊急

等については、ただいまお聞きいたしました、救急の場合のドクターが１名ずつ張り付い

ているということですね。それで、私もちょっと安心したようなことですが、例えば２７

年度の２次救急の小児に関しての、先ほど私は申し上げましたかな、先ほど、私の方が先、

答えを言いましたな。 

○市長（山仲善彰君） もう一回聞いていただいたら。 

○１３番（丸山敬二君） ほな、もう一度お聞きいたします。２７年度の救急患者ですね、

小児科、これは何名ぐらい来られましたか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） ２７年度の小児救急の受診者の数字ですけども、２７年度といい
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ますか、２８年１月末の、これは日数にしたら３１５日分になりますけども、湖南広域小

児救急輪番医への受診者数は全体で、まず６，８２３人です。このうちの野洲市民は７０

１人です。なお、野洲病院はこのうち５３日、３１５日のうちの５３日を輪番で受け持っ

ており、受診者数は１，０２９人です。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） はい、ありがとうございます。２７年度の、今、小児科の野洲

病院が受け持ったやつで７０１名ということで、この数字を見ておりますし、大変ご努力

をしていただいたということがうかがわれます。 

 次に、２次救急の輪番体制の中止により広域医療に貢献されていない現状と今後の対策

については、どのようにお考えですか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） ２次救急が来年度から実施できないことの今後の対応ですけども、

まず昨年１１月５日に否決をされてから速やかに湖南４市の首長で集まったときに３市の

市長に、野洲市では来年度２次救急を受け持てない可能性があるので、そこは一緒に課題

として取り組んでいただきたいということをお願いして、そこから物事が始まっています。 

 制度的には野洲病院は平成２８年度の湖南広域小児救急輪番病院を撤退することになり

ますが、救急告示指定病院としては存続されていますので、広域医療貢献は継続されるも

のと考えております。 

 しかし、市内で小児２次救急医療の輪番病院以外病院がないということは、これはまこ

とに深刻で憂慮すべき事態だと思っていますので、本当に速やかに、野洲病院があったら

いいという問題ではなくて、今の野洲病院には展望がなければお医者さんは戻ってきませ

んし、これまで頑張ってきていただいている有能な、使命感を持ったお医者さん、看護師

さんをはじめ、医療関係者も本当に心配しておられます。滋賀医大の問題じゃなしに、野

洲病院で長年頑張ってきた人も新病院があるからということで、今、頑張っていただいて

いますので、２次救急の話じゃなしに、根幹的な医療が崩れると思っています。おどかす

わけじゃないですけども、今月にいい方向で採決がなければ、私は市長である限りは提案

をし続けると言うていますけども、そんなぐらいで、もたないと思っております。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） ちょっと風邪を引いていまして、せきばかりしまして、申しわ

けないです。 
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 私は小児救急とか、そういうものを取り上げてきましたが、いずれにしたかて、２次救

急、２次医療が今このような状況になっているということは、今日は午前中代表質問や何

やかやで、新病院に対するさまざまなご意見は出ておりましたが、今現在の２次医療の野

洲病院をどのように持っていくかというような議論が何もされていないんですよ。だから、

基本もされていないのに、何やかやと賛成、反対というような話をされていますが、今、

この野洲市民が抱えている２次医療というあり方をもっともっと議員の皆さんも深く掘り

下げて考えていく必要があろうかと思います。数字を言っても、でたらめな数字をはっき

り言うてはる議員もおられました。だから、そういうような状況の中で、この場で議論す

ること自体が間違いなんですよ、本当に。深く反省してもらいたいです。 

 市長の、医療に対する市民の不安があるということは、市長自身も、やはり思っておら

れるわけですね。その辺、どうですか、市民の不安というの。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 市民の不安は当然ですし、客観的に考えても、いつも言っていま

すように５万人の入院、１０万人の通院、そしてこれだけの救急医療を受け入れている、

救急車だけでも６００台を超えていまして、そのうちの救急車以外も含めると１，０００

人が医療を受けておられる。湖南は３１５日ですから、本当はもっと多くなると思うんで

すけども。だから、心配以前で客観的に医療サービスがあるかないかで政策判断をすれば、

自ずから結果が出てきます。 

 後だけ、ちょっと長くやりますけど、クリーンセンター、私はもう老朽化しているの

を知っていました。合併のときも誰も課題視しない。前の市長に話しても「それは大丈夫

だ」とおっしゃった。でも、これは手を付けないとだめだと思ったので、なってすぐに手

を付けていきます。なった、就任した年にもう大篠原へ行って、古くなっています、まず

それを説明に行きました。じゃ、次だ。だから、すぐに動いています。学校の耐震化も全

然動いていませんでした。これは危ない。ましてや、保育園は耐震化できなくて、アスベ

ストまで入っている。雨水幹線も誰にも言われていません。要望もなかった。さっき言っ

たように友川を見に行って、手を付けています。 

 だから、市民の不安はもう重々感じておると共に、野洲市の課題として客観的に必要な

ものだというので、やっているわけですね。国８も誰も私に言っていただけない。前から

の課題であったのをもう一回掘り起こしに行っていると私は思っています。 

 だから、野洲の病院も全く一緒で、５万人のまち、背景人口を入れたら１０万人、これ
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だけの医療サービスを抜かすわけにいかない。そこに野洲病院としては、新病院をと言っ

てこられる。でも、誰が病院じゃなしに、市に言ってこられたら、市が責任を持つという

ことを専門家がさっき言っておられた滋賀医大を含めて、これだとおっしゃっているわけ

ですから、だから、市民の不安とか思い以前に、客観的な政策決定としてあるべき政策だ

というふうに私は思っています。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） クリーンセンターの話が出ましたので、一言だけクリーンセン

ターについて、私の知っている範囲で話をさせていただこうと思います。 

 今でも改修に入っていただいていますが、このクリーンセンターは平成６年ごろに野洲

中主の一部事務組合で大規模改修に入りました。樋口君らは知っておられると思うわ。大

規模改修が入ったね、平成４年か５年ごろ、一部事務組合でね。そのときの経費は約２１

億ほどかかっています。今ある現在のクリーンセンターの大規模改修で、１号炉、２号炉、

全て改修していくのにね。その２１億を改修費としてかけて、それが、今、市長がおっし

ゃっていました耐用年数が確か私の記憶では平成１９年がタイムリミットやということで、

一部事務組合でずっと運営してきていって、平成１９年から今まで、だましだましクリー

ンセンターを操業してきたわけですね、私の記憶ではね。 

 だから、そういうことの中で、今、市長がおっしゃいましたように、何にも手を付けて

へん当時、今の市長がこうして思い切って手を付けていただいて、新しいクリーンセンタ

ーもいよいよスタートしていくというようなことを私もこれは誇りに思っております。あ

なたにも感謝していかなあかんなと思っています。いや、手を振らんでもいいがな。はい

と言うてたらいいねん。そういうふうに思っています。 

 ですから、今の市長になって、やっぱりやらんならんときはやらんならんというような、

国８でもそうですやん。前回、私は質問させていただきましたけれど、ちょっとも動かん

と、あの状況でずっととまっていたんですやん。それは草津、栗東、守山、野洲の期成同

盟をつくって、初めて、これ３年ほど前から動きかけたんですが、そんなん何にも動いて

いないんですよ。やはり、やるべきときはやっていく。やっていかんならん。病院もそう

なんです。やらんならんときはやっていかんならん。やる前に何をしていかんならんとい

うたら、今現在の野洲病院を、やはり５万何がしかの市民が安心して新しい病院ができる

まできちっとした２次医療の体制のもとで診察が受けられる、そういうような体制をきち

っとつくり上げていかなければ、新しい病院ばかり議論していてもこれはだめなんですよ。
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ですから、私はその部分を、やはり大事にして５万何人かの市民の生命と財産は消防やけ

ど、健康と福祉、命を守っていきたいというような思いを持っています。 

 それで、 後になりますけれども、市民約５万８００人の命、健康を守る市民病院建設

に向けての市長の決意を 後にお伺いして、質問を終わりたいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 新しい市民病院整備に向けての決意というお問いかけですけど、

まず国８は草津は入っていませんので。 

 それと、新しい病院を議論するんじゃなしに、野洲病院の２次救急とおっしゃいますけ

ど、これは新病院がなかったら２次救急は戻ってきません。新病院があって、信頼関係が

一層高まって、医師の派遣ということだと思っています。 

 それと、さっきの図らずも言いましたけど、私どもは課題解決にあたって仕事を進めて

いますから、決意で進めていません。決意は危ない。客観的に政策として必要なものを皆

さんで合意していただこうということですので、決意を聞いていただくのは大感謝であり

ますけども、決意はありません。これも決意でやっていたら、とっくに摩滅していると思

います。 

 以上、お答えとします。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） 長々と申し上げまして、私の思いの一端を執行部の皆さんが心

に刻んでいただいたらありがたいなと思いまして、これで質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

 再開を午後２時３５分とします。 

            （午後２時２０分 休憩） 

            （午後２時３５分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第２号、第９番、東郷正明議員。 

○９番（東郷正明君） 第９番、東郷正明です。 

 今日は３つの質問について、質問をいたします。 

 まず１つ目に、貧困施策について、子育て支援を中心に質問をいたします。 
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 子どもの貧困率は２０１２年の厚生労働省の調査によると１６．３％、およそ６人に１

人が貧困だと言われています。２０１４年には、子どもの貧困対策の推進に関する法律が

施行され、その後、対策の方向を示した大綱が閣議決定され、地方自治体でも施策づくり

と実効性ある対策を進めていくのかが問われています。 

 野洲市では現在、社会的孤立状態にある人も含めた、さらに市民の生活再建を支援する

ための幅広い生活困窮者条例案を求められました。６月議会への提案を目指しておられる

ところですが、本市の生活保護世帯数は昨年１１月では野洲市全体の世帯数１万９，０９

５世帯に対して、生活保護世帯は１９５世帯でしたが、生活保護世帯は現在何世帯なのか

をお聞きします。また、この中に母子家庭や父子家庭も含まれているのかもお尋ねします。 

 子どもの親の離婚等により母子家庭や父子家庭が増加しています。このことによって家

庭の生活環境が変わり、母１人、父１人で生活費を稼がなければならない等大変厳しい状

況が生まれてきています。育児と働くことを両立させることは、現在の社会環境において

両親がそろっていても大変です。そういった中で、ひとり親では育児などから生活の時間

制約がされ、正規雇用で働きたいと思ってもできないというのが実態で、結局非正規やパ

ートで働いておられるのが実情ではないでしょうか。ますます生活の格差は広がります。

そこで、お聞きします。本市でのひとり親での子どもと生活をしておられる世帯数と本市

での子どもの貧困率がわかればお聞きします。 

 また、そうした子どもの貧困をなくしていくためにどのような取り組みをされてきたの

か、今後どのような取り組みをされるのかですが、特に教育への支援は重要と考えます。

とりわけどの子どもも家計の状況はさておき、教育を受ける権利を社会が保障することは

重要であると考えます。日本の奨学金制度が今、社会的な問題になっています。利子付き

の奨学金制度で大学を卒業した途端５００万円の借金を背負い、それでいて非正規雇用で

働いている若者が少なくありません。これでは将来の展望が描けません。 

 そこで、高校生への自治体独自の給付奨学金制度を創設することと現在行っている給付

奨学金の月額３，０００円の増額を図るべき考えますが、答弁を求めます。 

 ひとり親家庭の進学率について格差があると推測しますが、高校と大学それぞれの進学

状況をお尋ねします。 

 次に、ひとり親家庭の子どもが病気などで学校を休む日数は両親のいる人の家庭と比べ

て多いのか少ないのかをお聞きします。両親がそろっていても子どもの医療費は家計に大

きな影響を受けます。一昨年、中学校卒業までの医療費無料化の署名を６，０００弱提出
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し、その実現を求めましたが、かないませんでした。親の離婚により母子家庭や父子家庭

で医療費が助成されていますが、そうした家庭でなくてもぎりぎりのラインで生活してお

られる家庭は決して少なくありません。非正規雇用が拡大していく中でますます育児は大

変な状況になっています。野洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略でも、目指す将来像を

実現するための戦略として、安心して出産、子育てができる社会づくりにより人口構成の

再編を図るとしています。女性の社会進出も求められています。安心して働ける環境が本

当に必要です。親の貧困が子どもの貧困でもあり、何とか子育て支援策として医療費無料

化についても小学校卒業までぜひ検討していただきたいと思いますが、答弁を求めます。 

 ２つ目の質問です。 

 ＴＰＰ協定について、お尋ねします。 

 ＴＰＰ大筋合意で重要５品目の全てが輸入割り当ての拡大や関税撤廃を受け入れる形に

なっており、その他の農畜産物でもほとんど関税撤廃を受け入れている。農林水産省は対

策をとるので、国内農業に影響はないとか、雇用が拡大すると言っていますが、農業に携

わる多くの国民が不安と疑念を持つ中で、２月４日、ニュージーランドのオークランドで

ＴＰＰ協定の署名、調印が高鳥内閣府副大臣の出席のもとで行われました。これは国会で

重要５品目は除くとした国会決議違反であり、ＴＰＰは農業だけでなく、食の安全をはじ

め、医療、保険、地域経済に深刻な影響を及ぼすもので、到底許されるものではありませ

ん。しかも、交渉内容は秘密として明らかにされないまま交渉が進められてきました。こ

れからＴＰＰ署名した各国で批准が行われることになりますが、米国の大統領選挙でもＴ

ＰＰ協定を歓迎する声は少数派となっており、米国の議会での批准は大統領選後になるこ

とから否決の可能性すらあります。日本でも、ＴＰＰ批准が議論されることになるが、そ

もそもＴＰＰはアメリカの多国籍企業に国家主権を脅かせることも辞さず、日本の国益を

国民生活全般にアメリカに差し出すものであり、対米従属の売国政治に他ありません。Ｔ

ＰＰ協定の国会での批准はすべきでないと考えますが、答弁を求めます。 

 ３問目です。 

 若者の声を促進法で自治体の取り組みについて、お聞きします。 

 労働者派遣法が２０１５年９月に自公政権のもとで強行採決されました。改悪派遣法の

もとで派遣労働者の雇用と権利を守る闘いが求められます。厚労省が昨年１１月に発表し

た就業形態の実態調査でも非正規雇用が初めて４割に達しています。特に若者では５割を

超えています。この数字からも高校や大学を卒業しても、本当は正規雇用で働きたいと思
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っても仕方なく非正規雇用で働いているのが実態です。にもかかわらず、労働者、国民の

正社員ゼロの大改悪反対の声を押し切って、労働者派遣法の改悪を強行しました。また、

残業代ゼロを狙う労働基準法改悪法案も２０１５年４月に提出されましたが、労働団体や

法曹界をはじめとする強い反発を受けて、衆議院本会議にもかけられないままになってい

ますが、自公政権は改憲に執着しています。 

 その一方で、政府はブラック企業が社会問題化する中で、青少年雇用促進法に関する若

者雇用促進法を国会に提出しました。同法案は昨年９月に衆議院本会議において全会一致

で成立しました。日本共産党はこの法案をより実効性のあるものにするため、社民党と共

に修正案を提出し、参議院採決時には全野党がこの修正案に賛成するという、大きな変化

も生まれてきました。 

 ９月に成立した若者雇用促進法は適職選択のための取り組みの促進として、１つ目に悪

質なブラック企業の新卒求人をハローワークが拒否できる残業代不払いなど、労働時間、

賃金、休日労働に関わる違法行為を繰り返す企業やセクハラなどで企業名が公表された企

業が対象となっています。 

 ２つ目は、新卒求人をする企業の離職率等の情報提供を義務付けられます。新卒者を募

集する全企業に、努力義務として就活中の学生からの求めに応じて一定の情報開示が義務

付けられます。 

 ３つ目には、若者の雇用定着等が良好な中小企業の認定制度を設け、認定された中小企

業に対して助成金を手厚くするなど十分とは言えないものの、企業に対しての一定の規制

がかかるようになりました。 

 そこで、お聞きします。本市ではどのような取り組みをされているのか、答弁を求めま

す。 

 また、若者雇用促進法により、国は厚生労働大臣を本部長とする正社員転換・待遇改善

実現本部を設置されました。今後、正社員転換等を加速させるため、都道府県、市町村、

事業主団体、労働団体に協力要請、連携して、正社員転換・待遇改善実現プラン（５カ年

計画）が策定されることになっています。 

 １つは、不本意非正規など、目標値を設定、今後５年間の正社員転換・待遇改善の策定、

２つ目には、平成２８年４月から平成３３年３月までに、正社員転換・待遇改善プランを

実施・地域プラン、仮称の実施が求められています。 

 今、世界の流れは非正規から正規雇用への転換です。若者の雇用促進法はブラック企業
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をなくし、若者が真に働きがいのある、就労支援ができるためのスタートにしていくため

にも地方自治体で正社員転換・待遇改善プランの地域計画策定が求められています。市と

しての計画のスケジュール等を実施していくための数値目標を明らかにされたいと思いま

すが、答弁を求めます。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 東郷議員のＴＰＰ協定に関するご質問にお答えをいたします。 

 代表質問でもお答えしましたとおり、今後、国において批准に向けての手続等が行われ

ることになっております。したがいまして、国会で十分な議論がなされ、国民に対しても

内容的についてメリット、デメリット、またリスクを含めて明らかにすると共に、透明性

を確保した上で適正に判断されると共にそれへの影響についても必要なところに支援なり、

あるいは対策を打っていただけように期待をしております。 

 それと、これも代表質問で申し上げましたように、農業にしてもいろんな中小企業にし

てもＴＰＰ以前の問題がたくさんあります。そこを切り分けていかないといけないと思っ

ています。 

 先般も、市内の、良質のお米を市外に販売しておられる生産組合の総会と研修会があり

ましたので、お祝いと激励を含めて私も今年も参加してまいりました。ＴＰＰに対応でき

る米づくりということで、専門家を招いて真摯に勉強しておられて、大変だけれども、諦

めるんじゃなしに自分たちが培ってきた実績、ノウハウ、そして販路を確保していいお米

を、農産物をつくって、販売に取り組もうというふうにおっしゃっていましたので、まさ

にそういう対応が必要だと思っています。私は全面的に賛成ではありませんけども、後ろ

向きではだめと。 

 それともう一つは、金融も情報も国際的に本当に動いています。ＴＰＰで網がかかるの

は生産物ですとか食種ですとか、そういったことですけども、それ以外が既にグローバル

に動いている中でこれだけを極端にとめるということも本当にいいのかどうかですから、

もちろん全面的にどうのこうのという議論は、さっき言いましたように、国会の判断等に

委ねますけども、丸ごと反対ということでは済まないんではないかという見解を持ってお

ります。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（玉田善一君） それでは、東郷議員の貧困政策についてのご質問のうち、
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私の方から２点についてお答えをいたします。 

 まず、現在の生活保護世帯数についてのご質問でございますが、平成２８年２月１日現

在、生活保護世帯数は１９２世帯でございます。このうちに母子家庭も含んでおります。

父子家庭はございません。 

 続きまして、子育て支援策として、中学校までの医療費無料化についてのご質問にお答

えをいたします。 

 本市では、限られた財源を有効に活用していくため重点施策に位置付けた子どもの貧困

対策をはじめ、総合的な子育て施策を推進していく中で各事業の優先順位、規模などを勘

案し、現行の内容で子どもの福祉、医療助成を行っているものでございます。そのためこ

ども園の整備や病児・病後児保育など、子育て支援の充実に向けた課題がある現時点にお

いては、他の施策に優先して中学校卒業までの医療費無料化の予定はしていませんので、

お答えさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（樋口 隆君） 東郷議員の２点目のご質問にお答えをいたします。 

 貧困施策についてのひとり親家庭と子どもの貧困についてということでございます。本

市のひとり親家庭の世帯数は児童扶養手当の受給資格対象世帯数としてお答えをさせてい

ただきますと４１９世帯でございます。これは今年の２月１日現在でございます。 

 次に、野洲市における子どもの貧困率でございますが、 新の厚生労働省が発表をして

おりますのは２０１４年の発表で１６．３％ということでございます。これにつきまして

は、国が実施しております国民生活基礎調査をもとに算出をされておりますけれども、都

道府県別、あるいは市町村別にデータが示されておりませんので、野洲市の部分というの

は算出することができない状況でございます。 

 続いて、子どもの貧困をなくすための取り組みでございますが、ひとり親家庭の親に対

しましては、やすワークを活用いたしまして、母子・父子自立支援員やプログラム策定員

が関係機関と連携を密にしながら自立した生活を目指すための生活相談や就労支援を行っ

ております。 

 また、子どもに対する支援といたしましては、貧困の連鎖を防止する観点から、昨年の

４月から施行されております生活困窮者自立支援法に基づいて、生活困窮世帯の子どもを

対象としまして、学習支援事業としまして、ＹａＳｃｈｏｏｌ（やすクール）を実施して
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いただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（澤 嘉彦君） 東郷議員のご質問のうち、給付奨学金制度とひとり親家庭の

進学率、それとひとり親家庭の子どもが病気で学校を休む日数についてのお尋ねについて

お答えをさせていただきます。 

 まず、高校生への給付奨学金制度の創設ということでございますけども、本市では現在、

大学、短大、高等専門学校生を対象に就学奨励金を給付しておりますが、これを高校生ま

で対象を広げること、また増額につきましては考えておりません。まずは、国、県の施策

が充実されるべきであると考えているところでございます。学校教育としましては、貧困

の連鎖を断ち切るということから、子どもたちの学力について、基礎基本の力を確実に付

けていく取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、ひとり親家庭の進学率についてのお尋ねでございますけども、教育委員会として

本市の状況は把握をしておりません。ただ、学校基本調査、これは平成２６年度のものな

んですけども、これは全国ベースですけども、全世帯の高校等への進学率ということで、

これは９６．５％と出ておりまして、それと厚生労働省の資料によります平成２７年４月、

これちょっと調査時期が違うんですけども、これに基づくひとり親家庭の進学率につきま

しては９３．９％というふうな形で出ておりまして、ひとり親家庭につきましては全世帯

平均と比べて２．６％下回っているというような数字になっております。 

 次に、ひとり親家庭の子どもが病気などで学校を休む日数についてでございますけども、

調査はしておりませんので、ちょっとお答えはできないというようなことでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） それでは、東郷議員の若者雇用促進法で市の取り組みは

について、お答えをさせていただきます。 

 ご承知のように、若者雇用促進法ですが、平成２７年１２月１日に施行をされておりま

す。市としましては、これまで申し上げておるとおり、雇用対策というのは国の責務でご

ざいます。したがいまして、市の取り組みといたしましては、企業訪問や企業人権啓発推

進協議会などの研修会の機会を利用して、法律の内容や事業所の責務を市内企業、事業所

に対し、周知啓発をしていきたい、このように考えているところです。 
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 そして、２点目ですけども、市としての計画のスケジュール、あるいは数値目標につい

てお尋ねでございます。ご質問いただいております正社員転換・待遇改善実現プランの地

域計画ですけども、これはそもそも自治体に策定を求めているものではなくて、各都道府

県の労働局、滋賀でいいますと滋賀労働局になりますけれども、滋賀労働局に設置される

本部において策定、あるいはその計画の推進がされるものと、こういうことになっており

ます。その中で、自治体などと相互に連携を図るものとされております。したがいまして、

今後、何らかの要請等があれば、協力、連携をしていきたいと、このように考えていると

ころでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 東郷議員。 

○９番（東郷正明君） まず 初、ＴＰＰについて、グローバルな中でこれから十分な議

論をされればいいというふうなことだったんですけども、やっぱりＴＰＰは全く５品目を

除外するという国会決議も行われまして、そういう国会決議があるにもかかわらず、これ

から批准されようとしていること自体がおかしいんではないかと思います。グローバルと

いうても、ほんまにアメリカ経済中心の流れですし、もっとほんまにグローバルでいくん

やったら、もっと西側も反対派も世界がいろんなそういう政策を進めていくんだと思うん

やけども、ほんまに、今は１２カ国ですか、これ協議に参加されておられるの。それを見

たら、やっぱりアメリカ中心の経済対策というふうに思いますし、これを、ＴＰＰを求め

ているのがもともとアメリカというよりも一部の大企業やと思うんです。そういう中で、

この関税撤廃が進めれば誰が得をするのかということ、そして誰が損をするのかというの

は、やっぱり明らかになると思うんですよ。それで、ＴＰＰについての。 

 まず、ばらばらになりますが、若者の促進法に……。 

○議長（市木一郎君） 東郷議員、今の質問ですか。 

○９番（東郷正明君） はい。 

○議長（市木一郎君） 質問なら質問の形式をとっていただかないと答弁者が困りますの

で。 

○９番（東郷正明君） そういうアメリカ経済中心のものであるという、それに対してま

たお考えをお願いします。 

 ちょっとばらばらになりますけど、若者雇用促進法での問い合わせに、作成プランは県

の労働局ですか、そこが作成し、企業が指導するという形と言われましたけれども、それ
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はそれとして、さっきは求められれば協力していくと言われましたね。でも、求められな

くても、やっぱりそういう情報とか、今の情報を交換していく、今、県がどういうような

プランをつくっておられるのか、ちょっと中身はわかりませんけども、そういったものも

また市にも提供してもらい、またこっちの情報も提供し、その辺の連携をしっかりしなが

ら若者の雇用というのも求めていただきたいと思いますけども、どのように思われますか、

お聞きします。 

 貧困対策について、これまで医療費とかも他の政策を優先するとかということでしたけ

ども、それではなく、やっぱり４市の動きを見るんでなく、野洲市が率先して実行してい

く、それこそ若い人がこの野洲市に来てくれると思うんですけども、そういう先見的な、

ほんまに野洲はいいなと思われる野洲市にしていくためにそういう政策を考えていただき

たいと思うんです。もう一度答弁をお願いします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 東郷議員のＴＰＰ協定に関する再質問にお答えをいたします。 

 アメリカ中心ではないかとおっしゃいますけども、客観的に見れば、今、世界の経済の

力学はアメリカの力が大きいということからすると、相似的にそうならざるを得ないとい

うことだと思っています、よくも悪くもですね。アメリカの中でも今、大統領の民主、共

和党の指名争いで、今、東郷議員がおっしゃっていることが典型的に表れていますね。富

裕層、お金持ちの代表みたいな候補と、一方では福祉を進めるという観点の候補、そして

その間に入っている候補と。党をわたってそうなっています。だから、アメリカの中でも

決して、アメリカという総体じゃなしに、アメリカ合衆国の中でも今そういう議論がなさ

れているわけで、日本も同じように日本対アメリカとか、日本対オーストラリアというよ

りはもう少し子細に私は見るべきだというふうに思っています。 

 ですから、アメリカが主導だからだめだというよりは、もう少し仕組みの中で日本にと

って一番いい解決策がさぐられるべきであるべきかと。やはり、国会なり国の省庁、これ

も国会議員にリーダーシップをとられている大臣のもとで動いているわけですけども、私

どもはなかなか権限が及びませんけども、できるだけ、やはり情報開示をした上でと思い

ます。ただ、弁護するわけじゃないんですけども、国会で決議をしてもこれは対外交渉で

すから、当然、思ったとおりになるんだったら、これは一国独裁、世界一国独裁主義みた

いなもので、当然、国で決めても、相手があったらそのようにはいかないと。これは、や

はりいい意味でのパワーポリティクスですから、ハードパワーという軍事でいくか、経済
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交渉とか、あるいはいろんな商慣習を含めたソフトパワーでいくのかといえば、まだソフ

トパワーでやり合っている方がましですから、その中においても日本の企業とか市民が

悪の状態にならないようなところに落ちつくということだと思っています。 

 そういうことからして、私は国益という言葉も、だから、国益じゃなしに、それぞれの

国の中にもいろんな立場の方といろんな状況の方がいて、そこで思いが交錯している、こ

ういうふうにもう少し量的に捉えまえた上で動きを見て判断をしていただければというふ

うに思っております。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（玉田善一君） 東郷議員の再質問の中学生まで医療費の拡大に関するご

質問でございますけども、市の方としましては、総合的な子育ての支援の施策といたしま

して、発達支援センターや三上こども園の整備、また特別支援教育の充実など、順次、進

めているところでございますので、ご理解いただければと考えます。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（澤 嘉彦君） 現在の給付奨学金等の状況ということで、高校の授業料につ

きましては、就学支援金という形で、国、県制度ということになりますけども、支給をさ

れているところで、授業料以外ということにつきましても、国、県制度ということで、年

額でございますけども、 大１３万８，０００円というのがございます。それは市の子育

て家庭支援課と社会福祉協議会、これが受付の窓口というような形になっておるんですけ

ども、県の貸付制度でございますけども、これは無利子でございまして、教育支援費とし

て、これは年額４２万円、それと入学に際しては支度金ということでこれは 大４２万円

ということで、これは貸し付けでございますけど、こういった制度も用意をされていると

いうような状況でございますので、先ほどお答えしたように本市としては考えておるよう

な状況でございます。 

○議長（市木一郎君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） それでは、再度の質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、確認しておきたいんですけども、県というお話だったんですけども、そもそも雇

用は国ですので、滋賀労働局も国ですので、県がどうのこうのということではないという

のをまず確認しておきたいと思います。 

 その上で、要請がなくてもというお話でしたけども、現時点につきましても、先ほどお
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答えしましたとおり、支援できる取り組みとして、企業人権推進協議会の研修会であると

か、あるいは商工会、工業会等でできる、そういう機会を設けて周知啓発を図るという取

り組みは行われておりますので、それ以上、国の要請がないのに権限を侵してということ

もありますので、できる範囲での市の取り組みは現時点でも対応していると、このように

認識をしておりますので、お答えとさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 東郷議員。 

○９番（東郷正明君） ＴＰＰは５品目を除外されるとしていました。今回、それも完全

に中に入ってしまっていますけども、今回、関税撤廃の中に入っていない農産物について

も７年後にはこれ協議をしなければならないというふうになっていますし、やっぱり国益

からしても大変なものやと思うんです。そういう観点から批准すべきではないというふう

に思います。 

 それと、若者雇用促進のやつなんですけども、国の責務で、県の労働局で地域策定プラ

ン、５年計画を作成されると、そういうんですけども、それだったら、それとは別に市で

ブラック企業とかを規制するような条例も検討していただけないかなと思うんですけども、

その辺、またお聞きします。 

 それと、子ども支援については、ほんまに、やっぱり今、労働状態が、これ労働、働き

のあれと関係するんですけども、ほんまに非正規の人がいっぱいふえていて、子ども、子

育てが大変なので、より一層充実させていただくよう、これは要望しておきます。 

○議長（市木一郎君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（立入孝次君） 再々度のご質問ですけども、これは繰り返しになるかも

わかりませんけども、条例で規制というお話でしたけども、何回も申していますとおり、

国でやっていますので、市でそこまでの制ができるというのは不可能、現段階では無理か

なというように判断をしているところです。 

○議長（市木一郎君） はい、終了です。 

 次に、通告第３号、第１５番、矢野隆行議員。 

○１５番（矢野隆行君） 第１５番、矢野隆行でございます。 

 私はこの２月の定例会におきまして、大きく３問させていただきますので、明快なお答

えをお願いいたします。 

 まずはじめでございますけれども、ナンバー１ということで、道路の安全、安心な市民

生活について、お伺いさせていただきます。 
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 私たちの生活を安全にかつ快適にするため、道路照明機材、道路照明機材、公園照明機

材、カーブミラー等が多く普及していますが、それらの多くは鋼製照明用ポールの一部に

灯具反射鏡を取りつけたた形態をしております。これら鋼製照明用ポールは設置場所や気

象条件及び交通量などの諸関係によるストレスにより腐食や金属疲労等の経年劣化を起こ

しておるのが現状であります。特に、ポール下部開口部まわり、また地際部周辺の他の部

位に比べまして早く劣化が進行する可能性があるところであります。経年劣化が進行した

ポールをそのまま使用し続けると大事故に至る可能性があります。他市で事故が起きてい

るのも現状であります。しかし、そういった問題は管理者、設置者が日ごろの点検、補修

等の適切な処理を行うことによりまして、未然に防ぐだけではなく、長期間使用いただく

ことが可能となるわけでございます。 

 そこで、社団法人建設電気技術協会は昭和６３年から平成７年にかけまして、調査、検

討いたしまして、平成１１年１２月に報告した道路照明器具テーパーポール経年劣化の実

態と点検を参考にその他の照明機材への適応を考慮いたしまして、管理者、設置者が行う

鋼製照明用ポール劣化状態診断チェックリストをまとめております。鋼製照明用ポールに

おきましては、経年劣化が生じるものであることをご認識の上、本市市内におきまして、

事故が起きる前に適切な保守点検を行いまして、安全性を確保した状態で使用していただ

くことが大事であると考えております。 

 そこで、市内の状況を少し質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、１番目といたしまして、市内の街灯ポールは幾つあるのか。また、この管理状況

はどういった形で管理されているのか、お伺いさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） それでは、矢野議員の道路の安全、安心な市民生活につ

いての１点目の市内の街灯ポールは幾つあるのか、また管理状況についての質問にお答え

します。 

 道路管理者であります道路河川課におきまして管理を行っている道路照明灯につきまし

ては、市内全体で４２５基あります。そのうち、自立柱型の道路照明につきましては、２

５５基であります。 

 それぞれの管理につきましては、平成２５年度に実施した道路照明の点検結果に基づき、

倒壊等の危険のあるものについては、順次更新を行っております。 

 以上、お答えとします。 
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○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） ２番目に入りますけれども、同じように各自治会にも街灯ポー

ルとかが現在あると思いますけど、こういった点につきまして、管理状況等は掌握されて

いないかもしれませんけど、そういった状況をちょっとお伺いさせてもらいます。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 各自治会の街路灯につきましては、自治会管理になって

おりますので、把握はしておりません。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 自治会からちょっとこれを確認させてもらいます。もし、取り

替え等々、相談のある場合はどういったような処理をされているのか、こういったのをち

ょっとお伺いさせてもらいます。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 自治会なり、あるいは通行者なりからのご一報があれば

現場、あるいは現物確認をさせていただいて対応をしてまいりたい、このように考えてい

るところです。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） じゃ、３番目、ちょっと行かせてもらいますけれども、また市

内のカーブミラーポールにつきまして幾つあるのか。また、この管理状況について伺いさ

せてもらいます。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 把握しておるカーブミラーにつきましては、１，０３１

本ございます。 

 管理につきましても、先ほども申し上げましたように、自治会等からの通報によりまし

て対応を行っているところでございます。ただ、定期的な点検は実施しておりませんけれ

ども、道路パトロールの際に目視点検等を行い、腐食の高いものから順次整備をしており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 部長から定期的な点検はされていないということで、たちまち、

今、根本が腐って、いかにも倒れそうなのがあるんですけれども、これ市民から通報、恐

らくない場合もあると思うんですけど、もう一度そういった点をちょっと確認していただ
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きたい思いがあるんですけど、その辺、ちょっと確認のためにもう一度答弁をお願いしま

す。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 今、矢野議員の方から言われている箇所について、また

我々も相談を受けたら、現場確認をさせていただいて対応はさせていただきたい、このよ

うに考えますので、よろしくお願いします。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） じゃ、４番目、行きます。 

 今、街灯に伴って、ＬＥＤに取り替えが進んでおるわけでございますけれども、その進

捗状況と、実際ＬＥＤに替えたときに、その躯体ポールをどういったふうに点検されてい

るのか、伺いさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 管理している道路照明につきましては、先ほども申し上

げました点検結果に基づき、更新が必要な照明灯についてＬＥＤ型の道路照明へ交換して

いるものであり、年次的計画でＬＥＤに交換しているものではございません。そのため、

ＬＥＤ型の照明灯に交換する際には、ポールから、いわゆる器具も全て交換しているため、

躯体の点検等は行っておりません。ただ、球切れ等の交換の際に、目視点検を交換業者に

依頼して業者にお願いをしているところです。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 進捗状況がわからないということなんですけれども、先ほど、

自立型で２５５本という莫大な数があるわけでございます。随時ＬＥＤにしていただきた

いなという思いでちょっと確認させていただきました。 

 後、５番目でございますけれども、地震災害時に、本当に倒壊しそうな街灯、カーブ

ミラーというのは本当に存在しないのか。この辺、ちょっともう一度確認させていただき

ます。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 先ほど、点検結果に基づき、更新が必要と判断したもの

というものの更新をしているということを申し上げました。その更新が必要というものに

ついては１３カ所あります。その１３カ所につきましては、冒頭でもお答えいたしました

ように、順次更新をしているところです。今現在、６基は更新をさせていただいて、２８
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年度に予算計上しておりますので、随時対応をしてまいりたい、このように考えていると

ころです。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 随時やっていただくということで、市民の安全、安心な道づく

りに努力していただきたい、こういった思いで確認させていただきました。 

 じゃ、次に行きます。 

 ２番目でございますけれども、脳脊髄液減少症について、伺いさせていただきます。 

 脳脊髄液減少症といいますのは、何らかの理由で脳脊髄液が減少し、頭痛やさまざまな

全身症状があらわれる疾患でございます。脳脊髄液減少症特有の症状に起立性頭痛があり

ますが、必ずしも全ての患者にあらわれるとは限っておりません。全身症状についても個

人差が激しく、脳脊髄液減少症との因果関係が確証されていないものも数多くあるのが現

状であります。 

 脳脊髄液減少症には治療方法があるため基本的には治る病とされていますが、現時点で

は研究段階にあり、いまだに不明な部分があるというのが現状でございます。 

 脳髄液減少症は大きく２つのタイプに今分かれております。１つ目は髄液の漏出がなく、

脱水等で髄液の生成が低下し、髄液量が少なくなるタイプというのと、もう一つは髄液を

包む硬膜に傷が入り、髄液が漏出することで減少するタイプであります。厚生労働省の研

究班の診断基準、これは平成２３年の発表によりますと、髄液が漏出するタイプは低髄液

圧症と髄液漏出症に分かれておるようでございます。 

 何らかの理由で髄液を包む硬膜に傷に入り、継続的に髄液が漏れ続けることで、激しい

頭痛やさまざまな全身症状を呈するのが脳脊髄液漏出症でございます。脳髄液漏出症は、

体や頭に対する強い衝撃を受けることで発症することがあります。例えば、交通事故やス

ポーツ外傷などを原因とする場合は脳脊髄漏出症に属しております。しかし、現時点では、

全ての外傷性疾患が該当するとは限らないことが今指摘されているところであります。 

 また、交通事故、スポーツ外傷、転倒、出産、腰椎穿刺、脱水など、原因不明のことも

あるようでございます。交通事故の際に体に受ける衝撃はとても強いものであります。表

面的な外傷がなくても、脳脊髄液減少症の発症と同時に、脳や頸部を損傷している可能性

もございます。この場合、起立すると髄液の減少のために脳が下垂して、当該頸部の硬膜

に異常圧が加わりまして、激しい頭痛を生じます。この頭痛は横になると軽減するという

特徴もあるようでございます。その他、頭痛、偏頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛など、疼痛、
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全身倦怠感、目まい、吐き気、目の神経症状、自律神経症状、内分泌異常、免疫異常、睡

眠障害などがございます。 

 現段階で治療としては以下のものがあるようでございます。 

 １つ目といたしましては、保存療法、これは臥床療法、安静と水分補給、これは２週間

程度で、１日１．５から２リッターの水分を摂取しながら、これは２３時間平らになって

安静を保つことであるようでございます。 

 ２つ目といたしまして、ブラッドパッチ治療がありまして、保存療法の効果がない場合

に行われる治療であるようでございます。治療効果には個人差がありまして、２回から３

回必要とすることが多いようでございます。 

 ３番目といたしまして、アートセレブ、これは人工髄液ブラッドパッチ効果があるのに

もかかわらず、症状の緩和が乏しい等のときに使用されているようでございます。 

 そこで、気を付けたいのが子ども、要するに１８歳以下の脳脊髄液減少症は大人とは異

なった特徴がございます。小学生、中学生、高校生と成長の過程によっては対処の仕方も、

また問題も異なっております。また、大人の診断方法が当てはまりにくいと言われており

ますので、学校での先生方の対応が、本当にこれが重要になってくると考えられます。 

 小学生の場合は自分の症状を表現する力に欠けている傾向にあります。よほどひどい頭

痛がない限り、脳脊髄液減少症と気付きにくいのが特徴でございます。保護者や養護教員

など、周囲の大人がこれは十分注意するのが必要になってくるわけでございます。現実的

に小児がブラッドパッチ治療は負担が大きいために、保存療法、臥床安静、水分補給で回

復するのが望ましいとされているようでございます。 

 これが中学生の場合は体育の授業や部活が原因で発症する機会がふえているようでござ

います。また、急激に身長が伸びる年齢でもあるために起立性調整障害を併発することが

ありまして、欠席日数がふえることで、高校進学が難しくなるなど、大きな問題となって

おります。 

 さらには、高校生の場合は中学生と同様の傾向にありますが、より大人に近い年齢とな

っているため、脳ＭＲＩなどで診断できるケースがふえております。高校では欠席日数が

単位不足となりまして、進級や卒業に影響が出るようなことがあるようでございます。 

 それで、何点か確認させていただきます。まず、１番目でありますけれども、この脳脊

髄液減少症についての当局の認識について、伺わさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（玉田善一君） それでは、矢野議員のご質問の脳脊髄液減少症について

の認識について、お答えをいたします。 

 この病気は交通事故やスポーツ外傷等の後遺症など、脳脊髄液が漏れ続け減少すること

により、頭痛や目まい、吐き気など、議員が述べられた内容の病気でございます。この病

気は一般社会での認知度が低く、病気のつらさに加え、周りの理解が得られないなど、当

時者は苦しい思いをされています。そこで、平成１９年に厚生労働省では脳脊髄液減少症

の診断、治療の確立に関する研究班が設置されまして、判定及び診断基準が定められ、平

成２８年４月の治療に係る保険適用等の対策が講じられてきたものと認識をしております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 認識されていることで、ちょっと安堵しているんですけれども、

２つ目はこれ子どもたちにかなり影響があるわけでございますので、この脳脊髄液減少症

について教職員の教育が必要だと考えますけれども、こういった取り組みについて、伺わ

させていただきます。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（澤 嘉彦君） 議員ご質問の脳脊髄液減少症についてのご質問で、教職員の

教育について、お答えをさせていただきます。 

 子どもが学校でけがをした場合、保健室で治療を行い、また子どもの様子を経過観察し、

必要に応じて医療受診を行っております。原則、子どもが外的衝撃を受けて、首より上の

部分、頭ということになるんですけども、けがを負ったときは本人が病院受診を拒んでも、

直ちに学校は本人に付き添い医療受診するように徹底をしております。また、その日のう

ちに学校は保護者に連絡を取り、子どもの容態を確認するなど、 後まで子どもの様子を

見届けております。 

 また、各学校においては、教職員等が脳脊髄液減少症に関する理解を深めるために、必

要に応じて教育委員会から学校に、また養護教諭から全体の教職員への指導と学習を進め

て、学校生活のさまざまな面で適切に対応できるように指示してまいります。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） ということは、教職員には一応、教育をされているということ

でいいわけですね。 
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 じゃ、次に、３番目といたしまして、これ、今、保護者にもこういったのが必要じゃな

いかと思うんですね。そういった周知はどうされているのか、こういった点を伺いさせて

もらいます。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（澤 嘉彦君） 保護者への周知ということでございますけども、脳脊髄液減

少症の認知度が低いということもございますので、学校保健委員会や学校通信などを利用

して保護者に啓発周知をしていこうと、機会を捉えてしていこうというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） ということは、これからやっていただくという認識でよろしい

ですね。はい、じゃ、よろしくお願いいたします。 

 ４番目でございますけれども、先ほど、部長から答えていただいたんですけれども、ブ

ラットパッチ治療がかなり負担が多いのが現状でありますので、４月から保険適用が始ま

りますけども、もう一度認識について、伺わさせてもらいます。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（玉田善一君） ４月の保険適用が始まることにつきましては、患者の経

済的負担が軽減されるだけでなく、診断や治療に関する医学的知見も蓄積され、脳脊髄液

減少症の医療の対応が大きく進むことが期待されると認識をしております。 

 なお、この疾患の認知度が高まれば、早期発見、早期治療につながるため、本市でも当

疾患について啓発をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 脳脊髄液減少症というのは、本当に難しい何か症状あるらしい

んですけれども、参考といたしまして、治療といたしまして、先ほど保存とブラットパッ

チとあるわけですけども、治療後の硬膜の傷は２週間から１カ月程度で修復するようでご

ざいます。しかし、髄液露出がたまっても、髄液の生育が追い付くまでは２、３カ月はか

かるようでございます。これが一般的で、また治療後６カ月間は再発のリスクが高いと言

われております。 

 こういった症状についても、症状ごとに回復の傾向が異なるようでございますので、真
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に回復するためには１年から３年かかるようでございますので、こういった点をまた周知

していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、再発についても、完治していても、再び強い衝撃を受けることで再発するようで

ございますので、こういった点をまた注意していただきたい、こういった思いで質問させ

ていただきました。 

 次に、大きく３番目に移らせていただきます。 

 求められるコンパクトシティーへの転換のまちづくりについて、伺わさせていただきま

す。 

 これは僕も平成２５年に一度コンパクトシティーについては確認させていただいたとこ

ろで、今回もう一度確認させていただきます。進む中心市街地の空洞化。日本の都市は高

度成長期を経まして拡大を続け、政策的にも郊外の住宅地開発が進めてきたが、大店舗法

の改正などもありまして１９９０年代より中心市外の空洞化現象、いわゆるドーナツ化現

象が各地で顕著に見られるようになったのが現状ではないかと思います。 

 特に、鉄道網の不十分な地方都市におきましては、自動車中心社会、いわゆる車社会に

転換いたしまして、巨大ショッピングセンターがつくられ、幹線道路沿線には全国チェー

ンを中心とするロードサイド型店舗やファミリーレストラン、ファーストフードなどの飲

食店が出店いたしまして、競争を繰り広げているような現状でございます。また、商業施

設のみならず、公共施設や大病院も広い敷地を求めて郊外に移転する、こういった傾向が

あったようでございます。 

 一方、旧来からの市街地は街路の整備が不十分で、車社会への対応が十分でない場合が

多く見受けられるのが現状であります。昔から身近な存在でありました商店街は道路が狭

く、渋滞している、駐車場が不足している、活気がなくなる、魅力ある店舗がないなどの

理由で敬遠されて衰退し、いわゆるシャッター通りが生まれているのはこの野洲市も例外

ではないかと思うわけでございます。 

 古い市街地は権利関係が錯綜しており、再開発が進まなかったことも一因であるのは間

違いないのではないかと思うわけでございます。郊外化の問題点、進展は既存の市街地の

衰退以外にも多くの問題を抱えているのが現状であります。自動車中心の社会は移動手段

のない高齢者など、交通弱者にとっては不便であります。無秩序な郊外開発は持続可能性、

自然保護、環境保護の点からも問題であると考えます。際限のない郊外化、市街化の希薄

化は、道路、上下水道などの公共投資、効率の悪化など、膨大な維持コストを発生するな
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ど、財政負担が大きいと今指摘されつつあるわけでございます。 

 コンパクトシティーの発想は、こういった問題、課題に対しまして、都市郊外化、スプ

ロール化を抑制しまして、市街地のスケールを小さく保ちまして、歩いていける範囲を生

活圏と捉え、コミュニティの再生や住みやすいまちづくりを目指そうとするのがコンパク

トシティーの発想ではないかと思うわけでございます。 

 １９７０年代にも同様の提案がありましたけれども、都市への人口集中を招くとして批

判がされていたが、近年になって再び脚光を浴びるようでございます。再開発や再生など

の事業を通しまして、ヒューマンスケール的な職住近隣型まちづくりを目指すものであり

まして、交通体系では自動車よりも公共交通の他、従来都市交通政策において無視に近い

状態であった自転車に今スポットが当たっているのが特徴ではないかと思うわけでござい

ます。 

 自治体がこのコンパクトシティーを進めるには地方税増収の意図もあると考えておりま

す。例えばでございますけれども、地価の高い中心部に新築マンションなどがふえれば固

定資産税の増収は見込まれまして、また都市計画区域の中におきましては、人口がふえれ

ば、都市計画税増収も見込まれる。本市では、この都市計画税は今現行ありませんけれど

も、こういったものが考えられると思います。すなわち同じ自治体の郊外から中心部に市

民が住み替えるだけで地方税の増収につながることになりまして、経済停滞や、また人口

減少が予想される自治体にとってはこのコンパクトシティーが有効な財源確保策と見られ

るようでございます。 

 平成２０年には一般質問で私もこの際コンパクトシティーに対する本市の取り組みにつ

いてでありますけれども、本市では持続可能性な都市の形成を実現するために有効な手段

としてコンパクトシティーについての研究や検証を行っていくことが重要であると認識し

ており、総合計画の中で都市機能を集約したコンパクトな都市空間を位置付けていますと

の回答であったわけでございます。あれから４年ほど経過して、ようやく動き出したよう

には思うわけでございますけれども、もう一度確認をさせていただきます。 

 まず１つ目でありますけれども、本市の将来の計画としてのコンパクトシティーに対す

る見解を伺わさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（和田勝行君） 矢野議員の求められるコンパクトシティーへの転換のま

ちづくりについての１点目の将来の計画として、コンパクトシティーに対する見解につい
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ての質問にお答えします。 

 本市の計画におけるコンパクトシティーの位置付けに関しては、矢野議員がおっしゃる

とおり、第１次野洲市総合計画においてコンパクトな都市空間の形成を図ることとしてお

ります。一方、国では平成２６年８月に都市再生特別措置法が改正され、新たに立地適正

化計画制度が創設されたところです。この計画は、人口減少社会に対応することを目的に、

公共交通により拠点が結ばれた多極ネットワーク型コンパクトシティーの構築を図るため

の包括的な計画とされております。 

 本市においても、第１次野洲市総合計画に定めた方針の実現を図るため、立地適正化計

画を平成２８年度から、今回、債務負担をお願いしております、２９年度にかけて策定を

していこうと考えております。本年度につきましては、その基礎調査に当たる都市行動の

調査分析を行っているところでございます。立地適正化計画の具体的な内容につきまして

は、今後、都市計画審議会等においてご意見をいただきながら検討していくことになりま

すが、全てを一極に集中していくということではなく、現在、住んでおられるところで安

心して住んでいただけることを前提に、市民が集まりやすい拠点を公共交通で結ぶことに

より、距離のコンパクト化だけでなく、移動する時間のコンパクト化も図っていこうと、

このように考えているところです。 

 市民病院を駅前に整備することにつきましては、まさにこの考え方に沿ったものであり、

野洲駅南口周辺整備を立地適正化計画に位置付けることを予定しております。 

 なお、１月の全員協議会でもお知らせさせていただきましたが、立地適正化計画に位置

付けることにより、市民病院整備を含むまちづくり事業に対しても国の交付金事業の採択

を受けることができますので、拠点整備における財源も含めて総合的に検討を進めてまい

りたいと、このように考えているところです。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 流れが少し部長の今の回答でわかった次第でございます。私自

身は野洲全体がコンパクトなまちだと認識はしているわけでございまして、あと交通網の

整理だけをきちんとしていただければ、できるような可能性があるのではないかと認識し

ておるわけでございます。 

 まず、２つ目でございますけれども、今回、２月号の広報、これは市民の皆さんもいろ

いろ電話等々ありまして、ちょっとこの辺を確認させていただきます。本市の２月号の広

報紙におきまして、まちづくりビジョン、市では平成２５年４月に改正し、都市計画マス
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タープランにおきまして、長期的に市街化を検討していく地区及び新たに都市拠点の整備

を図る地区として、１５地区を設定しております。野洲総合戦略では今後の人口定住化の

推進のため、この１５地区につきまして、周辺の土地利用を踏まえた市街化の実現性、可

能性について検証を実施しました。 

 また、なお、この土地利用計画を皆さんに早い段階から公開し検討することは今回初め

ての取り組みであり、本当にこれは今回初めてだと思ってはおりますとありますが、この

会の趣旨といたしまして、今後の影響ですね、今回こういったので、市民に周知されたわ

けでございます。この影響はかなり出るのではないかと思いますけれども、こういった点

をちょっとお伺いさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（遠藤伊久也君） ２月広報紙におけます人口ビジョンなり、まちづくり

ビジョン、これの趣旨と今後の影響ということのお尋ねでございますけれども、今回掲載

いたしましたこのまちづくりビジョンの概要につきましては、都市計画マスタープラン、

２５年４月改定でございますけれども、このマスタープランをもとにしまして、今後のイ

ンフラ整備の状況等を踏まえた上で土地利用の可能性を整理いたしまして、現時点での市

の構想をお知らせしたものでございます。 

 昨日の市長の答弁にもございましたように、今回のように市の土地利用計画を早い段階

から公開するということはこれまでは行ってこなかったことでございますけれども、早く

からこうやって公開をすることで、今後のまちづくりにおけます公平、公正、あるいは透

明性、これを確保すると共に、この構想段階から市民の皆さんのご意見を広くお伺いをす

ることができるというふうに考えているものでございます。 

 このビジョンは、近年のインフラ整備、あるいは宅地の連担性を踏まえまして、中長期

の視点で土地利用の取り組みの構想を示したものでございます。実際の市街化区域編入等

の検討につきましては、地元の調整も含めまして、それぞれの地域ごとに都市計画法の定

めによりまして、丁寧に進めていくことになるというふうに考えております。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 丁寧にやっていただくのはいいんですけど、何か影響、一気に

出して何か市民からの影響というのは今のとこ、考えておられないのかな。この辺、ちょ

っとお伺いをしたかったんですけど。 

○議長（市木一郎君） 政策調整部長。 
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○政策調整部長（遠藤伊久也君） 今回のこの計画のパブリックコメントも出させていた

だいて、市民からの問い合わせといいますか、ご意見も頂戴いたしております。その中で

すぐに市街化区域編入ということにつきましては、これを出したからすぐに動いていくと

いうものではございませんので、今現在、市が考えている将来、長期的なビジョンという

ことでお考えをいただくということでお示しをさせいただいておりますので、すぐさま影

響ということには今ならないというふうに考えておりますし、またお問い合わせにつきま

しても、そのように、今申し上げましたような手続を今後経ていくということでご説明を

させていただいているというところでございます。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） それでは、次、行きます。 

 この中でですけど、３番目でございますけれども、将来の方向、結婚、出産を促進する

ために施策展開によりまして、合計特殊出生率２．０７以上を目標とし、自然増加基調を

維持、拡大します。また、定住施策を積極的に展開することによりまして、社会減を解消

し人口減少に歯どめをかけることを目標としますとありますが、この目標に対しての所見

とまた目標達成のために具体的にはどういったことを考えておられるのか、こういった点

をちょっと伺わさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（遠藤伊久也君） 合計特殊出生率につきましては、平成３７年、２０２

５年でございますが、１．８、平成４２年、２０３０年でございますが、に人口置換水準、

いわゆる人口が減らないための出生数といいますか、その水準が２．０７ということにな

りまして、この２．０７ということで、段階的に達成をしていきまして、その後はその数

字を維持することを目標というふうにいたしております。 

 ちなみに、野洲市の平成２６年の実績でございますけれども、１．６８というふうにな

ってございまして、これと比べますと、高い目標ということになりますけれども、市民ア

ンケートを昨年とっておりますが、そこでの回答にもございますけれども、子育てしやす

い環境が整っていた場合に持ちたい子どもの人数ということで、３人というふうに回答を

された方が も多いという結果になっております。これは全体の４１％を占めておりまし

て、希望する子どもの人数の平均ということになりますと、２．５５人という結果になっ

てございます。 

 ちなみに、栗東市でございますけども、実績、栗東市での平成２５年の合計特殊出生率
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が２．０９ということでございまして、先ほど目標で２．０７と申し上げましたけれども、

この数字については決して達成ができない目標ではないなというふうに認識をいたしてお

ります。 

 具体的な施策でございますが、既に積極的にこれまでから展開をしておりますけれども、

こども園の整備でありますとか、学童保育の充実などの子育て支援に加えまして、今回、

この総合戦略の中で、重点プロジェクトというふうに位置付けをいたしておりますけれど

も、野洲市の場合、きのうもずっと出ておりましたけれども、若い方が住みたくても住む

場所がなかなかないと、近隣と比べても市街化の面積が狭小であるというようなこともご

ざいますので、そうした市街化の拡大ということを重点プロジェクトというような位置付

けをいたしまして、出産、子育て世代の定住を図るというふうにいたしております。また、

本定住策によりまして、社会減を改善いたしまして、増加傾向に転換していくことを目指

していこうというものでございます。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） それでは、こちらはるる説明していただいたわけですが、これ、

６番を先行きますね、そしたら。 

 ６番、行政でできない、もう少しこの段階でこういった提案をすべきだということで僕

は出していますけれども、これは背景がありまして、平成２０年度、２５年度と定例会に

おきまして、これちょっと抜粋しますけれども、自治体による婚活支援で少子化対策を推

進してはどうかという中でありますけれども、質問は、本市の少子化対策はということで

質問させていただきました。答えといたしまして、安心して子どもを産み育てられる環境

づくり、子どもが健やかに育つ環境づくり、子育てを支える地域づくりを掲げ、学童保育、

こども園の整備を進める。これ、本当にやっていただいたと認識しております。 

 また、質問としては、地域少子化危険突破支援プログラム推進事業についての本市の見

解はということで質問させていただきまして、答えとしては、持続的な少子化対策を検討

して、これやったんですね。 

 もう一つは、次に質問させていただきたいのが婚活事業例として、行政の取り組み例と

して、出会いの家事業と位置付けまして、今後こういった計画はないのかという質問をさ

せていただいたわけでございますけれども、そのときは取り組む予定もほとんどないとい

うことで回答をいただいてありまして、この間３年ほど経っているわけでございまして、

重点的に先ほど学童、こども園を進めたのを認識しておりますが、それ以外もこういった、
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一般質問で我々議員が提案したのに対して、どうだったのかということで今回、この６番

で確認させていただいてありまして、この人口ビジョンをもう少し早目に出して、野洲バ

ージョンで出すべきだと僕は認識しておりまして、国が動いたから今回、出すという、こ

ういった認識が少し欠けているんじゃないかということで、この６番目の質問をさせてい

ただいたわけでありますので、こういった点をちょっと見解を伺わさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（遠藤伊久也君） 今の少子高齢化、人口減少問題に対する取り組みとい

うことで、この間という話なんですけれども、今回、この総合戦略が国の方から出てきた

ということで、これに合わせて出しているわけなんですけども、もともとこの少子高齢化、

人口減少問題については、当然、認識もしておりますし、この総合戦略ということだけで

はなしに、当然、野洲市における、今申し上げましたような課題を認識した上で、総合計

画の中でいろんな取り組みを実施するということで上げて、着々と進めてきているという

ことでございまして、今、先ほども申し上げましたような子育て支援の関連の事業もそう

ですし、定住化のためにつながることということで、国８バイパスの推進、こうしたこと

も、やはりそれの関係で企業の立地であるとか、従業員なり野洲市民の定住化につながっ

ていくというようなことで、そうした取り組みも進んでおりますので、たまたま今回、国

の方はこういう総合戦略ということになりましたので、交付金がいただける中で、さらに

この重点的に取り組む市街化区域の編入ということで掲げまして進めていこうと、こうい

うことでございますので、これまでからもそうした視点で課題を持った上で進めてきてい

るというふうに考えております。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） だから、今回、初めてこういった地図を出して、これも部長が

先ほどおっしゃったように、これに時間がかかるとおっしゃっていましたので、もう少し

こういったのを早目、早目にやっていただければ、その分時間が稼げる、遠因ではなかっ

たということで今回指摘させていただいたわけでございます。重々やっていただいている

のはわかるんですけれどもね。 

 ４番目に、子どもの成長の環境を守るということで、エコチル調査がございますけれど

も、こういった点についての認識を伺わさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（玉田善一君） それでは、エコチル調査の認識につきまして、お答えを
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いたします。 

 環境省は平成２３年を開始年といたしまして、実施する子どもの健康と環境に関する大

規模な疫学調査と認識をしております。その内容は、１０万組の子どもとその両親を対象

とし、国立環境研究所、国立成育医療センターと公募の全国１５カ所の大学等のユニット

センターが協力医療機関や地方自治体と連携をして実施されるものでございます。調査期

間は平成２３年から平成４４年までの長きにわたって行われている調査と理解をしており

ます。 

 また、本市に当調査に係る通知等は得ておりませんが、当調査対象選定は全市町に公募

されたものではなくて、応募大学等を通じて選定されたものであると認識をしております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 調査結果が出ているわけでございます。 

 次に、５番目ですけれども、このエコチル調査によりますと、子どもの成長にかなり、

やっぱり影響が出ているということでございますが、これに対する見解を伺わさせていた

だきます。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（玉田善一君） 当調査の解析結果が出ますのは、平成４４年になると確

認をしております。 

 なお、平成２６年１１月３０日時点の結果は、卵や乳製品のように一般的にアレルギー

の原因とされる食品は離乳食の開始時期を遅らせる傾向があることなど、暫定的な集計結

果であり、子どもの成長に及ぼす要因の解明には至っていないと認識をしております。 

 なお、随時出されます調査結果は、乳幼児の健診や相談など、適切な機会を通じまして、

市民の方々へ情報を提供してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 市民の周知も大事でございますので、それ、また取り組みをよ

ろしくお願いします。 

 以上で、一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（市木一郎君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこれにてとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ございません
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か。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（市木一郎君） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに

決定いたしました。 

 なお、あす３月４日は午前９時から本会議を再開し、本日に引き続き一般質問を行いま

す。 

 本日はこれにて延会いたします。（午後４時０４分 延会） 
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